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　神戸市は，阪神・淡路大震災による未曾有の被害を受け，復旧・復興に向けて，

多額の経費やそれを賄う市債発行の激増などにより，財政が破綻寸前まで悪化し

ました。このため，震災直後から間断なく行財政改革を行い，平成８年度から25

年度の累計で職員総定数の約6,600名削減，平成16年度から22年度の間の実質市債

残高約6,000億円削減を達成しました。

　これらの取り組みとともに，事務事業のゼロベースからの見直しや平成15年度

から17年度には全職員の給与削減も実施してまいりました。

　外郭団体についても，市財政の抱える硬直的体質の改革，中・長期的に健全な

財政の確立のため，平成14年度より「神戸市外郭団体評価委員」を設置し，団体

の抜本的な見直し・経営改善を推進しました。

　さらに，21年度には，「神戸市外郭団体経営検討委員会」を設置し，外郭団体の

設立目的に照らし，団体や事業の必要性，時代適合性，代替性など，全団体・全

事業を対象にあらゆる観点から検証を行いました。

　こうした取り組みを背景に，平成23年２月に策定した「神戸市行財政改革2015」

では，外郭団体について，平成27年度までに「10団体以上の削減」と「外郭団体

等への派遣職員の30％以上の削減」を目標として掲げました。

　なお，地方３セク改革は全国的な課題でしたが，地方自治体の努力だけでは財

政面や資金面でのハードルが高かったこともあり，抜本的な見直しは難しい面が

ありました。しかし，国においても，平成25年度までを期限とする新たな起債制

度（３セク債）が創設されるなど，ようやく集中的な３セク改革が推進されるこ

ととなってまいりました。

　平成22年度決算では，神戸市の財政状況が政令市でも中位に位置付けられるま

でに回復するなど，これまでの行財政改革に一定の成果が現れてきた今こそ，外

巻  頭  言

　断固たる行財政改革の断行

　　～外郭団体の抜本的な見直し

　　　　　　　　神戸市長　　矢  田  立  郎



郭団体についてもゼロベースからの見直しを行わなければならないと決意いたし

ました。

　見直しにあたっては，外郭団体経営検討委員会の提言を踏まえ，「将来に負担を

残さず，問題を先送りしない」という基本方針の下，特に課題の大きい事業・団

体として，舞子ビラ事業，神戸市住宅供給公社，海上アクセスなどを対象として，

それぞれの所管局が「あり方検討委員会」を設置し，３セク改革や法律・会計・

税務といった専門分野の委員の皆様により徹底的な検証・検討が進められました。

　それぞれの「あり方検討委員会」で委員長を務めていただいた宮脇先生，宮下

先生をはじめ，委員の皆様には，大変お忙しい中，非常に大きなご負担をおかけ

しながら，入居者や利用者など関係者の利益の保護，将来にわたっての市民負担

の最小化，公正かつ透明性の高い法的手続，といった難しい課題に真正面から取

り組んでいただき，検証結果を示していただきました。

　これらの団体の見直しの進展もあり，平成25年度中には目標年度を２年前倒し

して「10団体以上の削減」を達成できる見込みとなりましたが，外郭団体の見直

しは，未だ道半ばであります。

　平成25年度には，新たに「外郭団体経営監視委員」制度を設け，団体が市の施

策実現に果たしている役割や，市の関与の最適化，経営の自立性・継続性等を外

部委員によりチェックする仕組みを整備します。

　社会環境や経済情勢がめまぐるしく変化し，市民や企業のニーズがますます多

様化していく中，常に厳しい目線で点検を実施しながら，今後も引き続きゼロベー

スから外郭団体の見直しを進めてまいります。



　神戸市の外郭団体は，これまで様々な要請に応じて，その役割を果たしてきた。
まず，従前は地方自治法上，公の施設の管理委託が公共団体である外郭団体に限
定されていた。また，高度経済成長期以降，自治体の財政状況が厳しい中で，拡
大・多様化する市民ニーズに対応すべく，民間資金の導入や地方財政制度・地方
公務員制度の枠にとらわれない迅速かつ柔軟な対応を行う必要があった。さらに
は，市職員が民間企業の経営感覚を身につける人材育成の機能を果たすことなど
である。
　しかしながら，近年は，外郭団体を取り巻く状況やその存在意義は大きく変わっ
てきている。まず，社会環境・経済情勢が変化し，市民ニーズも多様化してきた
とともに，ＮＰＯによる社会的な活動が一般的になってきた。また，地方自治法
改正に伴う指定管理者制度の導入により，公の施設の管理を民間事業者等が行う
ことができるようになった。さらに，新公益法人制度改革の進展や地方財政健全
化法の施行など，行政サービスの公益性や財政面の効率性が厳しく求められると
ともに，公が担ってきた役割について官から民へのシフトが加速してきている。
　こうした状況のなかで，神戸市では，震災以降，行財政改善に間断なく取り組
み，その一環として外郭団体の見直しと経営改善を実施し，団体の削減をはじめ，
補助・委託の縮減や市派遣役職員の削減など，大きな成果をあげてきた。平成21
年９月に設置した「神戸市外郭団体経営検討委員会」により，平成22年度までに
全団体の全事業の検証を実施した。それを踏まえて，「神戸市行財政改革2015」
の中で掲げた「10団体以上の削減」などの目標に向けて，経営検討委員会の提言
を踏まえた見直しを速やかに進め，法的手続や関係者との協議を粘り強く行った
結果，平成25年度中に「10団体以上の削減」の目標を前倒しで達成できる見込み
となった。
　本号では，神戸市がこれまで取り組んできた外郭団体の見直しについて論じて
いただくとともに，各団体・事業の具体的な経営改善の事例を紹介していただく
こととした。
　まず，論文「自治体における外郭団体の経営改革について」では，最近の外郭
団体の経営をめぐる議論の方向性と，外郭団体の経営改革のための基本的な判断
基準について論じていただいた。
　次に，論文「外郭団体経営改革の方向性と具体的事例の考察」では，神戸市外
郭団体あり方検討委員会が提出した「みなと総局外郭団体の改革に関する意見書」
の内容をもとに，外郭団体経営改革の具体的な方向性と事例について考察してい
ただいた。
　次に，論文「神戸市における外郭団体見直しの取り組み」では，神戸市の外郭
団体について，その歴史的な経緯や役割について振り返った後，震災後の行財政
改革の一環としての外郭団体の見直しの取り組みについて総括的に紹介していた
だいた。
　さらに，論文「神戸市住宅供給公社の解散への取り組み」では，神戸市の住宅
政策の担い手として大きな役割を果たしてきた，神戸市住宅供給公社の解散の取
り組みについて紹介していただいた。
　そして，論文「舞子ビラ事業の抜本的な経営見直しの取り組み」では，長年「い
こいの家」として市民に親しまれてきた舞子ビラの事業について，抜本的な経営
改革の見直しの取り組みについて紹介していただいた。
　最後に，論文「海上アクセス株式会社の経営改革の取り組み」では，関西国際
空港から神戸への唯一の海上ルートである海上アクセス事業について，その経営
改革の取り組みを紹介していただいた。

特集「行財政改革に向けた神戸市の外郭団体の再編」にあたって
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１．はじめに

　地方自治体の行財政に関する見えづらい課

題として，第三セクター等外郭団体が抱える

事業，財務両面にわたる潜在的・顕在的リス

ク問題が従来から指摘されてきた。外郭団体

の経営破綻に端を発した北海道夕張市の財政

危機も潜在的リスクを資金繰りによって糊塗

し続けたことで生じている。こうしたリスク

は，夕張市の固有の問題ではなく，大都市部

も含めて程度の差はあっても多くの地方自治

体で抱え続けて来た課題である。この問題が

国全体として深刻に受け止められた結果，外

郭団体の積極的な廃止も含めた改革を推進す

るための「第三セクター等改革推進のための

地方債」（以下「三セク改革債」）制度が時限

措置として設けられたことは周知のとおりで

ある。加えて近年，この外郭団体経営に関連

して財務で生じた大きな争点として，損失補

償契約の法的有効性の問題があった。現行の

三セク改革債の発行期限が2013年度中に迫る

中で，外郭団体の債務処理に向けた財政運営

上の実務的問題に損失補償の法的有効性への

司法判断が絡み，外郭団体改革を巡る問題が

輻輳化し停滞する局面も生じた。同契約につ

いては，東京高裁（2010.8.30，原審事件番号

平成21（行政コ）298）で違法判決，そして上

告審である最高裁判決破棄自判（2011.10.27，

事件番号平成22（行政ツ）463）によって適法

とする司法判断が示され一応の決着が示され

た。裁判官宮川光治氏は最高裁判決の補足意

見の中で地方財政法33条の５の７第１項４号

が創設され，地方自治体が負担する必要のあ

る損失補償に係る経費等を対象とする三セク

改革債の発行が2013年度までの時限付きで認

められていることを指摘，その改革作業も地

方自治体の金融機関に対する損失補償が財政

援助制限法３条の趣旨に反しないことが前提

となっているとし，三セク改革債を活用した

第三セクター等外郭団体改革の政策的取り組

みに対しても配慮する姿勢を示している。

　本稿は，以上の外郭団体の経営を巡る大き

な議論と同時並行的に進められた神戸市外郭

団体改革の取組みから検証される地方自治体

の外郭団体の経営改革のための判断の座標軸

を整理するものである。具体的には，第１に

外郭団体の改革推進に向けた政策の正義（共

有された価値観）の形成，第２に具体的な見

直しのための座標軸となる採算性，事業性の

判断，第３に中長期計画の位置づけ，第４に

自治体における外郭団体の
経営改革について

北海道大学公共政策大学院教授　宮  脇  　  淳

論　　文
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外郭団体が担う領域判断について整理する。

２．都市の持続的発展と外郭団体改

革の政策的正義

　「数字に凝縮された住民の運命」と財政を

定義づける社会学的視点がある。地方財政は

単に地方自治体の財政運営としての資金繰り

ではなく，地域住民自身の将来の運命を示す

数字であるとする定義づけである。この定義

づけは神戸市をはじめとした大都市部の財政

において一層重く受け止める必要がある。な

ぜならば，高齢人口の都市部での急激な増加

による歳出拡大，そしてグローバル化の中で

の地域間競争の激化による税財源の安定的確

保が難しい時代をすでに迎えているからであ

る。都市部は若年層が増加し活力に溢れた地

域であり，民間企業の活動が集積し地域所得

が豊かな地域と画一的に捉えることはすでに

過去のものとなっている。

　第１の高齢化問題に関しては，全体的な高

齢化率の上昇とは異なり2030年代以降も65歳

以上人口が増え続けるのは大都市部を中心と

する地域であり，むしろ非都市部において65

歳以上人口自体は減少局面に入る（図１）。こ

の点は，都市部の社会保障負担が急激に増加

することを意味しており，社会資本の維持更

新等も含め都市部財政の大きな疲弊要因とな

る。また，都市部のまちづくりにも影響を与

え，例えば，高層マンションの維持更新や限

界集落化への対処は，地域の生活環境に大き

な影響を与え始めている。

　第２は地域間競争の激化である。例えば IT，

電子機器等先端産業の誘致に補助金，減税策

をセットにして注力する地域戦略が従来から

広範に展開されてきた。こうした努力も新興

国の台頭とグローバル化が重なり合い激しい

コスト競争の中で企業の国内外を通じた移転

等流動化を生み，地域の持続性に対するリス

クを高めている。2000年から2010年にかけて

の付加価値ベースでの売上げは，日本の先端

産業といわれた分野で大きく低下しており，

円高・円安等為替相場の影響はあるものの，

従来同様の単純な企業誘致だけでは地域の持

続性を確保することは困難となっている。企

業に地域が合わせるのではなく，地域が本来

持つ特性に合わせた産業を戦略的に育成する

ことが不可欠な時代である。

図１　65歳以上人口の推移（2030年代）
（資料）国立社会保障・人口問題研究所「平成24年将来人口推計」より作成。

自治体の財務運営や資金繰りではなく、地域住民自身の将来の運命を示す数字であるとする定義づ

けである。この定義づけは神戸市をはじめとした大都市部の財政において一層重く受け止める必要

がある。なぜならば、高齢人口の都市部での急激な増加による歳出拡大、そしてグローバル化の中

での地域間競争の激化による税財源の安定的確保が難しい時代をすでに迎えているからである。都

市部は若年層が増加し活力に溢れた地域であり、民間企業の活動が集積し地域所得が豊かな地域と

画一的に捉えることはすでに過去のものとなっている。 

第 1 の高齢化問題に関しては、全体的な高齢化率の上昇とは異なり 2030 年代以降も 65 歳以上人

口が増え続けるのは大都市部を中心とする地域であり、むしろ非都市部において 65 歳人口自体は

減少局面に入る（図 1）。この点は、都市部の社会保障負担が急激に増加することを意味しており、

社会資本の維持更新等も含め都市部財政の大きな疲弊要因となる。また、都市部のまちづくりにも

影響を与え、例えば、高層マンションの維持更新や限界集落化への対処は、地域の生活環境に大き

な影響を与え始めている。 

                       （図 1）65 歳以上人口の推移（2030 年代）  

65歳以上人口が増え続
ける地域（黒塗り）

 

（資料）国立社会保障・人口問題研究所「平成 24 年将来人口推計」より作成。 

 

第 2 は地域間競争の激化である。例えば IT、電子機器等先端産業の誘致に補助金、減税策をセ

ットにして注力する地域戦略が従来から広範に展開されてきた。こうした努力も新興国の台頭とグ

ローバル化が重なり合い激しいコスト競争の中で企業の国内外を通じた移転等流動化を生み、地域
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　以上の二点だけからも都市部の財政運営が

従来の右肩上がり時代とは異なり，大きな構

造変化に直面していることが分かる。こうし

た中で，外郭団体が抱える潜在的・顕在的リ

スクや過去から累積した赤字を先送りし財政

数字に見えづらく凝縮させることで市民の将

来に委ねることは，すでに地域体力としても

限界となっている。この限界を認識せず先送

りを続ければ，将来市民の選択肢を奪い都市

の自治力を劣化させることになる。持続的発

展とは何か。それは「将来市民の必要性を満

たす能力を損なわせることなく，現役市民の

必要性を満たすこと」である。すなわち，将

来世代の可能性・選択肢を制約することなく，

今を生きる世代の必要性を満たすことを意味

する。今の世代の必要性を満たすため今の世

代の問題を先送りし，将来世代の可能性を制

約すれば持続的発展は実現しない。

　外郭団体改革において神戸市では「市民の

将来負担とリスクの最小化」を政策展開の共

通価値，すなわち「政策の正義」として掲げ，

住宅供給公社，舞子ビラ事業等外郭団体の改

革に取り組んでいる。単に外郭団体の債務解

消等行政組織の効率性向上や資金繰りの問題

とするのではなく，神戸市民の将来の可能性

と選択肢を広げるための改革と位置づけてい

る。外郭団体を取り巻く直接的な利害関係者

だけでなく市民全体で状況を共有することで，

短視眼的な政策思考・政策議論から脱却する

姿勢がそこでは示されている。

３．採算性・事業性の検証

　外郭団体の経営改革に関してまず重要なこ

とは，地域政策に関する議論と外郭団体の経

営に関する議論を明確に区分けしてスタート

することである。外郭団体は地方自治体が関

与していることから何らかの公共性のある政

策目的を掲げることは可能である。例えば，

ホテル等観光事業を展開している外郭団体に

関して，地域の雇用確保やコミュニティーの

活性化等の目的を掲げ継続の正当性を根拠づ

ける場合である。そうした政策目的は否定で

きないものの，外郭団体改革では，まず地域

政策と切り分けて経営としての実態を明確に

する姿勢から始める必要がある。それができ

なければ，地域政策と経営問題が混然一体と

なり，政策としての優先順位が不明確なまま

継続の結論を導き出す結果となり易い。外郭

団体ではまず採算性等を重視するとともに，

出資・出捐者としてのガバナンスを通じた限

定的責任以上に地域政策の名目で地方自治体

がコストやリスクを負担することに対して極

めて慎重でなければならない。採算性・事業

性がないと判断された外郭団体を継続する場

合，抽象的な公共性の言葉で正当化するので

なく，雇用政策，コミュニティー政策等に位

置づけを変えその正当性・優先性を改めて議

論する姿勢が必要である。

⑴　採算性判断

　こうした認識の上で，外郭団体の採算性，

事業性の検証評価を行うことが重要である。

採算性とは，過去の元利返済負担を含む経常

利益ベースの持続性判断である。この採算性

は，過去の当該事業に関する過大投資，減価

償却等の引当不足による債務返済・利子負担

などを含めて経常利益ベースで黒字か赤字か

を判断する指標である。ストックベースでの

問題点も含めて検証するものであり，例えば

損失補償を受けている外郭団体については，

将来普通会計負担となる見込み額を計上する

こと，損失補償を受けていない外郭団体は，

①経常収支が赤字のものは地方自治体から補

助金等の財政援助を受けている場合は当該財

政援助の額を控除の上，判断すること，②債
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務超過であるもので（含み損のある資産を保

有している場合は当該含み損を反映した上で

判断すること，③債務の元利償還があり，当

該償還費の10％以上を地方自治体からの補助

金又は実質的な新規貸付金に依存している場

合はそれをリスクとして認識し判断すること

などが必要となる。

　採算性に関する市民への広報等による財政

説明で，地方自治体から補助金等を受けてい

ること，あるいは地方自治体から事業委託を

継続的に受けていることなどを明示せず，最

終結果として黒字だけを示し市民が外郭団体

の経営実態を認識しづらい場合も少なくない。

こうした財政規律を地域全体で緩める結果と

なるディスクロージャの形態があるとすれば

早急に改善する必要がある。分かりやすさを

追求するあまり簡素化を優先し，実態が伝わ

らない情報を提供し続ければ市民の将来を大

きく歪めるものとなり，そのこと自体が地域

の大きなリスクとして堆積する。

　採算性がマイナスの場合，事業全体の継続

は困難と判断される。なお，外郭団体では，

採算性部門と非採算性部門を組み合わせ全体

としての経営を維持する場合が少なくない。

この図式は内部補助であり，非採算性部門の

悪化が採算性部門の拡大を招き，組織とその

活動領域を必要以上に肥大化させる可能性が

ある点には留意すべきである。こうした場合，

採算性部門は民間化し，非採算性部門を地方

自治体の普通会計等に移して持続すべき事業

か否かを議論する必要がある。

⑵　事業性判断

　採算性が認められない場合，次に事業性の

判断が重要である。過去の投資の失敗等によ

る元利返済により経常利益が赤字で採算性に

乏しいあるいはないと判断される外郭団体で

も，過去の過剰投資等とは切り離し，事業自

体の営業利益が黒字で確保されている場合，

経営主体が変わることで新たなビジネスモデ

ルの展開が可能な場合がある。この場合，営

業利益が黒字で確保できる事業を外郭団体か

ら切り分けて民間化の手法で継続し，残りの

事業は廃止あるいは実質的に普通会計に戻す

ことなどが選択肢となる。

　以上のように，市民の将来負担・リスクの

最小化を図るため外郭団体改革をする際に，

まず採算性と事業性に分けて評価することが

基本である。神戸市住宅供給公社に関しては

過去の債務を含めた場合，自律した採算性は

認められなかった。この点は，過去投入した

財政資金の整理を積極的に行い，市民の将来

負担・リスクを最小化する方策を早急に実施

しなければならない段階にあることを意味し

た。事業性については民営化などの事業モデ

ルも含めて大胆な組織改革をすれば一部にお

いて持続的経営が可能であると判断できた。

また，資金収支が短期借入で賄われており，

対応策の選択によっては過去の債務を切り離

すことは可能でも採算性を持続的に回復させ

ることは非常に難しい状況に陥っていた。採

算性の回復は，それだけで将来に向けた持続

的事業性を担保するものではない。このため，

事業性が回復できない以上，単なる外郭団体

の組織改革や効率化ではなく廃止等基本的枠

組みの抜本的な見直しが必要となると判断し

結論づけている。さらに，ホテル事業である

舞子ビラ事業については，民間化の手法を選

択している。

４．意思決定のための計画

　外郭団体の事業継続や規模の正当性を根拠

づけてきた大きな存在として，需要予測に基

づく中長期計画がある。右肩上がりの発想を

引きずり期待値的性格を持ちやすい従来の需
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要予測，そして計画の在り方について今後は

厳格な見直しが必要となる。外郭団体に限ら

ず経営においては，需要予測がそのまま現実

となることはない。このことを認識し，予測

が持つ本質的な不確実性を受け止めた「リス

ク対応計画」を持つことが必要となる。

　外郭団体の経営は民間企業と比べ外部環境

変化に敏感ではなく，対応力も弱いのが実態

である。そうした外郭団体の改革を検討する

際には，従来の行政における管理発想の計画

だけではなく，経営に関する意思決定のため

のリスク対応計画の展開が必要となる。具体

的には，目標達成を第１に考えるのではなく，

目標値はリスク管理のための物差しと位置づ

け計画とずれが生じた場合，そのずれに対し

ていかなる対処を行うか予めその選択肢を計

画に書き込み明確にしておくことである。こ

れにより，自らの活動が当初の考えとどれだ

けずれているか敏速に認識し，その対応も機

動的に展開できるとともに，説明責任も充実

させることができる。経営に致命傷となる政

策のラグを少なくする機能を持つ。

　リスク対応計画は，不測事態対応計画とも

呼ばれる。この計画は，外部環境・内部環境

ともに正規の計画が考慮しなかった状況変化

に対して，「いかに対応するか」を事前に立案

することを目的としている。この計画におい

て一番重要な点は，状況変化への対応の内容

を計画として示す点である。「環境変化はな

い」と考えるほど，経営リスクは高くなりそ

のリスクを補填する財政リスクも拡大する。

不完全でも将来の変動要因を可能な限り想定

することが，実際に受けるリスクの震度を軽

減する。予測しがたい不測の事態の中でも将

来発生する確率が比較的高く，組織や地域に

対する影響度も大きい事項に焦点を絞り予め

想定し，それが発生した場合にいかに対処す

るかを事前に考えることが計画づくりのカギ

となる。外郭団体の経営悪化に対し，行政も

含め「景気変動」を理由にあげることが多い。

しかし，景気が変動するのはあたり前であり

そのことを前提とする計画づくりに努力する

必要がある。この計画は，①不測事態の認識

（将来起こりえる事態の列挙，組織等に与える

影響度の把握，事態発生の見積もりを行う），

②行動開始時期の判断（不測事態の発生が近

いことを知らせるシグナル（予兆）の認識と

列挙，シグナルを認識し，その認識を伝達す

る部局責任者の明確化），③対応策（発生する

と思われる不測事態の影響を緩和する戦略の

形成，緩和政策が計画や財政に与える影響の

測定，緩和戦略実践のための戦術の形成）で

構成される。当初から外部環境変化を十分に

想定したリスク対応計画を策定することは難

しい。しかし，毎年度繰り返すことにより想

定能力も高まり，外郭団体の経営悪化を招く

不確定事項に対するサイン，シグナルの認識

が可能となる。

　なお，外郭団体に対して単純な地方自治体

からのローテーション的人事だけでは経営改

善は難しい。それは，経営の「マネジメント

能力」と「リーダーシップ能力」とは異なる

からである。マネジメント能力は，「既に存在

する目標や計画，ルールなどに対して如何に

行動を合わせていくかの能力」である。たと

えば，目標値を設定しそれに対する達成率を

高めていくために，人的資源や資金を如何に

有効に活用するかはマネジメント能力の問題

であり，行政評価と共有可能な領域が多い。

これに対してリーダーシップ能力は，「過去に

存在しなかったものを実現する能力」である。

すなわち，既に存在する価値に合わせて物事

を遂行することがマネジメント能力，外郭団

体の機能について過去に存在しない価値を生

み出し，新たなる枠組みで実現していくこと

がリーダーシップ能力である。したがって，
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両者間には本質的に大きな違いがあり，それ

を支える資質にも相違がある。

　加えて，リーダーシップ能力には過去に存

在しない価値を生み出すだけでなく，自ら生

み出したものを現実のものにするためのマネ

ジメント能力も同時に求められる。通常のマ

ネジメントはマネジメント行為の前提となる

枠組み自体をマネジメント当事者が創り出す

必然性はない。しかし，リーダーシップ能力

においては，自ら生み出したポスト外郭団体

の枠組み自体を前提としてマネジメントを実

現することが必要となる。そこでは，マネジ

メント行為自体を自ら生み出した新しい枠組

みに合わせて新たに形成する必要がある。こ

のマネジメント能力は，「創造的マネジメント

能力」であり，リーダーシップ能力を支える

大きな柱である。そして，通常のマネジメン

ト能力と異なる点は，自ら生み出した価値や

枠組みを実現することに最適なマネジメント

手法を自ら形成することも求められる点にあ

る。

５．外郭団体の活動領域

　最後に外郭団体の担う領域に関する検証で

ある。

⑴　領域の多様性

　外郭団体の事業は，収益性の高い事業から

行政代行的な事業まで現実においては多種多

様であり，外郭団体として担う事業としての

適正性についても様々な議論がある。たとえ

ば，物販や温泉施設等民間収益事業の本質を

持つ事業であっても，地域政策的側面から外

郭団体で展開することが選択される場合が少

なくない。また，地方自治体が担うべきとさ

れている事業を代行する役割を果たしている

外郭団体については効率性の面などによって

正当化する場合も多い。しかし，こうした地

域政策性，行政代行性などによって外郭団体

での展開を選択する場合でも，その前段とし

て事業自体に着目した評価を共有する必要が

ある。事業が提供する財・サービスの性格を

客観的に評価し，その上で外郭団体を含めた

広範な実施主体の選択肢の議論を展開するこ

とが重要だからである。

⑵　財・サービスの性格

　図２の縦軸の「排他性」は料金支払い等住

民の直接のコスト負担がない場合に財・サー

ビスの提供を制限できるか否かの評価軸であ

り，制限できる性格が強いほど排他性が大き

く，制限できる性格が弱いほど排他性は小さ

い。一般的に，直接的な対価支払いがなくて

図２　財・サービスの性格

5.外郭団体の活動領域 

 最後に外郭団体の担う領域に関する検証である。 

①領域の多様性 
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            （図 2）財・サービスの性格 
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 図 2 の縦軸の「排他性」は料金支払い等を通じたコスト負担がない場合に財・サービスの提供を

制限できるか否かの評価軸であり、制限できる性格が強いほど排他性が大きく、制限できる性格が

弱いほど排他性は小さい。一般的に、直接的な対価支払いがなくても財・サービスの提供が必要な
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も財・サービスの提供が必要な領域，すなわ

ち排他性が小さいほど公共性は高いことにな

る。これに対して横軸の「競合性」とは，財・

サービスの供給主体が限定されるか（小）そ

れとも多数存在し競争関係にあるか（大）の

違いである。一般的にこのふたつの評価軸に

よって財・サービスを「純粋公共財」，「コモ

ンプール財」，「クラブ財」，「私的財」に分け

ることが可能となる。この評価軸は相対的な

物差しにとどまるものの，外郭団体によって

提供する財・サービスの位置づけを他の公共

サービスとの相互比較の中で認識し，公共性

や政策選択の議論を展開することが可能とな

る。そのことが財・サービスの提供に関する

判断の客観性（比較可能性の担保）を高める

だけでなく，時代変化による財・サービスの

担い手に関する議論を体系づけて展開する基

礎ともなる。

　「純粋公共財」は排他性が小さく，競合性

も小さい領域である。料金等によるコスト負

担の有無で財・サービス提供の制限が難しい

領域であり，かつ財・サービスの提供主体が

限定的な領域である。代表的な財・サービス

としては，国防，外交，司法などが挙げられ

る。また，消防・警察等の救急業務もこの領

域に属する。これと極めて対照的位置づけに

あるのが「私的財」である。私的財は，料金

等のコスト負担の有無で財・サービスの提供

を制限でき，かつ民間企業も含め財・サービ

スの提供主体が多く存在する領域である。

　純粋公共財と私的財の中間に位置するのが

「コモンプール財」と「クラブ財」である。「コ

モンプール財」は，料金等によるコスト負担

の有無による財・サービス提供の制限は困難

であり排他性が小さいものの，財・サービス

の提供主体は多く競合性が大きい領域である。

一方，「クラブ財」とは，排他性は大きいもの

の競合性は小さい領域である。料金等コスト

負担の有無によって財・サービスの提供を制

限できるものの，提供主体は比較的限定的な

領域である。電気事業，ガス事業等の装置産

業型，地域の公的温泉施設等の財・サービス

が該当する。外郭団体の事業の多くはこの二

つの領域に位置しており，右肩上がりの中で

純粋公共財を担う行政の役割から周辺のクラ

ブ財やコモンプール財，さらには本来的に民

間が担う私的財へと地方自治体が関わる領域

を拡大させて来た。しかし，地方自治体の財

政や人的資源に制約が強まる中で，周辺領域

の維持が困難となり民間への移行や整理統廃

合が必要となっている。とくにコモンプール

財の場合，他に民間等の供給主体も多く存在

しているのが実態である。このため，外郭団

体が財やサービスを提供する仕組みではなく，

民間を活用しながら政策目的を達成する手段

の選択が広範に存在する領域である。公営住

宅事業などがこの領域に属する。

⑶　フリーライダー論

　以上の四つの領域において留意すべき第１

の点は，フリーライダー（タダ乗り）の問題

である。フリーライダーは，排他性が小さい

「純粋公共財」と「コモンプール財」の領域で

発生しやすい。コスト負担の有無による財・

サービスの提供制限が難しい性格を持ってい

るため，コスト負担を回避しつつ受益を受け

ることが可能な領域である。ただし，財政に

与える影響は，固定的コストの大小によりど

ちらの領域に財・サービスが属するかで大き

く異なる。①純粋公共財の場合は，競合性が

小さいため提供主体が限定的であり，固定コ

ストが比較的大きな領域である。②コモンプー

ル財の場合，類似サービスも含め提供主体が

多いことからフリーライダーが増加すると直

接的に財政負担，コスト負担増に結びつきや

すい。たとえば，救急車の利用，ごみの投棄
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などが典型である。救急車をタクシー代わり

で利用するフリーライダーが増えれば財政負

担は拡大し本当に救助を必要とする病人への

公共サービスが制約を受ける。また，ゴミを

無料で回収していれば，ゴミを野放図に出し，

その回収・処理コストが増大しやすい。フリー

ライダー的行為を野放しにすれば財政負担が

増大し，公共サービスの質も悪化する。こう

した領域で事業を展開する場合，フリーライ

ダーによる採算性への影響を如何に最小化で

きるかソフト面での最適手法の選択が重要と

なる。

　留意すべき第２の点として，純粋公共財で

あることを理由に必ずしも行政が提供するこ

とが正当化されるとは限らないことである。

なぜならば，純粋公共財でその提供手法の工

夫次第で提供主体は，民間企業も含め多様に

存在させることが可能だからである。財・サー

ビスの検証評価を回避あるいは軽視すること

は，地方自治体の対外環境変化に対する対応

力を脆弱にし，持続的な財・サービスの提供

を困難にする。外郭団体改革では提供する財・

サービスの性格をマクロ的に評価し積み上げ

る議論が重要である。

６．まとめ

　経営とは「限られた資源をいかに有効に活

用するか」であり，民間，行政を問わず求め

られる視点である。21世紀では従来と異なり

行政の人的資源，財政も極めて制約的となる。

その中で従来の負の資産を抱える余力はない

のが実態である。加えて，行政のマネジメン

ト能力を柱に外郭団体を経営できる時代は過

去のものであり，より創造的・戦略的な意思

決定の体質が必要となっている。そこでは，

金融的視点に加え不確実なリスクに対応する

力も必要となる。外郭団体改革は単に効率化

やスリム化を目指した統廃合や組織見直しだ

けでなく，地域社会の創造性を積極的に高め

て行くリーダーシップ機能の組み込みに努力

する必要がある。
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Ⅰ　問題の所在

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法

律」が平成21年度から全面施行され，これに

ともなって同年度から５年間で，基本的にす

べての第３セクター等を対象として，存廃を

含めた抜本的改革を集中的に行うことが急務

となった。神戸市においても，外部の専門家

等で構成される「神戸市外郭団体経営検討委

員会」（以下，「経営検討委員会」という。）が，

平成21年９月に設置され，平成22年４月に中

間報告書が，平成23年１月には最終の提言が

提出されている。この中でみなと総局所管の

５つの外郭団体に対する個別提言が示された

ほか，団体の統廃合等の再編や事業の再構築

の検討にあたっては，専門家による委員会を

設置して，具体的な解決策を導き出すことと

され，これに基づき平成23年４月に「神戸市

外郭団体あり方検討委員会」（以下，「あり方

検討委員会」という。）が設置された。

　確かに，もともと神戸市役所にあった自由

闊達な風土と高度経済成長を背景に，外郭団

体による経営が十分に成果をあげ，また神戸

市財政に寄与した時代があった。しかしなが

ら，今振り返ってみた場合，長期的大局的見

地からの検討が適正になされていたか，とい

う疑問も出てくるのである。

　そこには第３セクター自身の変化への対応

の遅れ，第３セクター制度そのものの変化へ

の対応性欠如という根本的な問題も考えられ

るが，いったん設立された第３セクターにつ

いて，変化への対応が遅れないよう不断に第

３セクターを見直す体制が必要である。社会

や経済の変動や，広域行政，国家行政へ目配

りしつつ，与えられた環境の中で最善をめざ

し，近視眼的改革でなく将来を見据えた展望

と，時代の変遷と環境変化に対応できる柔軟

でフレキシビリティのある組織，しかし目的

のために変わらぬ一貫性をもつ組織，を目指

す必要がある。

　以下においては，あり方検討委員会が平成

23年12月にみなと総局長に提出した「みなと

総局外郭団体の改革に関する意見書」１）をベー

スに，外郭団体経営改革の方向性と具体的事

例を考察する。

外郭団体経営改革の方向性と
具体的事例の考察

関西外国語大学外国語学部教授　宮  下  國  生
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Ⅱ　みなと総局外郭団体の改革の方

向性：団体の事業連携関係

１　先進国型の成熟港湾都市神戸の新たな都

市イメージの形成について

⑴　先進国型の成熟港湾都市の特徴

　わが国において港湾が現代ほど注目を浴び

る時代は無かったかもしれない。いつの時代

においても，港湾は国民経済，地域経済を継

続的に発展させるために必要なインフラとし

て機能してきたし，それは今後も変わらない

であろう。それでは何が変わったかといえば，

港湾がハードインフラを超える次元でとらえ

られるようになったこと，つまり港湾が呼吸

する生き物になったということである。

　現代の先進国型の成熟港湾都市は，長年培っ

てきた海洋文化を栄養に，右脳にアメニティ

を含むウォーターフロントを，左脳に港湾・

物流経済をセットして，社会を生き抜く力を

試されようとしているともいえる（後掲，図

表１参照）。ウォーターフロントは港と都市空

間をつなぐ機能を果たし，一般には親水空間

としてとらえられている。その意味ではそれ

はロジスティクス・パークとは似て非なるも

のである。しかしそこには港と都市空間をつ

なぐ機能として，基本的に合い通じるものが

ある。港湾経済が，世界経済と神戸経済さら

には日本経済を連結させる一方で，親水空間

には神戸市民の生活を豊かにし，さらには海

外と観光都市神戸をつなぐ重要なパイプ機能

が認められる。

　港湾経済はあり方検討委員会の審議対象で

はないが，そこでは，神戸港埠頭株式会社が

コンテナ戦略港湾の運営企業として西日本の

ハブ港湾機能を担い，また，神戸航空貨物ター

ミナル株式会社（以下「ACT 社」という。）

が，特色ある優れた航空物流サービスを荷主

に提供して，神戸経済を活性化し，それをグ

ローバル経済に結合するネットワーク機能を

果たしている。これらは経済発展を支える伝

統的港湾機能を拡充し発展させようとするも

のである。

　かたや，ウォーターフロントでは，海上ア

クセス株式会社（以下「アクセス社」という。）

が都市空間からの旅客の流れを親水空間で吸

収して，神戸の旅客ネットワークを世界の都

市と連結することによって，現代の港湾都市

神戸の発展に必要な観光・アメニティ機能の

向上に寄与している。その意味で，ウォーター

フロントを起終点とするアクセス社の事業は，

親水空間と都市空間をつなぐ重要な導線に位

置するものであるから，それは神戸市と市民

が現代的視角から強く求める生活向上にとっ

て必要な公益性を有している。

⑵　新たな国際都市の発展を目指す神戸

　海洋文化・思考（栄養），港湾・物流経済

（左脳），ウォーターフロント・観光（右脳）

の相互融合が，港湾都市の３つの事業ドメイ

ン（事業領域）の融合をもたらし，そこから

新たな国際都市形成の基盤が拡大し，医療産

業都市を含む新たな都市イメージが形成され

る。神戸市は今や，国際港湾物流都市，観光・

アメニティ都市，医療産業都市の３本足で立

つ先進国型の成熟港湾都市である。ここでは，

３つの事業ドメインの相乗的な発展効果の追

求が可能であるにとどまらず，政策形成基盤

が広がり，政策決定もまたスムーズに行われ

るから，従来は点と線の関係でしか繋がって

いなかった港湾と都市の関係が，新たな都市

社会の中で面的関係に昇華融合し，国際的ハ

イセンスを持つ海洋都市神戸が構築されるの

である。

　経済の成熟化に伴い，アジア新興国のよう

な高い経済成長を達成できなくなった日本経

済にとって，港湾経済のみに依存する経済発
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展には限界があり，その意味で，海外からの

訪日旅行は重要な発展の足場である。とりわ

け訪日旅行は，海外諸国の GDPの高さが重

要な決定要因であることに鑑みれば，経済成

長の著しいアジア諸国を隣国とする日本にとっ

て優位な環境にある。大阪・京都と並び関西

の観光の核である神戸にとって，このような

潜在的な海外の訪日旅行需要を確保するため

の事業モデルの確立が不可欠である。

　それには神戸が，とりわけアジア諸国民に

とってのあこがれの町でなければならない。

国際港湾都市として大震災の前まで世界のリー

ダーの地位にあった神戸は，アジア諸国から

見れば，まさに目標であった。すでにアジア

の諸都市が量的にはこのような立場に近づき

つつある中で，神戸は，国際観光・アメニティ

都市としても，質的に優れた神戸の文化を発

信する国際都市でなければならない。アイデ

ンティティある神戸文化に海外の注目が集ま

れば，それがまた，グローバルな革新産業で

ある医療産業都市の発展にも資するという相

乗効果も発生する。

　以上についてさらに言えば，確かに神戸市

には，明治以降，神戸港を通じて世界各国か

ら客船による訪問客を迎え入れていたという

長い歴史があり，これが国際都市神戸のイメー

ジ向上と発展に寄与したことは明らかである。

また，現在も神戸市は客船誘致に積極的に取

り組んでいる。しかし，神戸への海外からの

訪問は，現在では圧倒的に空路が主体となり，

神戸へのゲートウェイの主力は既に関西国際

空港（以下「関空」という。）の方に移ってい

る。その際，航空旅客を神戸に誘致するルー

トとしては，海上アクセス航路が陸上ルート

よりも短距離で，はるか集客力が高い。した

がって，この航路の存在を，それにつながる

ポートアイランド等の活性化，さらには医療

産業都市の国際的知名度のさらなる向上につ

なげることができるのである。

　それに加えて重要なことは，阪神・淡路大

震災を経験した神戸市にとって，住民の安全・

安心を守ることが都市存続のための重要な命

題ともなっていることである。この点につい

ては，アクセス社が，神戸市民の通勤・出張

などのための通常の移動のための生活ルート

としても陸上ルートと代替性をもって提供し

ており，海上を含む輸送モードの提供・確保

は，市民に対して，危機管理にも対応した安

図表１　先進国型の成熟港湾都市神戸の新たな都市イメージの形成
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（３）海外事例の検証 

以上の考察を海外の事例によって検証しておこう。とりわけ成熟先進国である

ヨーロッパでも、長年培ってきた海洋文化を都市の発展基盤として位置付け、地

域住民と密着した港湾社会が形成されていることが一般的である。例えばドイツ、

エルベ川上流に開かれたハンブルク港、同じくウェーゼル河口に展開しているブ

レーメン港、それにとどまらず、ハンザ同盟によって栄えた中世ヨーロッパ都市

の伝統を受け継ぐ諸都市では、港湾・海運・社会の一体化した発展が見られてい

る。そのうえで製造業を中心にした新たな革新産業の育成が目指されている。 

また産業革命のプロセスにおいて世界海運市場の中心地としての地位を固めた

イギリスでも、ロンドン郊外のボルティック海運取引所は、イギリス海運業が過

去の栄光から退いた現代においても、世界の不定期船・タンカー取引の中心地と

して、ニューヨーク海運取引所と並ぶ地位を誇り、さらにはグローバルな金融セ

ンターが活動している。海洋文化は国家または都市の財産としてその発展を支え

ており、サッチャー政権時代に公的に再開発に着手され、現在も開発が継続され

ているドックランズは産業集積とウォーターフロント開発の最前線を担っている。 

 このようにヨーロッパの諸都市でも海洋文化が国家の財産となり、社会にずっ
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全と安心の気持ちを与えるものであるといえ

る。

⑶　海外事例の検証

　以上の考察を海外の事例によって検証して

おこう。とりわけ成熟先進国であるヨーロッ

パでも，長年培ってきた海洋文化を都市の発

展基盤として位置付け，地域住民と密着した

港湾社会が形成されていることが一般的であ

る。例えばドイツ，エルベ川上流に開かれた

ハンブルク港，同じくウェーゼル河口に展開

しているブレーメン港，それにとどまらず，

ハンザ同盟によって栄えた中世ヨーロッパ都

市の伝統を受け継ぐ諸都市では，港湾・海運・

社会の一体化した発展が見られている。その

うえで製造業を中心にした新たな革新産業の

育成が目指されている。

　また産業革命のプロセスにおいて世界海運

市場の中心地としての地位を固めたイギリス

でも，ロンドン郊外のボルティック海運取引

所は，イギリス海運業が過去の栄光から退い

た現代においても，世界の不定期船・タンカー

取引の中心地として，ニューヨーク海運取引

所と並ぶ地位を誇り，さらにはグローバルな

金融センターが活動している。海洋文化は国

家または都市の財産としてその発展を支えて

おり，サッチャー政権時代に公的に再開発に

着手され，現在も開発が継続されているドッ

クランズは産業集積とウォーターフロント開

発の最前線を担っている。

　このようにヨーロッパの諸都市でも海洋文

化が国家の財産となり，社会にずっしりと位

置づけられ，海運・港湾を身近なものとして

受け入れている。ヨーロッパにおける海運文

化と港湾文化は，根の深いところで海洋文化

としてつながっており，まさに同根の文化で

あり，両文化が結合して海洋都市社会を築き

上げるとともに，グローバルに識別される革

新産業を擁している。これは図表１に見た国

際港湾都市神戸の発展の姿とまさに重なって

いる。その唯一の相違は，震災を経験した神

戸が，都市発展のベースに危機管理の文化を

組み込んでいることである。

⑷　小括

　時代とともに変貌する国際都市神戸の顔は，

いまや国際港湾物流都市，観光・アメニティ

都市，さらには医療産業に代表される革新産

業都市である。これらの３つの都市の顔はそ

れぞれが独立して存在するのでなくて，相互

に関係しながら相乗的な発展効果を生むこと

が望ましい。またそのベースには，都市のイ

ンフラを担う安全・安心都市神戸のコンセプ

トが息づいているのである。

　そこで，あり方検討委員会の審議対象となっ

ている５団体のうち，業務を休止している神

戸航空交通ターミナル株式会社（以下「CAT

社」という。）を除く４団体の事業が神戸市及

び市民に対してどのような寄与を果たしてき

たのかを，以下に簡単にまとめておきたい。

　財団法人神戸市開発管理事業団（以下「事

業団」という。）の事業は，神戸市の開発事業

と歩調を合わせて，重点地区を拡充しつつ，

市民の福利厚生の向上と産業集積の育成を図っ

てきた。神戸市の発展ドライバーとして，時

間的にもまた空間的にも，要請される広範か

つ多様な公益的事業に機動的に関わってきた

組織として位置づけられる。

　株式会社神戸ニュータウン開発センター（以

下「NT社」という。）の事業は，上記の事業

団の事業と業種的には重複するものがあるが，

開発されたニュータウンの駅前ターミナル地

区を中心とする事業に重点的に取り組むこと

に特色があり，地域住民の核となって生活機

能を支えるのに必要な事業である。

　ACT社の事業は，港湾物流都市神戸の新機
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軸である航空貨物事業に関わり，フォワーダー

として，通関・検疫機能をも含む総合ロジス

ティクスサービスを神戸の中小荷主に提供し，

かつそのインキュベーター機能をも果たすベ

ンチャー事業でもある。

　アクセス社の事業は，神戸の新たな観光・

アメニティ都市形成のための必要条件とそれ

を確実に実現するための十分条件も備えるこ

とによって，神戸市及び神戸市民のために必

要な高度の公益性を持つものである。その意

味で国際都市神戸並びにそこで生活する神戸

市民の利益，いわゆる公益を実現するために

必要な都市発展装置機能を備えており，また

災害・緊急時の陸上輸送に対する重要なリス

クヘッジ機能をも果たすものである。

　これら４団体の業務の要諦を以上のように

まとめることには異論はないであろう。問題

は，さらに一歩進んで，その業務がどのよう

に相互に関係しているのか，そこに期待され

る連携関係はどのようなものかということで

ある。この点を明らかにしておくことが，あ

り方検討委員会の今後の議論にとって有用で

あろうことは論を待たないであろう。そこで

次に改革の方向性を探るために，みなと総局

外郭団体５団体の事業連携関係をみておくこ

とにしよう。

２　みなと総局外郭団体５団体の事業連携関

係について

　あり方検討委員会の審議対象となっている

外郭団体は，事業団，NT社，ACT社，アク

セス社及び CAT社である。これら５団体の

事業内容と事業ドメインは，図表１の区分に

従えば，図表２のようになる。またそこには，

各事業のもつ公益性のポイントも示している。

　これを踏まえて，図表３では，外郭団体５

団体の事業ドメインが神戸市の都市形成にど

のようにかかわっているのかを，実線の矢印

で示している。その場合，矢印の方向が同一

である外郭団体は，事業連携の可能性があり，

それを破線の双方向矢印で表している。その

中には，事業ドメインの重なる外郭団体がか

なり存在していることがわかる。このように

図表３からは，２本の実線矢印と１本の破線

図表２　みなと総局外郭団体５団体の事業内容・事業ドメイン・公益性

（注）神戸航空交通ターミナル株式会社は，所有不動産の賃貸管理のみ実施。
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矢印が三角形を形成するとき，そこに外郭団

体間の事業連携の芽の存在を読み取ることが

できるのである。

　それが示すように，事業団とACT社は，国

際物流港湾都市において事業連携関係の構築

が期待できる。

　とりわけ注目されるのは，事業団，NT社

及びアクセス社は，観光・アメニティ都市，

医療産業都市及び安全・安心都市の実現を目

指して，３つの事業連携関係を相互に構築で

きることがわかる。まさに事業連携のゴール

デン・トライアングル関係にあるといってよ

い。

　以上の考察を前提にして，各団体の方向性

に関するあり方検討委員会の意見を明らかに

するが，アクセス社についての事例分析は，

後掲の論稿２）を参照されたい。

Ⅲ　団体の設立経緯と現状，団体の

方向性に関する意見

１　財団法人神戸市開発管理事業団の解散と

株式会社神戸ニュータウン開発センターへ

の統合

⑴　財団法人神戸市開発管理事業団の解散

　財団法人神戸市開発管理事業団（事業団）

は，昭和44年４月15日，神戸市が開発事業を

記念して設置した福祉，文化及びレクリエー

ション等の施設を管理運営し，あわせて開発

事業に関する各種の役務を提供することによ

り，市民の福祉の増進と文化の向上を図るこ

とを目的として設立された。公益事業として，

地域における会館，集会所等の公益施設の管

理運営や体育レクリエーション施設の運営に，

また収益事業として商業施設，ビル，駐車場

などの賃貸施設運営に当たってきた。とりわ

け収益事業部門の賃貸施設運営の好調が公益

事業部門の赤字を補ってきたため，財務体質

は健全である。事業団の基本財産は2,000万円

（神戸市出捐比率100％）で，平成22年度末現

在の正味財産は約120億円である。

図表３　みなと総局外郭団体５団体の事業連携関係の構図
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図表３ みなと総局外郭団体 5 団体の事業連携関係の構図 

国際港湾物流都市

医療産業都市

観光・アメニティ都市

安全・安心都市

海上アクセス
株式会社

財団法人神戸市
開発管理事業団

株式会社神戸
ニュータウン
開発センター

神戸航空貨物ターミナル株式会社

：外郭団体の事業ドメインの神戸市の都市形成への関わり
：外郭団体の事業連携の可能性
：安全・安心都市が支える新しい都市イメージ

神戸航空交通
ﾀｰﾐﾅﾙ株式会社

（休業中）

 
 

                             
1 近都正之(2013)「海上アクセス株式会社の経営改革の取り組み」『都市問題』152

号。 
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　事業団の課題は，平成20年12月に施行され

た，いわゆる公益法人制度改革関連３法への

対応である。財団法人として存続するのであ

れば，平成25年11月30日までに，公益財団法

人への移行の認定か，一般財団法人への移行

の認可の申請を行わなければならないことに

なった。経営検討委員会からは，事業の再構

築，役員・執行体制の見直し，民間事業者の

ノウハウの取入れの必要性が指摘されていた。

　これを受けたあり方検討委員会での検討で

は，事業団はいずれの形態の財団法人に移行

することも困難であることが判明した。事業

団の収益事業である賃貸施設運営事業が全体

の事業費及び管理費に占める割合が大きいた

め，現行のままでは公益財団法人移行への公

益認定基準（公益目的事業比率50％等）を満

足できない一方で，一般財団法人に移行する

には，適正で確実に実施されると見込まれる

公益目的支出計画の作成を迫られており，そ

の際，税制上の優遇措置を受けるには，一定

の要件を満たす必要があるからである。

　そこでその他の組織形態と営利転換の手法

につき，５つの選択案の比較検証を行った結

果，事業団がこれまで培ってきた技術やノウ

ハウ，人材を活かして，市民のためにより良

いサービスを安定的に提供し続けるには，収

益事業部門の全部および公益事業部門の一部

を，他に事業譲渡ないし現物出資して事業団

を解散し，残された公益事業部門を，神戸市

が暫定的に引き継ぐ手法を採択すべきである

という結論になった。

　事業団はこれに基づいて積極的に営利転換

し，他の団体と経営統合して，効率的な運営

を図ることが相当であり，また経営統合の相

手としては，商業施設運営事業をニュータウ

ンの近接した多くの地域で行っている，後述

の株式会社神戸ニュータウン開発センター

（NT社）が適切である。両団体は，組織形態

に相違はあるが，それを乗り越えて全体の事

業を整理・統合する道を探ることが望ましい。

　事業団と NT社の緊密な関係は，両者が図

表２および３で見た観光・アメニティ都市と

安全・安心都市の２つの事業ドメインを共有

した事業連携関係にあることからも確認でき

る。

　NT社と経営統合するために営利転換する

手法としては，「公益法人の営利転換に関する

指針（平成10年12月４日付関係閣僚会議幹事

会申し合わせ）」（以下「営利転換指針」とい

う。）に定められている事業譲渡方式と現物出

資方式の２種類の手法が考えられるものの，

税務面と法務面から優劣を総合判断すれば，

事業譲渡方式を採用すべきであることが現実

的である。

　ここで事業譲渡の相手方である NT社は営

利企業であるから，どの事業を譲り受けるか

は，その採算性を検証して決定すべきである。

その際，採算性の有無の判断は，現時点だけ

で見るのではなく，その事業を行うことによ

る，企業価値の向上などの長期的観点を含め

て検討すべきである。その上で，なお事業譲

渡の対象となり得ない事業のうち，設立当初

と現在を比較して，ニーズが低下している事

業や，老朽化が進み，それを存続利益よりも

施設改良費用の方が大きい事業は廃止する等

の仕分けが必要である。

　しかしながら，上記仕分によっても残る公

益施設管理運営事業や体育レクリエーション

施設運営事業は，事業譲渡に適さないものの，

なお公共性が高く，住民からのニーズが高い

事業であり，廃止は相当ではない。その際，

従来，神戸市が直接実施するよりも第３セク

ターである事業団が実施する方がより効率的・

経済的であった経緯を踏まえれば，まずは民

間事業者の活用，他の財団法人等公共的な団

体への移管や上下分離等を考えたうえで，神
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戸市が直接実施する方法は最後の手段とすべ

きである。

　中でも，会館・集会所や体育レクリエーショ

ン施設の多くは，市民の福祉の増進と文化の

向上を図る開発団地のコミュニティ施設とし

て，神戸市が団地開発者（ディベロッパー）

として建設したものであるため，これらの地

元移管を検討すべきであるし，また民間事業

者による体育レクリエーション施設の効率的

運営も選択肢にある。したがってこれらの施

設運営では，事業を継続するとしても，地元

や民間事業者による主体的管理運営を方向付

けることが適切である。

⑵　株式会社神戸ニュータウン開発センター

への統合

　株式会社神戸ニュータウン開発センター

（NT社）は，昭和52年８月２日，神戸市が大

規模開発した住宅団地における商業施設の整

備・運営事業によって，産業経済の発展，住

民の利便と福祉の向上，地域のコミュニティ

づくりに寄与すること等を目的として設立さ

れた。昭和55年３月に，最初のショッピング

センターをオープンした後，西神地域の住宅

開発や地下鉄の延伸に伴い，順次，拡大出店

を続けて，平成22年時点では５つのセンター

を運営している。これらは，物品販売や飲食

にとどまらず，文化，娯楽等のサービスも提

供する高次の都市機能を持つ地域の核として

住民の利便や地域文化の発展に貢献してきた。

NT社の資本金は８億5,000万円（神戸市出資

比率89.41％）であり，平成22年度末現在の純

資産は約60億円，剰余金は約52億円である。

　NT社の収支構造を見ると，商業施設の家

賃収入を主とする営業収益は，平成８年度を

ピークに減少傾向が続くものの，平成22年度

に至るまで，各年度で利益を計上しており収

支は健全である。しかし，資産として不動産

を有する一方で，多額の負債を抱えており，

財務体質は強固ではない。一方，ニュータウ

ンも時間の経過とともに施設が老朽化する中

で，郊外型大規模ショッピングセンターの設

立が進み，また宅配購入やインターネット通

信販売利用の増加によって住民の消費行動も

変化している。その意味で同社の経営環境は

中長期的には不安定な要素を抱えている。速

やかにこれらの内外の課題に対応可能な体制

を整えなければ，近い将来，急激に経営状況

が悪化するおそれもある。経営検討委員会か

らは，さらなる民間活力の導入，類似する団

体との統合，神戸市の関与の引下げの必要性

等が指摘されていた。これを受けたあり方検

討委員会の議論は以下の通りである。

　地方都市において商業施設の撤退による買

物難民の発生が社会問題となっている状況を

踏まえると，商業，文化及び娯楽面における

地域の核として，NT社の事業の継続は必要

不可欠であるとともに，運営中の５つのショッ

ピングセンターは，いずれもニュータウンの

中心部である主要駅前に立地しているため，

将来的に人口減少・高齢化が進めば，神戸市

が主導的に再整備をする必要性も考えられる。

したがって民間の経営ノウハウは積極的に導

入すべきではあるが，引き続き第３セクター

として果たすべき役割は大きいとみられる。

　しかし，NT社はその厳しい経営環境に鑑

み，早急に財務体質を改善するためにも，商

業施設の経営という目的を同じくする事業団

との経営統合によって，経営基盤の安定化を

図るとともに，株式会社として培ってきた経

営ノウハウを事業団の運営する不動産事業に

も注入し，相乗効果による収益力の強化に努

めるべきである。事業団は株式会社による戦

略的な経営に転換し，NT社の財務基盤を強

化するなど，互いにデメリットを補填しつつ，

両団体の持つ知識やノウハウを基に，賃貸ビ
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ルのテナント誘致や近隣センター及びサブセ

ンター（団地内小規模商業施設）の活性化の

ための共同の販売促進活動，サービス向上に

向けた取組みを実施していくべきである。

　事業団との経営統合について，すでにふれ

た事業譲渡方式によって行う場合，NT社は

事業団に対し一定額の事業譲受代金を支払う

必要がある。その原資については，自社の財

務体質が強固でないことを踏まえると，神戸

市など既存の株主に株主割当増資をするか，

第三者割当増資をして，事業譲受代金相当額

を資金調達することが適切である。事業団は

事業を譲渡した対価を取得するが，これは清

算の際，残余財産となる。事業団の寄附行為

によれば，残余財産は神戸市に帰属するから，

結局，神戸市は増資に応じても相当額を回収

できることとなる。

２　神戸航空貨物ターミナル株式会社の事業

継続

　神戸航空貨物ターミナル株式会社（ACT

社）は，西日本一円の航空貨物の物流拠点と

して，荷さばき，通関，保管及び関空への集

中輸送等の機能を備えた神戸航空貨物ターミ

ナルを整備運営し，神戸港を海空陸の総合的

な物流ネットワークの結節点として発展させ

ることを目的として，平成４年４月28日に設

立された株式会社である。関空の貨物便を想

定した航空貨物及び航空フォワーダー（利用

運送事業者）の神戸への集積による神戸経済

の活性化を図る観点から，専用上屋，共同上

屋の外に，定温庫，燻蒸庫を併設し，神戸税

関の六甲アイランド出張所航空通関部門や神

戸検疫所の食品監視第二課を同一施設内に置

き，極めて多機能なロジスティクス（総合的

戦略物流）機能を有している。資本金は29億

3,600万円（神戸市出資比率48.37％）であり，

平成22年度末現在で，純資産は約7,900万円で

ある。ただし累積損失が約28億5,700万円ある。

ACT社は，かつては赤字であったが，海路に

よる集中輸送から陸上輸送に転換し，自社上

屋を神戸市に売却，さらに陸路による集中輸

送業務も縮小し，施設の有効活用の観点から

国内貨物も扱うなどの経営改善により，平成

12年度以降黒字となり，現在では債務超過も

解消されている。

　経営検討委員会の提言では，税関・検疫機

能，航空フォワーダーの調整機能の保持の必

要性に加えて，経費削減等の取り組み，投資

の効率化の観点から規模のメリットも希求し

て事業手法を見直す必要性が指摘されている。

これを受けたあり方検討委員会の検討結果は

以下の通りである。

　ACT社が物流業界で優位性を持つのは，単

なる混載基地ではなくて，通関・検疫機能ま

でをも含む一貫物流システムをフォワーダー

に提供できるというコアコンピタンス（他社

が真似できない核となる能力）を有すること

である。さらにそこに神戸市が関与すること

により，輸送手段や倉庫，情報システムなど

の「資産（アセット）としてのハードインフ

ラ」のみならず，「制度としての物流インフラ

機能」つまりソフトインフラを兼備しえてい

る点が同社の優位な特徴である。

　とりわけ ACT社の運営するターミナルに

おける通関・検疫機能は，同社と集中輸送契

約を結んでいない大手フォワーダー５社を含

め，フォワーダー８社すべてが全体として利

用するソフトインフラであり，神戸の荷主業

界と物流業界にとって不可欠なシステムであ

る。また，中小荷主に対する集中輸送と臨時

チャーター便輸送の機能は，神戸の中小荷主

のインキュベーター機能をも果たすベンチャー

ビジネスとしても位置づけられる独自性の高

いものである。このようなことから，同社の

事業モデルは「ソフトインフラ兼備アセット
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型フォワーダーニッチ事業」と捉えられ，大

手フォワーダーとは業務を棲み分けた特徴的

な事業モデルを構築しているといえる。

　一方で，経費削減等の取り組み，投資の効

率化の観点から規模のメリットも希求する事

業手法の必要性も指摘されているが，その際，

輸出貨物と輸入貨物のバランスある積取がで

きなければ，規模の不経済が生まれることを

認識すべきである。特に輸入貨物については

リードタイム（物流の場合は出荷から商品の

到着までの所要期間）の短縮など，荷主ニー

ズの変化により関空通関後に直接荷主に輸送

される流れが普遍化している。これに対し，

複雑な輸出手続きを必要とする輸出貨物は，

荷主の現場に近い所で通関することがフォワー

ダーに対する荷主の信頼を高めることできる

ため，ACT社のターミナルを経由して，関空

出発時間に合わせて，共同輸送される傾向が

強い。そのため，ここに構造的に輸出入イン

バランスが恒常的に発生する。したがって単

に規模を追求するのではなく，このインバラ

ンスがどの程度であれば損益が均衡するかな

ど，慎重な対応が必要である。現状では，中

小フォワーダーが共同輸送を選好するのに対

し，大手フォワーダーは自己専用輸送を行っ

ているため，輸出入インバランスが適切な範

囲に収まっている。

　神戸空港の今後の姿が必ずしも明確でない

現在，同社の将来像を明確に描ききることは

困難であるが，ACT社が現在有する機能を現

時点で放棄することは，将来の発展への優れ

た資産を失うことに直結する可能性がある。

現時点で一応の採算収支がとれていることか

ら，現在有する機能を最大限活用しつつ，本

事業を継続すべきである。

３　神戸航空交通ターミナル株式会社の解散

と清算

　神戸航空交通ターミナル株式会社（CAT

社）は，法務省の出国審査と航空会社のチェッ

クイン機能を持つK-CATの運営及びK-CAT

と三宮を結ぶリムジンバスの運営を目的とし

て，平成元年12月21日に設立された株式会社

である。平成８年４月に，神戸航空交通株式

会社を吸収合併し，神戸航空旅客ターミナル

株式会社から社名変更されている。その資本

金は23億8,000万円（市出資比率43.1％）であ

り，平成22年度末現在で，約６億7,000万円の

債務超過（借入金：市７億2,300万円）で，累

積損失が約30億5,000万円ある。

　当初の目的であった K-CATにおける出国

審査機能が平成13年３月末に廃止され，

チェックイン機能も平成13年の米国同時多発

テロ後の平成14年１月末に廃止された。その

後，平成14年２月のアクセス社の航路事業休

止にあわせ，K-CAT を廃止した。また，も

う一つの柱であった市街地から K-CATへ連

結するリムジンバス事業についても平成14年

１月末に事業譲渡し，それまでの事業をすべ

て休止するに至った。

　会社は，法的整理を行わず，アクセス社と

ともに将来の事業再開を期待しながら，新た

な事業への取り組みを検討することとなった。

ほとんどの資産と事業を売却済みであり，わ

ずかに不動産賃貸事業を行っているのみとなっ

ている。（旧K-CATビルは売却，リムジンバ

ス事業も事業譲渡済）

　同社はまさに休眠中であり，経営検討委員

会の提言においても，「団体の役割は既に終え

ており，事業再開の意義は極めて低い」とさ

れ，市からの貸付金の債権放棄を含む清算，

関連団体との統廃合を指摘されている。

　しかし神戸市の100％子会社同士の統合でも

ないため，債務超過団体の統合は無理であろ
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うから，あり方検討委員会の結論は，CAT社

の事業をこれ以上継続する価値は認められず，

同社は歴史的使命を終えたと判断するので，

当事業年度内に速やかにこれを解散し，清算

すべきである，というものである。その際，

CAT社は，債権者が限られており，申立費用

を節約することもできるので，自主的手続で

ある特別清算によることが相当である。

Ⅳ　みなと総局外郭団体の再編の将

来像

１　団体の事業連携関係について

　Ⅱ節では，「みなと総局外郭団体の改革の方

向性：団体の事業連携関係」として，「先進国

型の成熟港湾都市の特徴」を検討した上で，

「新たな国際都市の発展を目指す神戸」を構想

し，新たな「都市イメージの形成（図表１）」

を提示した。

　そのうえで「海外事例の検証」を行い，ヨー

ロッパの諸都市でも海洋文化が国家の財産と

なり海運文化と港湾文化が結合して海洋都市

社会を築き上げていること，これが国際港湾

都市神戸の発展と重なっていること，を見た

上で，阪神・淡路大震災を経験した神戸が，

これに加えるに，危機管理文化をも組み込ん

でいることを指摘した。

　そして，これらを踏まえて，５団体の事業

ドメインの神戸市の都市形成への関わりと事

業連携関係をまとめたところである。（図表３

参照）

　それが示すように，事業団，NT社及びア

クセス社は，観光・アメニティ都市，医療産

業都市及び安全・安心都市の実現を目指して，

３つの事業連携関係を相互に構築できること，

事業連携のゴールデン・トライアングル関係

にあることを確認した。また，事業団とACT

社は，国際物流港湾都市において事業連携関

係の構築が期待できることにも論及した。

　これにしたがって今後の具体的な展望を描

くならば，次のようなことになるであろう。

２　再編の可能性について

　これまで神戸市みなと総局は，まさに，「山，

海へ行く」のスローガンのもと進められた市

郊外でのニュータウン開発と海上都市開発の

双方の運営を担う受け皿団体として，外郭団

体を設立してきた。

　事業団，ACT社，アクセス社が業務に携わ

る神戸港臨海地域は，神戸港と海上都心を抱

え，神戸経済を支える空港機能と物流機能，

そして医療産業都市構想推進の拠点としての

都市機能を担う重要な地域である。一方，事

業団，NT社が主要業務に携わる，西区及び

須磨区等の大規模なニュータウンは，海上都

市建設のための埋め立て用の土取り跡地でも

あるが，少子高齢化によるオールドタウン化

への対応など，時代の変化とともに複雑・多

様化する住民ニーズに対する的確な公共的・

公益的サービスの提供が喫緊の課題となって

いる。

　そのためには，事業・業務の効率化を進め，

成長性や収益性の高い事業に，経営資源を投

入することで，競争力を向上させ，これまで

以上の収益を生み出し，持続的に発展する企

業集団として体質強化を図っていくことが必

要である。それらの利益により，海上アクセ

ス航路事業や航空貨物ターミナル事業など，

公益性は高いが現段階では採算性が必ずしも

高くない事業を維持・発展させ，神戸市と神

戸市経済の活性化，さらには神戸市民の安全・

安心に資する必要がある。

　このように，各団体にはより効果的・効率

的な事業運営が求められている一方，単独で

は限界がある部分については，単体事業で採

算を考えるのではなく，全体で採算を考え，
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相乗効果を生み出していくべきであり，その

ためには経営統合も視野にいれて検討してい

くべきである。また，将来の環境変化に柔軟

に対応し，組織内でのスクラップ・アンド・

ビルド等の可能性も保持していくことが必要

であろう。

　事業団と NT社については，NT社が経営

基盤の安定化を図るとともに，これまで株式

会社として培ってきた経営ノウハウを事業団

の運営する不動産事業にも注入し，相乗効果

による収益力の強化に努めるべきであるとい

うことから，両団体の経営統合について提案

した。

　なお，事業団は，神戸市の開発拠点のシフ

トとともにその活動の場を次第に臨海地域に

拡大し，それが現在はポートアイランド２期

にまで達している。今後，統合した事業団と

NT社がさらにその機能を維持・拡大しよう

とすれば，ポートアイランドの発展装置であ

る航路事業の安定的な継続が，事業団・NT

社側からみたアクセス社との統合のメリット

と考えられる。

　ACT社については，中長期的な将来問題と

して，大阪（伊丹）空港と関空との経営統合

の帰趨，神戸空港の機能拡大の可否，大阪・

関空との役割分担，等の不確定要素を今後解

決しながら，その中で柔軟に前記三社を含め

てより広い事業拡大を求めた事業の統合を考

えるべきである。ただし，現時点では，潜在

的な大きなポテンシャルとしての通関機能（税

関）と検疫機能（検疫所）を維持確保しつつ，

現行モデルをベースとした発展をさぐってい

くべきであり，早急な他社との統合は回避し

なければならない。

　もっとも，航空貨物事業は，グローバル経

済のもつ構造的リスクの動向によって大きく

影響を受けることも予想され，そのような場

合の対応としては，統合も検討されるべきで

ある。

注

１）みなと総局外郭団体あり方検討委員会『みなと総局

外郭団体の改革に関する意見書』平成23年12月。

２）近都正之（2013）「海上アクセス株式会社の経営改

革の取り組み」『都市問題』152号。
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１．第３セクターと外郭団体

　外郭団体と第３セクターという言葉がある

が，第３セクターはThird Sectorとして海外

から入ってきた概念であり，国・地方が経営

する団体・企業を第１セクター，私団体・企

業を第２セクター，両方の性格を持つ法人を

第３セクターという。我が国最初の第３セク

ターは大正２年に設立された佐渡汽船株式会

社と言われているが，この言葉が脚光を浴び

たのは，田中角栄首相の「日本列島改造論」

を下敷きにした「経済社会基本計画」が昭和

48年に発表され，この中で社会資本の緊急整

備や多大な初期投資を要し，投資期間が長い

事業に対して，第３セクターの活用をはかる

こととされた。第２次オイルショック以降は，

第３セクターは民活法，リゾート法の制定等

による民活導入の受皿の側面が強くなっていっ

た。

　外郭団体は日本独特の用語で一般的には自

治体等の組織の外（外郭）にあり，その自治

体から出資・補助金を受けるなどして自治体

の補完的な業務や公共的・公益的な業務をお

こなう団体のことである。明確な法令上の規

定・根拠はなく，元々地方自治法上，地方自

治体が25％以上出資している団体が，監査委

員による事務監査の対象団体となることなど

から，全国的にも形式的にはこれに準じた形

になっている。

　しかし，外郭団体の経営に対し地方自治体

がどの程度責任を負うのかという，実質的な

点においては，資金関係だけでなく，人的・

業務的関連性における地方公共団体との密接

度の濃淡によっても，外郭団体か否か判断さ

れることが必要になるため，神戸市では外郭

団体の定義を，「市が25％以上を出資又は出え

んする法人のほか，市と人的又は資金的及び

業務的に密接な関係を有する法人」としてい

る。

　第３セクターにしろ，外郭団体にしろ，世

界的・歴史的に見ても公的な機関として市民

サービスの維持・向上に大きな役割を果たし

てきたことは事実である。

２．神戸市の外郭団体設立の時代背

景と役割

　神戸市の外郭団体の設立の歴史は古く，都

市経営の一手法として全国に先駆けて活用し

てきたわけであるが，その要因・背景として，

神戸市における外郭団体見直し
の取り組み

神戸市行財政局財政部財務課長（元企画調整局企画調整部調整課長）　辻  　  英  之
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次のような点が挙げられる。

　まず，市民・社会からの要請として，急速

な高度経済成長以降，社会経済環境の急速な

変化やライフスタイルの多様化に伴い，市民

の行政に対するニーズは，基礎的な公共サー

ビスからまちづくり，交通，住む場所の提供，

産業基盤づくり，国際，観光，経済の活性化，

教育・スポーツ，余暇・リクリエーション活

動に至るまで，多様化かつ増大したことに加

えて，社会経済環境の変化として，第３セク

ターを事業や資金の受け皿にした国制度の創

設，民活法制定等民間資金導入機会の進展，

特別法による住宅供給公社，土地開発公社，

道路公社などの設立など，外郭団体が新たに

設立される背景があった。さらに市や民間事

業者では，採算性や先導性等から実施が困難

な先駆的事業など準公共的なサービスに対す

る社会的ニーズが増大したことも要因として

あげられる。この他にも，公の施設の管理は

地方自治法により，公共団体・公共的団体の

ほかは，地方自治体出資法人（1/2以上出資

等の要件）のみ可能であり，民間事業者参入

の制約があったこと，また，神戸市の状況と

して，硬直的な地方財政制度や厳しい財政状

況，地方公務員制度の身分上の制約もあり，

そうした市民ニーズに迅速な対応をすること

は非常に難しかったこと，市職員が経営感覚

を身につけ，行政部門で経験を発揮する人材

育成の場（都市経営の学校）としての機能も

期待され，実際に係長に昇任した際には多く

の職員が外郭団体に派遣されたこと，などが

あげられる。

　年代別に例をあげて紹介してみると，昭和

30年代から50年代にかけては，高度経済成長

を背景に，道路，水道，住宅，公園など基本

的な都市基盤やインフラを整備・管理する神

戸高速鉄道，神戸市都市整備公社，神戸市水

道サービス公社，神戸市住宅供給公社，神戸

市道路公社，神戸市土地開発公社，神戸公園

緑化協会といった団体が設立された。

　昭和50年代半ばからは，神戸市が開発した

ポートアイランド，六甲アイランドや住宅団

地などにおいて事業展開する神戸新交通や神

戸ニュータウン開発センターなど新しい街づ

くりを担う外郭団体が設立された。また，「神

戸市民の福祉をまもる条例」，しあわせの村の

オープン，フェスピック神戸の開催，神戸フィ

ルハーモニック・室内合奏団の発足，市立博

物館のオープンなど，福祉・文化への取り組

みが進む中で，こうべ市民福祉振興協会，神

戸いきいき勤労財団，神戸市民文化振興財団，

神戸在宅ケア研究所といった文化・福祉関連

の団体が設立された。

　震災があった平成７年以降は，震災復興，

医療産業都市構想などの先駆的な事業，神戸

空港などへの取り組みとして，くつのまちな

がた神戸，先端医療振興財団，神戸空港ター

ミナル，計算科学振興財団が設立された。

３．外郭団体の見直しの背景と要因

⑴　震災以降の外郭団体の経営悪化と経営改

善

　バブル経済崩壊や阪神・淡路大震災により，

神戸市の外郭団体の経営は大幅に悪化した。

震災前の平成５年度は，62団体のうち48団体

が黒字であり，団体全体で33億円の黒字であっ

たものが，震災時の平成７年度は64団体のう

ち36団体が損失を計上し，団体全体で326億円

の赤字を計上した。

　こうした外郭団体の経営悪化を受けて，神

戸市では平成７年９月の「神戸市行財政調査

委員会」，平成８年12月の「神戸市行財政改善

懇談会報告」，平成14年２月の「財政再生緊急

宣言」，平成14年から平成21年の「外郭団体経

営評価委員」制度，など外郭団体の経営改善，
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団体の見直しを積極的に進めた。その結果，

震災直前には64団体であったものが平成20年

度末には46団体まで削減したほか，損失団体

は13団体にまで減少した。

　さらに，市関与の見直しでは平成14年度か

ら平成23年度までに，市派遣職員数は約３割，

市 OB 職員は約４割，補助金・委託料は５割

以下にまで削減した。

　しかしながら，NPO 法の整備による NPO

法人の社会活動の活発化，地方自治法改正に

よる公の施設管理の民間事業者委託化（指定

管理者制度の導入），公益法人制度改革による

官から民への流れの加速化，地方財政健全化

法の施行など，次第に行政サービスの公益性

だけでなく，経営面での効率性が厳しく求め

られるようになった。さらに，リーマンショッ

クや景気の低迷などの経営環境が厳しくなり，

先行きが不透明ななかで債務超過や資金不足，

収益悪化など，経営的にきわめて厳しい外郭

団体について，将来的なリスクの顕在化を含

めてどう対応していくか，大きな課題を抱え

ていた。

⑵　国の支援，法整備による地方３セクの抜

本的改善の新しい流れ

　国においては，平成19年に「地方公共団体

の財政の健全化に関する法律」（地方公共団体

財政健全化法）が制定され，地方自治体の健

全化判断比率の一つである将来負担比率の算

定にあたって，債務の負担を行っている法人

＜外郭団体数の推移＞（H7～22年）

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

64 62 60 59 52 51 50 49 49 48 48 48 47 46 46 46

＜外郭団体派遣職員等職員数の推移＞（H14～23）

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 累計

市派遣

職員
1,288

1,119 1,013 934 802 727 667 596 475 407
△881

△169 △106 △79 △132 △75 △60 △71 △121 △68

固有

職員
2,415

2,467 2,495 2,443 2,444 2,437 2,431 2,480 2,589 2,325
△90

＋52 ＋28 △52 ＋1 △7 △6 ＋49 +109 △264

市ＯＢ

嘱託
734

651 630 565 488 442 476 512 518 311
△423

△83 △21 △65 △77 △46 ＋34 ＋36 +6 △207

民間

嘱託等
1,161

1,137 1,165 1,199 1,110 1,078 1,086 1,113 1,024 1,036
△125

△24 ＋28 ＋34 △89 △32 ＋8 ＋27 △89 +12

合　計 5,598
5,374 5,303 5,141 4,844 4,684 4,660 4,701 4,606 4,079

△1,519
△224 △71 △162 △297 △160 △24 ＋41 △95 △527

＜外郭団体の利益・損失状況＞

平成５年度

（震災前）

平成６年度

（震災年）
平成７年度 平成20年度

団体数 金　額 団体数 金　額 団体数 金　額 団体数 金　額

利益計上 48 46 28 9 36 8 31 33

損失計上 14 ▲ 13 36 ▲ 335 28 ▲ 138 15 ▲ 48

合　計 62 33 64 ▲ 326 64 ▲ 130 46 ▲ 15
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の実質負担見込み額を算入することとされた。

平成20年には「経済財政改革の基本方針2008」

において，「第３セクターの改革に関するガイ

ドライン等に基づき，経営が著しく悪化した

ことが明らかになった第３セクター等の経営

改革を進める」こととされ，平成20年の総務

省通知「第３セクター等の改革について」で

は，外部専門家等で構成される「経営検討委

員会」の設置や「改革プラン」の策定などの

取り組みが要請された。

　平成21年４月には，「地方交付税法等の一部

を改正する法律」が施行され，第３セクター

等の整理または再生のために特に必要となる

一定の経費を地方債の対象とすることができ

る特例措置として，第３セクター等改革推進

債の制度が創設された。

　こうした流れの中で，平成21年６月に総務

省より全国の自治体宛に「第３セクター等の

抜本的改革の推進等について」が通知され，

特に地方自治体が損失補償等を行っている３

セクの債務について，経営状況が著しく悪化

する場合は，将来的に地方自治体の財政に深

刻な影響を及ぼすことが懸念されことから，

地方自治体が自らの決定と責任の下，第３セ

クターの抜本的改革を推進することとされた。

　この通知では，さらに「第３セクター等の

抜本的改革等に関する指針」も示され，地方

公共団体財政健全化法が全面施行された平成

21年から平成25年度までの５年間で，第３セ

クター等改革推進債を活用し，団体の存廃を

含めた抜本的改革を集中的に行うこととされ，

外郭団体の抜本的な見直しに向けての条件整

備が整いつつあった。

　また，公益法人制度についても，民法制定

以来100年余り公益法人制度の見直しが行われ

ておらず，官から民への流れを加速化するう

えでも，様々な批判や指摘を受けていた。こ

のため，政府は行政や民間営利部門では満た

すことのできない社会ニーズに対応する多様

なサービスを提供できる民間非営利部門を社

会経済システムの中に位置づける狙いをもち，

平成20年12月には「一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律」など，公益法人制度改

革の３法が施行されることとなった。この法

律により，新しい公益法人・一般法人への移

行期限は５年とされ，平成25年11月までに公

益法人・一般法人のいずれかへの移行認定（認

可）を得る必要があり，移行しない場合には

自動的に解散となってしまうため，各外郭団

体は，新法人への移行に向けて，早急な対応

が求められることとなった。

⑶　神戸市の行財政改革の進展

　このように，地方３セク，外郭団体の抜本

的改革に対する国の支援制度が整備されてき

たが，一方で財政健全化法の施行により，外

郭団体に対する神戸市の債務が将来負担率に

算入されること，見直しに当たって国の支援

制度だけでは十分でないと考えられたこと，

公益性の強い事業の場合は別途受け皿を検討

する必要があることなどから，市民サービス

の維持・向上をはかりつつ，外郭団体の見直

しを行うためには，神戸市財政の改善が必要

条件であった。

　震災当時，神戸市の財政は，震災復旧・復

興経費の約半分を市債発行で賄わざるを得ず，

市債発行が激増した結果，実質市債残高は平

成５年度に8000億円であったものが，平成９

年度には１兆８千億円にも達した。また，平

成７年度には単年度で1000億円を越える収支

不足が発生し，財政再建団体に転落する恐れ

もあった。

　このため，「神戸市行財政改善緊急３カ年計

画」（H ８～10年度），「新たな行財政改善の

取り組み（新行政システムの確立）」（H11～

15年度），「財政再生緊急宣言」（H14年２月），
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「行政経営方針」（H16～22年度）などの行財

政改革を間断なく全庁一丸となって強力に推

し進めた結果，平成22年度までで職員総定数

は約26％，市債残高は１兆円近く（約9400億

円）削減し，実質的な収支不足も９億円と1000

億円以上好転し，実質公債費比率や将来負担

率などの財政健全化指標は政令市で中位，平

均以下にまで改善することができた。

３．外郭団体経営検討委員会の提言

　期間限定での国支援制度の整備，神戸市の

行財政改革の進展などにより，外郭団体の見

直しの機は熟したが，その前提として団体や

事業の総点検が必要であった。さらに総務省

通知の中で，団体の見直しに際しては外部識

者による「経営検討委員会」の設置や「改革

プラン」の策定が求められていた。

　このため，それまで「神戸市外郭団体経営

評価委員」制度により，各専門委員の個別の

立場から外郭団体の経営評価・助言・指導を

行っていたが，この経営評価委員を発展的に

解消し，改めて平成21年９月に合議体として

学識経験者，弁護士，公認会計士５人による

「神戸市外郭団体経営検討委員会」を設置し，

全外郭団体の経営状況と団体の全事業を評価

することとした。

　経営検討委員会では，平成21年９月から平

成23年１月まで，神戸市の全外郭団体（46団

体）・全事業（286事業）を対象に，団体及び

事業を所管する部局に対して，団体のあり方

や事業内容について，今日的な視点から評価・

検証を行っていただき，委員会での議論を重

ね，団体の見直しの方向性や団体への市の関

与のあり方，さらには個別事業について，平

成22年４月に中間提言を，平成23年１月には

最終提言を頂いた。

＜神戸市外郭団体経営検討委員会について＞

（委員）　※肩書きは当時

　○委員長　西村順二

　　　　　　甲南大学経営学部教授

　○委　員（50音順）

　　・相川康子

　　　　NPO 法人，NPO 政策研究所理事

　　・岡村　修

　　　　公認会計士・税理士

　　・谷口知史

　　　　株式会社　日本総合研究所

　　　　総合研究部門　主席コンサルタント

　　・村上公一

　　　　弁護士

（提言項目）

１．全団体に関する共通する提言（検証結果

の総括）

⑴　外郭団体の見直しの方向について

　①　団体の再編及び事業の再構築

　（イ）設立目的及び実施事業の検証

　（ロ）財務構造の検証

　②　団体の自律化

　（イ）経営計画・経営戦略の構築

　（ロ）人材育成・人材確保

⑵　外郭団体への市の関与のあり方について

　①　外郭団体の定義について

　②　人的関与の見直し

　（イ）市派遣職員の引きあげ

　（ロ）市派遣職員による役員就任の縮減

　（ハ）市退職者の外郭団体への再就職

　③　財政的関与の見直し

　（イ）出資割合の引き下げ

　（ロ）補助金，短期貸付金の見直し

⑶　その他

　①　専門家による検討委員会の設置

　②　新公益法人制度への対応

　③　指定管理者制度の検証

　④　市民に対するわかりやすい情報提供
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２．団体に対する個別提言（中間提言及び最

終提言）

⑴　各団体のあり方・方向性について

　　27団体について，今後のあり方・方向性

について検討要

⑵　各団体の実施事業

　　評価は，A（中長期的に何らかの見直し

が必要），B（短期的に見直しが必要），C

（早急に抜本的な見直しが必要）の３段階評

価

４．課題の大きい外郭団体の見直し

　外郭団体経営検討委員会の提言を受け，ま

ずは，債務超過など経営課題が大きく抜本的

な見直しが必要とされた事業・団体である，

舞子ビラ事業・神戸マリンホテルズ㈱，住宅

供給公社・都市整備公社，海上アクセス・

K-CAT 等のみなと総局の外郭団体について，

「将来にわたる市民負担の最小化とリスクの回

避」を基本方針に，「公共性・公益性の維持」，

「透明性の確保」，「行財政改革」の観点から見

直しを行うこととした。

　見直しにあたっては，外郭団体経営検討委

員会の提言にあるとおり，専門的な視点から

問題点を検討・検証し，かつ具体的な見直し

のスキーム等を構築するため，各局において

外部の専門家によるあり方検討委員会を立ち

上げることとした。主な団体・事業の見直し

に至った経緯は次のとおりである。

⑴　舞子ビラ事業・神戸マリンホテルズ㈱

　震災前は市民いこいの家として親しまれて

いた「舞子ビラ」は老朽化による建替えが必

要な状況にあり，震災復興のシンボルとして

土地信託方式により整備，平成10年９月にグ

ランドオープンした。運営は神戸マリンホテ

ルズ㈱が行い，様々な経営改善に取り組んだ

が，長引く不況の影響などにより赤字経営が

続いた。

　平成15年４月には一度事業スキームを見直

し，神戸マリンホテルズ㈱の人件費抑制，収

益性向上などの経営努力や良質なサービス提

供，従業員の努力により経常損益が改善，修

繕積立金も計画通り留保されていた。

　しかしながら，平成21年度以降は，リーマ

ンショックによる景気の低迷，新型インフル

エンザの影響，婚礼件数の減少，競争の激化

などにより，売上が急激に減少したため，収

支が大幅に悪化した。（Ｈ20年度41.5憶円⇒Ｈ

21年度36.8憶円⇒Ｈ22年度34.8億円）

　これにより，平成22年度末で神戸マリンホ

テルズ㈱の累積損失は約40億円，債務超過は

33.5憶円，市短期貸付金も26億円となった。ま

た，平成23年度末の信託事業に対する市の損

失補償額は約101億円にのぼっていた。

⑵　神戸市住宅供給公社

　神戸市住宅供給公社は，阪神・淡路大震災

からの復興にあたり，神戸市の震災復興住宅

整備緊急３カ年計画に基づき，緊急かつ大量

の住宅を供給した。借上特優賃住宅や再開発

事業や住宅市街地総合整備事業区域内での住

宅建設，郊外のニュータウンでの戸建の分譲

住宅建設など，市の震災復興事業を実質肩代

わりしたわけである。

　平成13年度には大規模開発・供給型の分譲

事業からの撤退を宣言し，保有分譲資産の早

期売却によりさらなる含み資産の拡大を防ご

うとしたが，地価がバブル期に比し半値近く

となっており，公社財産の棄損は免れなかっ

た。その後も「財政改善緊急２カ年計画」や

「中期計画」において，都市整備公社との総務

部門統合や物件費，人件費の削減，不採算事

業からの撤退など，経営改善に取り組んだ。

　こうした経営改善の取り組みにもかかわら
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ず，震災以降に多額の借金により建設した賃

貸住宅や分譲用地などの資産について，長引

く不況と地価の下落の長期化により，大幅な

簿価割れが生じたこと，特優賃事業において

は入居者負担額が毎年3.5％ずつ上昇する仕組

みである一方，借上げ特優賃では住宅供給公

社が満室保証により空き家の家賃を全額負担

しなければならないため，年間４億円以上の

赤字が発生したこと，さらに平成22年度から

金融機関や住宅支援機構への借入金償還が年

間約10億円必要となったことや，借上特優賃

の赤字が空き室率の上昇などからさらに膨ら

む見込みであることなど，資金的にも経営的

にもかなり厳しい状況になった。平成22年度

末の累積損失及び債務超過額は約22億円，平

成23年度の市からの短期貸付金は約28億円，

損失補償残高は約251億円にのぼった。

⑶　海上アクセス㈱

　海上アクセス㈱は開業４カ月後の平成７年

１月に阪神・淡路大震災により大きな被害を

受けたが，関空への海上ルートの有用性から

事業を中断することなく継続し，神戸と大阪

を結ぶ臨時航路を開設するなど，市民や来訪

者の足の確保に努めるとともに，役員・従業

員の削減や CAT 社との事務所統合，運行時

間・便数の見直し等，大規模なリストラ策を

含む経営改善を着実に進めた。

　しかし，バブル崩壊後の不況の長期化など，

毎年赤字を計上していたが，当時は年間60万

人の利用があったことから，筆頭株主である

神戸市から平成８～13年の６年間で約99億円

の運営資金を借り入れて運行を継続した。そ

の後，平成13年３月に法務省の出国審査が廃

止，平成14年１月に K-CAT のチェックイン

業務が廃止されたことにより K-CAT の根幹

機能が喪失，平成13年９月の米国同時多発テ

ロの影響により旅客数が大幅に減少し，当面

回復の見込みがないことから，K-CAT 事業

とともに，海上アクセス㈱は平成14年２月を

最後に高速船運行業務を休止し，開発管理事

業団から34億円の融資，ジェットフォイルの

売却などを行った。その結果，休止後の海上

アクセス㈱の累積損失は約158億円，債務超過

は約123億円，借入金残高は市から約99億円，

開発管理事業団からは約29億円となった。

　航路休止後は，関空利用促進検討会がとり

まとめた「関空利用促進行動計画・アクショ

ン50」や兵庫県の「関空・国際線利用促進宣

言」において「神戸からの海上アクセスの復

活」が盛り込まれたほか，平成16年７月の「関

西３空港懇談会」においても，３空港の相互

補完性向上の観点から神戸関空間の海上アク

セス開設が必要との認識で一致するなど，関

空及び関連団体においても航路再開を希望す

る動きが広がったことから，平成18年７月に

神戸空港の開業及び関空２期滑走路の供用開

始も視野に入れ，ジェットフォイルから高速

船に船種変更し，ターミナル事業と一体的に

運営するなど，新たなスキームを構築し，航

路事業を再開した。

　関空への唯一の海上ルートとして航路の公

共性は高く，事業再開後，乗船客数は着実に

増加し，平成22年度には約39万人に達した。

平成21年度以降は，市からの補助金を削減し

つつ単年度黒字を達成するなど，経営も安定

化したが，事業再開前の多額の累積債務の解

消が大きな課題となっていた。平成22年度決

算の累積損失は約167億円，債務超過が約132

億円となった。

５. あり方検討委員会から具体的な対

応まで

　あり方検討委員会の最終的な検討・検証結

果の詳細は所管局の担当課長に委ねるが，前
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述のように３セク債の発行期限が平成25年度

までに迫っていたこともあり，早急に見直し

を行う必要があったことから，まず，各委員

会から９月に中間報告をいただき，各局の常

任委員会において検討委員会での検討内容を

できる限り詳細に報告し，審議をいただきな

がら，様々な想定や検討を行っていた。

　ところが，そうした中，平成23年10月に第

三セクターへの融資で金融機関に損失が出た

場合に出資元自治体が補償することが，自治

体による債務保証を禁じた「財政援助制限法」

に照らして違法性が争われた安曇野菜園事件

の上告審判決があり，最高裁は「直ちに違法

とは言えない」として適法とする初判断を示

し，債務保証を禁じた財政援助制限法の規定

をそのまま損失補償に適用できないと指摘さ

れた。この判決は，舞子ビラ事業や住宅供給

公社への損失補償契約を行っていた本市にとっ

て，金融機関との交渉や処理スキームの方向

性に少なからず影響を与えることとなった。

　こうした社会環境の変化も踏まえつつ，あ

り方検討委員会の中間報告書以降，数回にわ

たる審議や市会での報告等を経て，平成23年

12月にみなと総局のあり方検討委員会，平成

24年２月に舞子ビラ事業・神戸マリンホテル

ズ㈱及び神戸市住宅供給公社・神戸市都市整

備公社のあり方検討委員会の最終報告書のと

りまとめがなされた。

　報告書では，舞子ビラ事業・神戸マリンホ

テルズ㈱については「信託スキームを早期に

解消し，一定期間のホテル事業存続の条件を

付与し，売却及び賃貸を検討，新たな事業形

態に移行するまでの間は神戸マリンホテルズ

㈱が運営継続を」，神戸市住宅供給公社につい

ては「公益性の観点から入居者の保護や関係

者に対する配慮を図りつつ，３セク債の活用

による民事再生を」，海上アクセス㈱等につい

ては「K-CAT は特別清算により解散・清算

し，市の貸付金は債権放棄すべき。海上アク

セス㈱は，公益性の観点から航路事業を維持

しつつ，債務超過の解消にあたっては民事再

生手続きを活用し，新たな資金を必要としな

い債権の現物出資による資本化（DES）を」

といった検討・検証結果をいただいた。

　その後，具体的な処理スキームを構築し，

市会での審議をいただいたうえで，債権・権

利放棄等の単行議案，予算議案等の議決にあ

たって「債務整理に至った原因と責任を明確

に認識し，今後市民の財産保全と市民負担の

極小化を図ることはもとより，積極的に事業

の展開を図り，市民への利益還元と市民サー

ビスの充実に努める」旨の付帯決議がなされ

た。

　こうした経過をたどり，現在，各団体・事

業の見直しは相当程度進捗している。舞子ビ

ラ事業は信託事業を解消，土地・建物を市保

有としたうえで，建物を民間事業者に売却し，

維持・補修・改修リスクを切り離す一方，神

戸マリンホテルズ㈱は従業員の大部分を民間

事業者に転籍させたうえで清算会社となった。

また，住宅供給公社は民事再生により清算し，

入居者保護の観点から事業の大部分を都市整

備公社に引き継ぎ，新たに神戸市すまいまち

づくり公社として再出発した。みなと総局の

外郭団体は，開発管理事業団とニュータウン

開発センターを統合・株式会社化して㈱ OM

こうべとなり，K-CAT は既に清算・解散し，

海上アクセス㈱は DES・減資により債務を資

本化・圧縮したうえで公共性が強く存続すべ

きとされた航路事業を平成24年度には市から

の補助金なしで黒字を確保する見込みである。

　ここに至るまでの所管局・各団体の担当職

員の苦労は相当なものであり，心の底から敬

意を払いたい。

　全国的にも信託事業等第３セクターの破綻

事案が多い中で各自治体とも資金手当てや金
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融機関との交渉など対応に苦慮しているが，

神戸市の場合は，３セク債や基金を活用しつ

つ将来にわたる市民負担の最小化を図る一方，

金融機関との交渉により違約金や遅延利息を

大幅に圧縮することができた。

　いずれの事業・団体も社会経済環境の大き

な変化に加えて，震災という神戸の特殊事情

が事業収支や外郭団体の経営を大きく悪化さ

せたが，矢田市長の「次の世代に負担を残さ

ず，問題を先送りしない」という強い決意と

信念の下，所管局や団体をはじめ全庁一丸と

なってひとつひとつ段階を踏んで見直しを進

めたことが大きな成果につながった。これだ

けの規模の見直しは，全国的にもあまり例が

ないと思われる。

　今後，外郭団体の経営を取り巻く環境は一

層厳しくなると思われるが，団体の存在が自

己目的化することのないよう，団体や事業の

必要性を明確にし，独立した団体としてしっ

かりとした経営計画やガバナンスを持ちつつ，

透明性を確保しながら将来のリスクも見据え

た経営を行っていくことが求められる。
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１．住宅供給公社の果たしてきた役

割

　昭和30年代以降，生活水準の向上に伴い生

活基盤である住宅整備の必要性が生じ，これ

に対処するため，国において住宅事情のひっ

迫している大都市及び著しく住宅が不足して

いる地域の勤労者を対象に，居住環境の良好

な集団住宅を積立分譲※の方法により容易に

取得できるよう地方住宅供給公社法が昭和40

年に制定された。

　神戸市住宅供給公社（以下，「住宅公社」）

は，この法律に基づいて昭和40年に設立され

た特別法人である。設立以降，神戸市住宅建

設５か年計画に基づき，居住環境の良好な住

宅を供給するほか，大規模団地での住宅の供

給を通じて，神戸市のニュータウン開発にお

いても大きな役割を果たしてきた。

　阪神・淡路大震災からの復興においても，

住宅公社は住宅に関する様々なノウハウを活

かし，①「神戸市震災復興住宅整備緊急３か

年計画」に基づく震災復興住宅（特定優良賃

貸住宅（以下，「特優賃」）を含む）の建設，

②総合的な住宅相談窓口である「神戸・復興

住宅メッセ」の運営を通した民間住宅の自力

再建支援，③住宅公社が分譲し被災したマン

ションに対する再建支援，④応急仮設住宅の

建設・管理，といった役割を果たした。

　その後は，民間事業者による住宅供給が進

展し，住宅の量的な充足が進んだことや，バ

ブル経済の崩壊による住宅市場の低迷等から，

住宅公社は平成13年度末に従来の大規模開発

供給型の分譲事業からの撤退を表明した。

　その後，既に保有していた事業用地の処分

や，まちづくり事業と連携した共同化等に伴

う住宅分譲は継続したが，賃貸住宅・施設の

管理運営や神戸市すまいの安心支援センター

の運営等を中心に事業を行ってきた。

※積立分譲：自己資金を一定期間積立て，期間

満了後に積立金を代金へ充当し，住宅を購入す

る方式。民間金融機関による住宅融資が普及す

る以前に，住宅金融公庫（現「住宅金融支援機

構」）の融資と合わせて利用された。

【住宅公社の住宅建設及び宅地分譲実績】

（昭和40～平成24年度）

種別 建設戸数 最終年度

積立分譲 12,100戸 H3

一般分譲 15,499戸 H17

賃貸住宅 5,613戸 H14

建設受託 1,015戸 H9

合計 34,227戸

宅地分譲
407区画

13ブロック
H24

神戸市住宅供給公社の解散への
取り組み

長田区まちづくり推進部まちづくり課長（元神戸市住宅供給公社　事業調整課長）　増  田  　  匡
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【住宅公社の事業（平成23年度末）】

賃
貸
住
宅

一般賃貸 18団地 1,008戸

直営特優賃 9団地 1,279戸

借上特優賃等 73団地 1,716戸

管理受託住宅 38団地 452戸

賃
貸
施
設

賃貸店舗 9箇所 21区画

賃貸宅地 6箇所 110区画

借上公営住宅 3団地 244戸

自主経営駐車場 3箇所 214区画

市営住宅駐車場 229箇所
15,089

区画

受
託
事
業

神戸市すまいの安心支援センター運営，特

優賃民間管理法人審査，マンションリ

フォーム，分譲マンション等管理，市営住

宅募集

長期割賦事業

２．住宅供給公社の経営状況

　住宅公社は，分譲資産の評価損処理と早期

処分により平成15年度末に64億円の債務超過

となった。債務超過の解消による財政基盤の

安定が喫緊の課題となり，中期経営計画を策

定し，賃貸住宅の収支改善等の経営努力を続

けてきた結果，債務超過額は年々減少してき

たものの解消するには至らず，厳しい経営状

況が続いていた。

　平成23年度末には債務超過額約23億円，借

入金残高が約406億円（神戸市による損失補償

額約250億円）であり，金融機関への借入金返

済も困難な状況であった。

　なお，平成19年度に神戸市包括外部監査人

が実施した監査でも，借入金を住宅公社独自

で完済できず，神戸市民の負担になるようで

あれば「存続する必要性」に疑問が生じる，

と言及されていた。

３．住宅供給公社の抜本的な見直し

⑴　本格的な検討の開始（平成20年度）

　従前より，借上特優賃事業の経常的な赤字

は住宅公社の経営悪化の原因の一つであり，

また，借上特優賃等オーナーの独立行政法人

住宅金融支援機構（以下，「支援機構」）から

の借入れに対する連帯債務の存在（平成19年

度末で約111億円）は大きな経営リスクとして

認識されていた。

　そこで，「地方公共団体の財政の健全化に関

する法律」の施行（平成20年４月１日）によ

る第三セクター改革の動きも受け，平成20年

度には借上特優賃の抜本的な改善の検討が開

始された。

　また，住宅公社が神戸市から受託していた

市営住宅の指定管理期間が平成21年度末で終

了することにより，市営住宅管理業務は民間

事業者も含めた公募が検討された。

　借上特優賃及び市営住宅管理という住宅公

社の主要事業の見直しが開始された中で，そ

の存在意義自体も見直す必要性が生じ，外部

専門家による検討委員会が開催されることと

なった。

⑵　住宅供給公社経営改善方策検討委員会（平

成21年度）

　平成21年３月31日に，「神戸市住宅供給公社

経営改善方策検討委員会」（以下，「経営検討

委員会」）が設置され，各事業の現状把握と課

題整理，解決方法等が検討された。さらに，

外部の専門家によるデューデリジェンス（企

業実態やリスクの的確な把握のための調査。

以下，「DD」）も実施されたが，改めて住宅公

社の経営の見通しは極めて厳しい状況である

ことが明らかになった。
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【経営検討委員会委員一覧】

分　野 所属・役職・氏名（敬称略）

住　宅

政　策

京都大学大学院工学研究科

教授　髙田光雄（委員長）

不動産
山陽不動産鑑定㈱

不動産鑑定士　新玉正男

法　律
神戸シティ法律事務所

弁護士　井口寛司

会　計
岩﨑公認会計士・税理士事務所

公認会計士・税理士　岩﨑和文

経　営
甲南大学経営学部

教授　西村順二

　同委員会での６回にわたる議論の結果，下

記のような結論が得られた。

①　公社は，昭和40年の設立以降，良質な住宅

や宅地の供給という役割を果たし，特に阪神・

淡路大震災からの復興における住宅供給で大

きな役割を果たしてきた。しかしながら，既

に市内の住宅は量的に充足し，質的にも改善

されつつあることから，その住宅供給という

役割は終えている。

②　ただ，すまいるネットやまちづくりへの支

援等の事業には，公的な団体としての信用力

が必要であり，さらに，社会的な意義が大き

いもののリスクが大きく民間事業者の参入が

困難な事業については，公社が実施する意義

は依然として大きい。

③　公社の事業収支悪化の大きな要因の一つで

ある借上特優賃事業については，抜本的な改

善策が見当たらないため，今後も公社経営の

圧迫要因になるとともに，平成30年度の事業

終了後も，オーナーに対する連帯債務負担が

残る。

　　また，阪神・淡路大震災の住宅復興を始め，

公的な住宅供給の役割を担ってきた一方で，そ

れらに伴い公社が抱えている負債は，賃貸事

業を中心とする現在の収益構造に比して過大

であり，これは借上特優賃事業終了後も変わ

らない。

　　このような状況の中，今のままで公社を存

続させていくことは極めて厳しいと言わざる

を得ず，経済合理性から判断すると公社の解

散といった手法も選択肢の一つに挙げられる

が，神戸市の損失補償が現実化することによ

る神戸市財政や神戸市民の負担，さらには，他

の第三セクターへの影響を十分考慮する必要

がある。

④　公社が存続するとしても，経営の立て直し

は急務であり，新たな借り入れは行わず，人

件費・物件費等の大幅なコスト削減を行うだ

けでなく，現在実施している事業の意義を厳

格に判断し，公社による事業継続が不要と判

断されるものについては，当該事業からの撤

退も検討すべきである。

　　ただ，公社単独の自助努力のみでは限界が

あるため，市民負担を増加させないことを前

提に，神戸市として，さらに踏み込んだ対応

策も検討すべきである。

⑤　なお，公社が独立した組織として継続的に

質の高いサービスを提供するためには，従来

の神戸市の派遣職員に依存した体制から脱却

し，人事ローテーションの見直しや，新たな

固有職員の雇用，さらに，すまい・まちづく

りの専門職としての研修を充実させるなど，固

有職員のさらなる充実を図るべきである。

　この結論を受けて，平成16年度から住宅公

社と一体的に運営され，経営状況が相対的に

は良好であると考えられていた財団法人神戸

市都市整備公社（以下，「整備公社」）との経

営統合の検討を行うこととなった。

　また，神戸市の全外郭団体を対象とした「神

戸市外郭団体経営検討委員会」の中間報告（平

成22年４月15日）でも，住宅公社は「事務を

一部共同化している都市整備公社・土地開発

公社とともに，今後のあり方・方向性につい

て検討していただきたい。」と提言された。

⑶　経営統合の検討（平成22年度）

　平成22年度の経営統合の検討では，住宅公

社の債務調整を行わず，債務全額を整備公社

へ継承することで，神戸市の損失補償を現実

化させないことを前提とした。

　この検討にあたり，多額の債務を引受ける

整備公社の経営状況を精査するため，外部の

専門家による整備公社の DD を実施した。

　その結果，整備公社も保有資産への多額の

投資が必要なこと，ロープウェー等の恒常的

な不採算事業を運営していること，商業施設

の賃貸やゴルフ場の運営等は社会状況の変化
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により利益が減少する可能性があることなど

から，将来的に経営が悪化する可能性が高い

ことが判明した。そのため，住宅公社の債務

調整を行わずに経営統合しても，神戸市から

の多額の支援が必要となることが予測された。

　そこで，両公社の単純な経営統合は断念し，

法的な処理も視野に入れた住宅公社単独での

処理方法を再度検討することとなった。

⑷　都市計画総局外郭団体あり方検討委員会

（平成23年度）

　平成21年度の経営検討委員会の結論を基に，

住宅公社単独での具体的な処理方法を検討す

るため，平成23年４月１日に「都市計画総局

外郭団体あり方検討委員会」（以下，「あり方

検討委員会」）が設置された。

【あり方検討委員会委員一覧】

分　野 所属・役職・氏名（敬称略）

公　共

政　策

北海道大学公共政策大学院

院長・教授　宮脇淳（委員長）

不動産
山陽不動産鑑定㈱

不動産鑑定士　新玉正男

法　律

神戸シティ法律事務所

弁護士　井口寛司（第1・２回）

乗鞍法律事務所

弁護士　乗鞍良彦（第３～６回）

会　計
岩﨑公認会計士・税理士事務所

公認会計士・税理士　岩﨑和文

　同委員会では，住宅公社の処理方法として，

存続を前提とした①神戸市による支援継続案，

②特定調停案，③民事再生案，解散を前提と

した④自主解散案，⑤破産案の合計５案につ

いての検討を行った。

案
所要

経費
内　　容

①

支援

継続

約240

億円

住宅公社に対して，分譲資産

の売却損処理や借上特優賃の

赤字補てんのほか，平成48年

度まで資金不足を補てんする

といった支援を行う。

②

特定

調停

約260

億円

特定調停により損失補償を実

行し，損失補償相当額を住宅

公社に対する神戸市からの貸

付金とする。

③

民事

再生

約220

億円

民事再生により損失補償を実

行し，10年間の再生期間終結

時に住宅公社を清算する。

④

自主

解散

約320

億円

住宅公社の全債務を整理する

とともに資産売却，事業整理

を行い，住宅公社を清算す

る。

⑤

破産

約240

億円

破産により損失補償を実行

し，住宅公社を清算する。

　同委員会での５回にわたる議論を踏まえ，

平成23年９月８日に発表された中間まとめで

は，下記の結論が示された。

①　入居者保護，震災復興に寄与してきた借上

特優賃オーナー等の関係者への配慮をできる

限り前倒しで行うこと。

②　住宅供給公社の事業のうちまちづくり等公

共性，政策性の面から今後も継続する必要性

がある業務については，神戸市及びその他の

外郭団体が継承すること。

③　①の先行的実施と②を前提として必要な公

共サービスは維持しつつ，住宅供給公社を法

的整理により解散（破産）し神戸市民の将来

負担・リスクを最小化する選択肢を選ぶべき

と考える。

　　住宅供給公社は，これまで神戸市民にとっ

て親しまれた組織であり，住環境のインフラ

整備に大きな役割を果たしてきた。こうした

過去の成果は高く評価しつつ，これまでの財

政支出に囚われることなく，神戸市民の将来

負担・リスクの最小化を図るため組織の清算

に取り組まれる英断を本委員会として神戸市

に求めるものである。

　　ただ，今後の検討の中で，第三セクター等

改革推進債の発行時期や，関係者の保護といっ

た議論の前提条件に変化が生じるようであれ

ば，本委員会として解散の手法について再度

検討することも必要であると考えられる。

　この結論を受け，同年９月12日に矢田市長

は，「解散も視野に入れ，入居者等の保護につ

いて検討していくとともに，金融機関をはじ

め関係者との十分な協議を進めていく。」とい

う方針を発表した。

　これらに先立ち，住宅公社所有の多くの賃
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貸住宅に抵当権を設定している支援機構との

協議を開始したが，債権の大幅な削減が余儀

なくされる破産手続に対する反発は当然大き

かった。その後の20回を超える協議の中で，

破産手続では入居者や借上特優賃等のオーナー

の混乱は避けることができず，十分に保護で

きないと住宅公社は判断し，民事再生により

住宅公社は連帯債務から離脱するが，支援機

構からの借入金債務と主な資産を整備公社に

継承し，最終的に住宅公社は解散する清算型

民事再生の手法が適切であると判断した。

　併せて民間金融機関との協議も行ったが，

平成22年８月30日の安曇野菜園事件東京高裁

判決により，地方公共団体の損失補償契約の

履行は厳格な要件への適合が必要とされてい

たため，当初は慎重な検討が必要であった。

　ただ，平成23年10月27日の同事件の最高裁

判決により，損失補償契約の適法性・有効性

が認められたことから，民間金融機関との協

議における大きな論点はなくなった。

　また，神戸市から住宅公社事業の継承の要

請を受けた整備公社でも，独自に長期収支見

込を検証し，一定の条件の下で住宅公社事業

を継承することは可能であると判断した。

　これらを踏まえ，破産ではなく民事再生を

選択したい旨をあり方検討委員会に提案し，

同委員会で検証を行った結果，下記の結論が

平成24年２月10日に最終まとめとして発表さ

れた。

①　「入居者保護や関係者への配慮」「今後も継

続する必要性がある業務については神戸市や

外郭団体が事業を継承すること」「神戸市民の

将来負担・リスクを最小化すること」等，実

質的には「中間まとめ」の提言に沿ったもの

であること

②　都市整備公社の経営が不安定とならないよ

うに借上特優賃事業の赤字補てんなど，神戸

市による財政支援等の対策を講じていること

③　必要な公共サービスは維持しつつ，住宅供

給公社を解散し清算する方針であること

④　民事再生案は裁判所の監督下で行われる法

的処理であることから，破産案に準ずる手続

の透明性が担保されていること

　　などから，神戸市及び住宅供給公社が検討

している清算型民事再生案は，当委員会の示

した方向性を違えるものではなく，方針とし

て適切な範囲であると判断するものである。

　また，同委員会では整備公社が債務を継承

した後，二次破綻に陥ることのないように，

公認会計士・税理士の岩﨑和文委員を中心に

継承事業に関する整備公社の長期収支見込に

ついての検証を行い，その内容が適切である

旨の結論を得た。

　さらに，同委員会では市民への説明責任を

果たす必要があることから，弁護士の乗鞍良

彦委員を中心に経営悪化の原因の調査・検証

も行った結果，経営悪化の原因については，

①保有分譲資産の多額の含み損，②借上特優

賃事業の制度的な問題に基づく累積赤字，の

２点であると結論付けられた。

　また，公社役員や神戸市長の責任について

は，各々の判断等が著しく不合理であったと

は認めがたく，法的責任を負うとは解されな

いとされた。

　ただ，住宅公社の意思決定の過程が不明確

であることや予算統制が働きにくかった等の

問題があるため，これらの見直しが事業を継

承する整備公社での重要な課題であるとの指

摘がなされた。

　これらの一連の最終まとめの報告を受け，

住宅公社の資金状況や，第三セクター等改革

推進債の発行期限（平成25年度中）等を勘案

し，民事再生法に基づく手続（以下，「再生手

続」）の開始を，平成24年度早々に申立てるこ

とになった。
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４．再生手続と解散（平成24年度）

⑴　再生手続のスケジュール

　再生手続では，神戸市の債権放棄等で神戸

市会の承認が必要であったため，市会会期も

考慮し，平成24年５月22日に住宅公社は神戸

地方裁判所（以下，「裁判所」）に再生手続開

始申立てを行い，同日開始決定が得られた。

【開始申立て時の債権額 ･債権者数】

債権の内容 債権者数
債権額

（百万円）

借入金（神戸市） １ 3,230

借入金（金融機関） 14 45,351

敷金・保証金 11,944 1,447

公租公課・労働債権 ７ 277

合 計 11,965※ 50,305

※異なる内容の債権を有する債権者がいるた

め，債権者数の合算は，合計欄と一致しない。

【開始決定以降の手続き】

５月22日 再生手続開始申立て，開始決定

７月５日 再生債権届出期間終了

８月６日 債権の認否書提出

８月13日

～27日

債権調査期間（債権者が認否の確認

を行う）

９月18日 再生計画案提出

10月11日 債権者集会期日の通知

11月20日
債権者集会での再生計画可決，認可

決定

12月21日
認可決定の確定，再生計画に基づく

弁済の実施

平成25年

３月14日

再生手続の終結決定

⑵　再生手続にあたっての留意点

①入居者・関係者の混乱防止

　再生手続を進めるにあたっては，あり方検

討委員会で「入居者保護や関係者への配慮」

の必要性が提言されていたことや，１万人を

超える賃貸住宅や市営住宅駐車場等の入居者・

契約者が敷金・保証金債権者となることから，

これら入居者等の混乱防止を図ることが重要

であったため，住宅公社では下記のとおりの

対応を行った。

ⅰ）事前の周知

　あり方検討委員会の最終まとめが発表さ

れた後の入居者・関係者の不安解消と混乱

を防止するために，平成24年２月26日には，

借上特優賃等のオーナーへの説明会を開催

し，同年３月15日には，全入居者・契約者

に対して，民事再生にあたっても継続して

入居・利用できることなどを案内した。

ⅱ）整備公社への管理委託

　住宅公社が資産を保有しない事業（借上

特優賃など）や，神戸市からの受託事業（神

戸市すまいの安心支援センター運営業務な

ど）は，平成24年４月１日から整備公社が

継承するとともに，住宅公社が資産を保有

する賃貸住宅や市営住宅駐車場等の管理を

整備公社に委託することで，入居者や特優

賃オーナー，取引業者等の混乱を防止した。

　なお，これらの住宅公社業務を整備公社

が行うにあたり，ノウハウを持つ住宅公社

の固有職員の大半は，平成24年４月１日に

整備公社に雇用された。

ⅲ）再生手続開始後の通知

　再生手続開始後は全ての入居者・契約者

に対して，原則として敷金・保証金が少額

弁済許可※により保護される旨を通知した

上で，その問合せに対応するためのコール

センターを設置し，ホームページでも情報

提供を行うなどの丁寧な周知に努めた。

※少額弁済許可：再生手続を円滑に進めるため

に，裁判所が少額債権の弁済を許可する制度で

あり，60万円以下の敷金・保証金を対象とした。

②市民負担の軽減

　住宅公社の処理に多額の市民負担を要する

ことから，その軽減を図ることが極めて重要
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であった。また，神戸市会でも「今後市民の

財産保全と市民負担の極小化を図ること」と

の附帯決議もなされていた。

　そのため，住宅公社では分譲事業用地の民

間事業者への処分を進めることで債務の弁済

額を増やし，神戸市の損失補償額を減少させ

るとともに，再生手続を迅速に進め，損失補

償契約において発生する利息の軽減を図った。

　また，神戸市においても，損失補償の対象

を厳格に判断し，その金額を抑えるとともに，

遅延損害金の利率の低減を民間金融機関に依

頼し，市民負担の軽減に努めた。

　その結果，当初約300億円と想定されていた

市民負担は約257億円となった。

【市民負担額概算（単位：億円）】

内　容 当初想定 解散時

弁済率 神戸市へ

100％※

28％

損失補償の履行 220 183

第三セクター等改革推進債

利息（～H34）

20 3

神戸市債権放棄 － 23

借上特優賃事業の補助

（～H30）

44 44

一般賃貸住宅等事業の補助 10 4

合　計 約300 257

※神戸市が損失補償の履行後，民間金融機

関の債権を取得し，住宅公社による弁済

を全て神戸市が受け取ることを想定。

⑶　再生計画の概要

　住宅公社は，再生手続において債務調整の

内容を決める再生計画案を平成24年９月18日

に裁判所へ提出した。

【再生計画案での債権額・債権者数】

債権の内容 債権者数 債権額※1

（百万円）

借入金（神戸市） １ 3,230

借入金（金融機関） 14 45,244

敷金・保証金 2,048※2 1,035

合 計 2,063 49,509

※１　再生手続開始決定日（以下，「決定

日」）以後の利息及び遅延損害金は額未定

※２　再生手続中に市営住宅駐車場を神戸

市に譲渡したため，申立時から駐車場の

敷金・保証金債権者が大幅に減少した。

【再生計画案の内容】

１．権利の変更

①民間金融機関が有する再生債権

・元本，利息・遅延損害金（決定日前日まで）

72％相当額の免除

・利息・遅延損害金（決定日以後）

全額の免除

②神戸市が有する再生債権

・元本　　　　　　　　　　  72％相当額の免除

・利息・遅延損害金　　　　　　　  全額の免除

③支援機構が有する再生債権（貸付金等）

・元本，利息・遅延損害金　　　　  全額の免除

④敷金・保証金

・敷金・保証金再生債権分の合計額が60万円以

下の場合　　　　　　　　　  免除を受けない

・敷金・保証金再生債権分の合計額が60万円を

超える場合　　　　　　　  72％相当額の免除

２．整備公社による債務の引き受け

　住宅公社から整備公社に対して賃貸資産等の

譲渡を行う。その譲渡対価として，整備公社は

住宅公社の支援機構（14,769百万円）及び民間金

融機関（269百万円）に対する借入金債務を引き

受けるとともに，住宅公社へ3,750百万円を支払

う。

⑷　再生計画の履行

　再生計画は，平成24年11月20日の債権者集

会において，出席者25名全員の賛成により可

決された。同日付で裁判所が認可決定し，公

告の手続を経て同年12月21日に認可決定が確

定した。それを受けて，住宅公社は同日付で

賃貸事業用資産を整備公社へ引き渡すととも

に3,750百万円の売却代金の支払いを受け，再
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生計画に基づいて弁済を行った。

　神戸市でも各金融機関との損失補償契約の

条項に基づき，平成24年11月22日及び同年12

月21日に損失補償（183億円）を履行した。

⑸　すまいまちづくり公社への名称変更

　住宅公社の賃貸事業用資産を継承した整備

公社は，住宅公社が実施してきた「すまいづ

くり」と整備公社が実施してきた「まちづく

り」を融合させ，住民の安全・安心・快適な

生活の実現に取り組んでいく新しい団体とし

て，平成25年１月１日に「一般財団法人　神

戸すまいまちづくり公社」へ名称を変更した。

　あり方検討委員会でも懸念されたように，

同公社が二次破綻を起こし，さらなる市民負

担が発生しないように，ガバナンスの強化を

図るなど体制を強化し，継続的・安定的な経

営に向けた努力を行っている。

５．清算法人への移行（平成24・25

年度～）

　再生計画の履行後，平成25年２月７日に開

催された住宅公社理事会において，住宅公社

の解散が決議された。また，平成25年第１回

定例市会において，同年２月25日に住宅公社

の解散議案が可決され，同年３月14日には裁

判所により再生手続の終結が決定された。そ

の後，国土交通大臣の認可を受け，住宅公社

は平成25年３月31日に解散した。

　それに伴い住宅公社は清算法人へ移行し，

神戸市都市計画総局長を清算人として，買戻

特約登記の抹消等の残務の処理を行っている。

６．まとめ

　住宅公社は神戸市の住宅政策の担い手とし

て，震災復興も含め大きな役割を果たしてき

たが，住宅供給という当初の役割を終えた。

　市民の将来負担・リスクの最小化の観点か

ら，厳しい経営状況の中で住宅公社を存続さ

せていくことは困難であると判断し，民事再

生法の手続により，債務を調整し，継続の必

要な事業は整備公社・神戸市に継承した上で，

住宅公社は解散した。
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１　舞子ビラの歴史・沿革

　明治21年の夏，有栖川宮熾仁親王が妃殿下

とご一緒に避暑に来られ，その際今の舞子ビ

ラ神戸のある柏山へお登りになられた。その

時ご覧になった海の景色をたいへん気に入ら

れ，明治27年秋に別邸の建物が竣工された。

面積1,234㎡のご別邸は，昭和９年１月，史蹟

名勝記念物として文部大臣の指定を受けた。

　皇室との関係が深いこの地は，大正６年７

月には住友家が譲り受けて，迎賓館として用

いられていたが，終戦直後，米軍に接収され

館内は洋式に改められ，昭和25年の接収解除

後ホテルトウキョウの支店となり，昭和34年

11月にオリエンタルホテルがこれを引き継ぎ

「オリエンタルホテル舞子ビラ」と名付けて経

営されてきた。

　昭和45年に「神戸市いこいの家舞子ビラ条

例」に基づく公の施設「市民いこいの家　舞

子ビラ」として開業し，鉄筋コンクリート５

階建てに改築し，運営が開始された。なお，

「市民いこいの家舞子ビラ」は，神戸市民生活

協同組合が管理運営受託団体として実際の管

理運営を行うこととなった。その後昭和56年

に新館（現：緑風館）８階建を増築したもの

である。昭和45年10月制定の「神戸市いこい

の家舞子ビラ条例」によると，舞子ビラは，

市民のいこいのため及び教養文化の向上を図

るために設置（第１条）されたものであり，

その事業として以下の内容が規定されている

（第３条）。

①教養文化の向上のための催しに施設を利用

させること

②諸会合，宿泊及び結婚式のために施設を利

用させること

③青少年の健全な育成を図るために施設を利

用させること

④上記①～③に掲げるもののほか，舞子ビラ

の目的を達成するために必要な事業

明治27年　有栖川宮家別邸竣工

大正６年　住友家迎賓館として利用

終戦直後　米軍に接収

昭和25年　ホテルトウキョウが運営

昭和34年　オリエンタルホテルが「オリエンタ

ルホテル舞子ビラ」として営業開始

昭和41年　神戸市が買収

昭和45年　神戸市民生活協同組合が「市民いこ

いの家　舞子ビラ」として委託営業

開始

昭和56年　新館（現：別館「緑風館」）オープン

平成10年　土地信託事業により現本館建替え・

グランドオープン。「シーサイドホテ

ル舞子ビラ神戸」に改称

舞子ビラ事業の抜本的な
見直しの取り組み

神戸市市民参画推進局市民生活部勤労市民課長　志  水  達  也
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２　土地信託の採用

　舞子地区は平成10年春の完成をめざす明石

海峡大橋の建設をはじめ，舞子駅前再開発事

業等の関連事業が推進されていた。舞子ビラ

も関連事業として，明石海峡大橋の完成に合

わせグランドオープンを目指し計画を進めて

いたが，阪神 ･淡路大震災により事業停止を

余儀なくされた。その後，本事業を再検証し

た結果，①利用需要が以前から多く建替要望

が強い，②施設の老朽化が進んでいる　といっ

た事情から，施設規模・内容・財源措置・事

業手法など当初計画全体の見直しが必要となっ

た。

　当時の神戸市財政は，災害公営住宅の建設

をはじめとする様々な復旧事業等に伴う起債

を大量に発行する必要があったため，舞子ビ

ラの建替えにまで起債を確保する見通しが立

たなかった。そのような事情を踏まえ，売却

や賃貸借なども含め事業手法を検討したが，

将来の所有権を留保しつつ市民にいこいの場

を提供し，周辺地域の振興と活性化および神

戸市の復興事業に寄与するには民間の資金及

び企画力・経営能力を活用できる事業手法で

ある土地信託制度が最善と考え採用した。

　信託銀行を対象に提案コンペを実施し受託

者を決定，平成８年10月に信託銀行団（さく

ら信託銀行（現：三井住友信託銀行），三井信

託銀行（現：三井住友信託銀行），東洋信託銀

行（現：三菱 UFJ 信託銀行）と30年間の土

地信託契約を締結して本館の建替えに着手し

た。

（舞子ビラ土地信託事業のスキーム）

　昭和61年５月21日の自治法改正により，公

有地の土地信託制度の導入が可能になり，神

戸市では初めての採用となった。

その手法とは，

１　土地所有者である神戸市（⑴委託者兼受

益者）が信託銀行（⑵受託者）と信託契約

を結び，土地を信託する。（所有権移転を伴

う）

２　信託を受けた信託銀行が財源を確保し，

舞子ビラの本館建設工事等を行う。

３　信託銀行が⑶管理運営会社と賃貸借契約

を結び，ホテルの管理運営を委ねる。

　（通常の土地信託では，この管理運営会社

にあたる部分を信託銀行がテナントとして

ホテルを誘致するのであるが，舞子ビラで

はコンペの条件として，管理運営会社は現

存の神戸市関連会社を活用して設立すると

【事業スキーム概念図】

　　　※銀行名は現在の名前

 

 
  

 

 

(H13 )
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しており，それによって設立された神戸マ

リンホテルズ㈱（以下，「マリンホテルズ

社」という）がホテルの管理運営を行う。）

４　土地信託勘定の中から建設費・信託報酬

等を差し引き，剰余金が発生した場合は，

信託配当として神戸市が受益できる。

５　信託契約期間満了後は，土地 ･建物とも

本来の土地所有者である神戸市に帰属する。

３　信託事業導入後の課題等

⑴　信託スキームの変更

　舞子ビラ事業は，当初，平成８年10月から

30年の信託期間で開始し，本館建替え及び別

館改修後，平成10年９月にグランドオープン

したが，土地信託制度導入以降，大変厳しい

経済情勢の中，ホテル業界を取り巻く状況も

非常に厳しい状況となっていた。マリンホテ

ルズ社においても，年々売り上げが減少して

おり，経営状況は非常に厳しくなっていた。

　このような状況の中で，マリンホテルズ社

としては，長年，市民に親しまれてきた「い

こいの場」を提供し続けるため，人件費の削

減を中心とした経営再建計画を策定・実行し，

経営改善努力を重ねてきた。

　一方で，マリンホテルズ社が負担している

家賃の重圧も経営圧迫の原因と考えられてい

た。この賃料は，いわば，本館建設費用等を

当初信託期間の30年で割り戻したものであり，

賃料の長期的・継続的な軽減を図るために信

託期間の延長を行う必要があった。信託期間

の延長を行い，賃料の軽減を図る等の対策は

マリンホテルズ社の経営を安定させ，ひいて

は信託事業を長期的に安定した事業として継

続させることを目的とするものであった。ま

た，損失補償についても，45年間もの超長期

的な事業となるため，事業の安定化を担保す

べく融資銀行団・信託銀行団からの要請もあ

り，必要であると判断したものであった。

　舞子ビラ事業が安定して継続していくため

には，神戸市・信託銀行団・融資銀行・マリ

ンホテルズ社の４者がそれぞれの役割を果た

すことが必要であり，スキーム変更は，当時

の状況を勘案するとやむを得ない措置であっ

たと考えている。

⑵　スキーム変更の効果

　スキーム変更によりマリンホテルズ社の経

常損益が改善するなど一定の効果があり，ま

た，信託会計側では，利益が修繕積立金にほ

ぼ計画どおりに積み立てられ，神戸市には固

定資産税が入ってきており，平成20年度まで

は，舞子ビラ事業トータルとして，ほぼ収支

均衡を保っていた。

⑶　厳しい経営状況の原因

　スキーム変更により一定の家賃の軽減が図

られて，平成19年度，20年度の２ヵ年は単年

度黒字が計上された。しかしながら，21年度

以降，リーマンショックに端を発した世界的

な金融危機による景気の低迷，新型インフル

エンザの流行等，予見できない事態の発生の

影響や，主力である婚礼において，少子化や

晩婚化等の影響もあり婚礼件数の全体的な減

少と邸宅ウエディング等での挙式の増加など

トレンドの変化，また神戸市内での新規ホテ

ル・結婚式場の参入による競争の激化などに

より，売上面においては，経営再建に向けた

経営改善計画が達成できず減少傾向が続いて

いた。

　マリンホテルズ社としても，それらに対抗

すべく限られた資金の中で経営改善の取り組

みを行ってきたが，他社に対抗できるほどの

設備投資ができていないことなどもあって厳

しい経営状況が続いていた。
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４　外郭団体の抜本的な見直しの流

れ

⑴　外郭団体経営検討委員会

　神戸市では，外郭団体の経営改善をさらに

進めるため，「神戸市外郭団体経営評価委員」

を発展的に解消し，新たに「神戸市外郭団体

経営検討委員会」を設置した。委員会は，委

員による外郭団体の事業内容や経営状況など

に関する検証を踏まえ，改革の方向性（具体

的には，〔1〕外郭団体の事業内容・ミッショ

ンの見直しや公益法人制度改革への対応指針

及び〔2〕外郭団体の再編・統合・廃止の指

針）について，市長に対して提言を行うもの

であった。

　同委員会は，平成22年４月にマリンホテル

ズ社に対して「前身である「神戸市民いこい

の家」の機能と，明石海峡大橋などの観光資

源を活かしたツーリズムの西の拠点という両

方の機能を果たそうとしているが，結果とし

て十分な営業利益をあげられていない。中期

経営計画の経営目標が３期にわたって達成で

きていないことは大いに問題であり，今後の

あり方・方向性について再検討が求められて

いる。神戸市内に民間ホテルが数多く立地す

る中，なぜ第三セクターによるホテル経営が

必要か，神戸市民にとってわかりにくい面が

あり，今後どこまで行政が関与するのかを明

確にする必要がある。神戸市においては，財

政への影響も総合的に勘案し，早急に何らか

の結論を出していただきたい。」とする提言を

行った。

⑵　国における第三セクター等抜本的改革の

推進

　第三セクター等の改革については，「経済財

政改革の基本方針2008」の中で，経営が著し

く悪化したことが明らかになった第三セクター

等の経営改革を進めることとされたほか，「債

務調整等に関する調査研究会」では，「地方公

共団体の財政の健全化に関する法律」が全面

的に施行されることも踏まえ，第三セクター

等の抜本的改革について，先送りをすること

なく早期に取り組み，将来的な財政負担の明

確化と計画的な削減に取り組むべきとの提言

が行われた。これらを踏まえ平成21年度から

５年間ですべての第三セクター等を対象に抜

本的改革の取り組みを集中的に検討すること

が求められる中で，マリンホテルズ社は，神

戸市が比率25％の出資を行った第三セクター

であり，将来の住民負担・リスクを最小限に

するためにそのあり方を抜本的・集中的に検

討する必要が生じていた。

５　舞子ビラあり方検討委員会の設

置（中間まとめまで）

⑴　舞子ビラ事業のあり方検討の必要性

　舞子ビラ事業のあり方検討は，第三セクター

等抜本的改革の流れの中で，神戸市民の将来

負担・リスクを最小化させる取り組みとして

必要であった。

　また，外郭団体経営検討委員会の最終提言

において，｢団体の財務構造，市の財政負担，

市民サービスへの影響，将来リスクなど，専

門的かつ多角的な検討が必要であり，法律・

会計分野等の専門家による委員会を設置して，

具体的な解決策を早期に導き出す」よう求め

られたこともあり，平成23年６月に「舞子ビ

ラあり方検討委員会」を設置・開催すること

となった。

　同委員会では，舞子ビラ事業の今後のあり

方・方向性について，市民の将来負担・リス

クを最小化させることを目的として，ゼロベー

スで検討していただくこととしており，土地

信託事業やマリンホテルズ社の経営について，
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事業性，採算性，政策性などの観点から多角

的に検討することとなった。

⑵　中間まとめまで

　第１回委員会では，舞子ビラ事業の経緯や

現状についての説明と，委員との質疑応答を

行い，第２回委員会では，利用者の方からヒ

アリングを行うとともに，舞子ビラ事業の実

態，特に土地信託事業の実態について検討を

行った。また，第３回委員会では，ホテル専

門家からの意見聴取，代理人からの金融機関

の意向聴取状況についての報告，及び中間ま

とめに向けての論点整理を行い，平成23年９

月８日に第４回委員会を開催し，中間まとめ

を行った。

第１回　６月14日　舞子ビラ事業の現状等

第２回　７月12日　利用者ヒアリング、舞子ビ

ラ事業の現状等

第３回　８月30日　専門家ヒアリング、金融機

関との交渉現状報告、中間

まとめに向けた論点整理

第４回　９月８日　中間まとめ

⑶　中間まとめ

　中間まとめでは，「第三セクター等の改革を

抜本的に進める神戸市の姿勢を踏まえて検討

するものとし，（土地建物の売却処分等）神戸

市民の将来負担・リスクがゼロとなると考え

られるあらゆる選択肢を排除しない。」ことを

基本に，「神戸市行財政の持続性の確保，神戸

市民の将来負担・リスクの最小化を実現する

ための抜本的改革議論においては，従来の事

業スキームの延長線上で漸次見直しを対象と

するのではなく，将来負担・リスクをなくす

土地・建物の売却処分の選択肢を基本に，売

却処分の選択肢と比較検討するためいわゆる

所有と経営を分けた上下分離方式の検討を行

う。上下分離方式の比較検討においては，売

却処分に比較して法的，政策的両面から経済

合理性が認められるか，神戸市民の将来負担・

リスクの最小化が図られるか，公益性が相対

的に高まるかなどについて検討する。その際

に，過去の財政投入等の損失である，いわゆ

るサンク・コスト（埋没費用）を過大評価し，

将来負担・リスクを過小評価することがあっ

てはならない」との考え方が示された。

中間まとめ〈抜粋〉

１．舞子ビラ事業の信託スキームを早急に解消

すること。

　事業スキームや契約面での問題点を踏まえ，神

戸市として早急に信託スキームの解消に取り組

むことが，神戸市民の将来負担・リスクを最小

化することになるといえる。但し，神戸市と信

託銀行，融資各行間の信託スキーム解消にあたっ

ては，神戸市民の将来負担・リスクを最小化す

るために，神戸市自身の責任はもちろんのこと，

信託銀行団に対しては信託受託者としての責任

を，また融資行に対しては貸手金融機関として

の責任を明確化するよう求める努力を徹底して

行う必要がある。また，そもそも，信託銀行団

の一部が信託事業における受託者としての地位

と信託事業に関する融資行としての地位を兼ね

ていること，一部融資行との間で金利スワップ

契約が締結されていることについても問題なし

としない。したがって，神戸市は，信託銀行団

及び融資行各行との間で，現時点での契約を踏

まえ，神戸市自身の責任検証に加え，かかる信

託スキームの形成過程並びに金融機関による一

連の行為が信託受託者たる金融機関として，か

つあるいはまたは，事業の融資金融機関として，

社会的，法的に適切なものであったか否かに関

して神戸市民に対して明確な説明責任の履行を

求めたうえで，最終的に信託債務等の負担処理

について神戸市民が納得しうる合理的な案を検

討し，当事者間の協議並びに第三者機関を利用

するなどして信託銀行団及び融資行各行との間

での適切な解決をはかるべきである。

２．本中間まとめ以降，本格的に取り組む舞子

ビラ事業の今後のあり方検討については，第

三セクター等の改革を抜本的に進める神戸

市の姿勢を踏まえて検討するものとし，土

地・建物の売却処分等，神戸市民の将来負

担・リスクが最小化すると考えられるあら

ゆる選択肢を排除しない。

　今回の舞子ビラのあり方検討は，すでに冒頭

の検討の必要性の章で整理したように，個々の

事業・組織のあり方以前に地方行財政全体の健

全化，そして外郭団体見直しを通じた神戸市民
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の将来負担・リスクの最小化を実現することに

目的がある。その目的を達成するためには，以

下の点が重要と考える。

①舞子ビラ事業の地域政策としての意義は否定

できないものの，神戸市行財政改革，外郭団

体改革の取り組み全体の中での舞子ビラ事業

の存続の可否，優先順位を神戸市としては最

終的に明確にして判断する必要があること。

②神戸市外郭団体経営検討委員会のマリンホテ

ルズ社に対する提言「神戸市内に民間ホテル

が数多く立地する中，なぜ第三セクターによ

るホテル経営が必要か，神戸市民にとってわ

かりにくい面があり，今後どこまで行政が関

与するのかを明確にする必要がある。神戸市

においては，財政への影響も総合的に勘案し，

早急に何らかの結論を出していただきたい。」

を踏まえ，本委員会として対応する必要があ

ること。

③舞子ビラ事業は地域政策の観点から公益性を

否定することは困難なものの本来，排他性（料

金負担をしない人へのサービス提供を排除す

ること）があり，競合性（民間でも提供でき

るサービス）が強い事業であることから財政

資金で担う純粋な公共財ではなく，極力，民

間領域で担える仕組みを検討すべきであるこ

と。そのことから，神戸市全体に対する現行

スキームによる公益性は相対的に低いと言わ

ざるを得ないこと。

④公益性が相対的に低い事業，そして累積債務

を抱える事業に対して新たに財政資金を投入

することは，神戸市民の将来負担・リスクを

拡大させる要因となることなどから将来に向

けた政策面からの公益性認定が難しいほか，法

的にも重い責任が生じる可能性があること。

⑤信託スキームの解消は，同時に今後の舞子ビ

ラの存否を含めたあり方と表裏一体の問題で

あり，本委員会として信託スキームの解消と

同時に今後のあり方検討の基本方針を明確に

する必要があること。

⑥神戸市行財政の持続性の確保，神戸市民の将

来負担・リスクの最小化を実現するための抜

本的改革議論においては，従来の事業スキー

ムの延長線上で漸次見直しを対象とするので

はなく，将来負担・リスクをなくす土地・建

物の売却処分の選択肢を最優先の検討事項と

し，売却処分の選択肢と比較検討するためい

わゆる所有と経営を分けた上下分離方式の検

討を行う。上下分離方式の比較検討において

は，売却処分に比較して法的，政策的両面か

ら経済合理性が認められるか，神戸市民の将

来負担・リスクの最小化が図られるか，公益

性が相対的に高まるかなどについて検討する。

その際に，過去の財政投入等の損失である，い

わゆるサンク・コスト（埋没費用）を過大評

価し，将来負担・リスクを過小評価すること

があってはならないこと。

⑦上下分離方式については，日本ではまだ十分

に活用されていないものの，その活用に向け

た多様な形態について視野に入れ比較検討す

る。

　本委員会では以上の方針の下で舞子ビラ事業

のあり方について検討を進めるとともに，公有

地信託契約の解消に向けた取り組み状況のチェッ

ク，そして舞子ビラ事業が継続困難に至ったこ

とに対する神戸市及び信託銀行団の責任につい

て検証し明確にすることに取り組む。なお，舞

子ビラ事業の見直しに関連して，雇用等に影響

が発生する場合には，適切に対応するよう留意

されたい。

６　金融機関との交渉及び2つの最高

裁判決

⑴　中間まとめまで

　神戸市は，これまで，信託財産を毀損しな

い範囲でのマリンホテルズ社に対する賃料減

額について信託銀行団と協議をしてきたが，

舞子ビラ事業あり方検討委員会から，実現可

能でより具体的な提言とするため，専門家に

よる法務面での検証や信託銀行団・融資銀行

の意向把握等が必要との提案を受け，代理人

弁護士による金融機関との協議を開始した。

　代理人弁護士は，まず，信託銀行団，融資

銀行に対し，舞子ビラ土地信託事業に関する

現状認識や今後のあり方に対する提案等のア

ンケート調査を行うなど，意向把握に努めた。

その上で，信託銀行団に対して，信託受託者

としての責任を認識した上での今後の舞子ビ

ラ事業のあり方についての具体的な提案・回

答を依頼し，交渉を本格化させていった。

　なお，代理人弁護士による金融機関と交渉

状況はあり方検討委員会に適宜報告され，あ

り方検討委員会での検討に反映されることと

なった。
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⑵　中間まとめ以降

　中間とりまとめ以降，信託銀行団からは，

「受託者の立場においては，法令及び善管注意

義務を遵守して信託事務を処理してきたもの

と認識しており，また，貸付人の立場におい

ても，いわゆる貸手責任が問題となる事情は

ないものと認識している。土地信託事業全体

の抜本的対応策についても，土地信託契約の

合意解除も選択肢の一つとして法令及び契約

等を踏まえた協議を行いたいと考えている」

という意向が示されており，受託者または貸

付人の負担を前提とした協議には応じる考え

はないという姿勢であった。

⑶　２つの最高裁判決

　あり方検討委員会での「中間まとめ」以降，

舞子ビラ事業に関連し損失補償契約と公有地

信託契約に関する２件の判決が最高裁で示さ

れた。

①　安曇野菜園事件最高裁判決（平成23年10

月27日）

・地方公共団体（安曇野市）が，第三セク

ターに融資した金融機関との間に締結し

た損失補償契約には，法人に対する政府

の財政援助の制限に関する法律3条の類推

適用はすべきでなく，損失補償契約の適

法性及び有効性は，当該契約の締結に係

る公益上の必要性に関する地方公共団体

の執行機関の判断にその裁量権の範囲の

逸脱又は濫用があったか否かによって決

せられるべきと解するのが相当であると

判断した。

・当該第三セクターは，原審の東京高裁判

決後に清算手続きに移行し，同社の債務

のうち地方公共団体が損失の補償を約し

ていた部分は，既に金融機関に全額弁済

されたことから，差止めの対象となる行

為が行われることはないと判断し，損失

補償契約に基づく金融機関への公金支出

の差止を求める住民の訴えを不適法とし

て却下した。

②　青野運動公苑土地信託事業に係る立替金

請求事件最高裁判決（平成23年11月17日）

・本判決は，兵庫県の青野運動公苑土地信

託事業において，受託者である信託銀行

が事業遂行のために自己の固有財産で負

担した費用（約79億円）の補償を兵庫県

に請求した訴訟の上告審で，県側の上告

を棄却し，受託者の費用補償請求権を認

める判断となり，兵庫県に対して全額支

払いを命じた大阪高裁判決が確定した。

・公有地の信託契約において，受益者に対

する費用補償請求権を定めた旧信託法36

条２項が適用されると判断した。

　舞子ビラ事業の抜本的改革を図る上で，信

託銀行団との間で締結している信託契約の解

消が不可欠であった。解消に伴う債務の処理

に関して，２つの最高裁判決が示されるまで

は，損失補償契約，費用補償請求権について

法的に不安定な状況の中で，市代理人弁護士

が信託銀行及び融資銀行と交渉を行っていた

が，安曇野菜園判決により，損失補償契約の

有効性については原則として問題がないもの

と考えられ，また，青野運動公苑判決により

信託銀行等受託者の費用補償請求についても

認められたことから，損失補償の履行もしく

は費用補償請求に基づき，神戸市による信託

債務の処理が必要となった。

７　舞子ビラあり方検討委員会最終

まとめ

　委員会では，「中間まとめ」以降も改めて事

業性の検証を通じ，再生の可能性に関する選

択肢等の検討を行い，平成24年２月10日に最

終まとめの報告を行った。
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第５回　10月28日　舞子ビラ事業の再生の可能

性に関する選択肢等

第６回　２月３日　最終まとめに向けた論点整

理等

　具体的な報告内容は以下のとおりである。

⑴　事業継続が困難になった原因分析

　①現状の舞子ビラ事業の問題点，②土地信

託（公有地信託）の問題点，③舞子ビラ事業

運営のため土地信託制度を採用したことの妥

当性，④管理運営上の問題点，⑤当初の事業

収支計画の問題点，⑥その他の問題点の６つ

の視点から事業が継続困難に至ったことにつ

いて，その法的責任の存否及び問題点の検討

を行った。

　検証の結果，神戸市，信託銀行団に結果的

に事業収支計画を作成・提出に関する法的な

責任があったとは言いがたく，神戸市，信託

銀行団，融資銀行，マリンホテルズ社のいず

れについても，善管注意義務違反等の法的な

責任は発生していないとの結論に達したが，

事実上，舞子ビラ事業が破綻するに至った原

因は，賃料設定を含めた当初の事業収支計画

にあったといわざるを得ないと報告された。

　なお，委員会としての検証結果に対する評

価としては，公有地信託制度の意義について，

立法・政策の視点から再検討する必要がある

とされた。また，行政において計画を作成す

るにあたり，将来予測を行うことは当然であ

るが，官民を問わず，社会経済情勢の変化に

よって生ずる危険性への予見可能性には限界

があるとされた。

⑵　手法の検討

　「中間まとめ」の「第三セクター等の改革

を抜本的に進める神戸市の姿勢を踏まえて検

討するものとし，（土地建物の売却処分等）神

戸市民の将来負担・リスクがゼロとなると考

えられるあらゆる選択肢を排除しない。」こと

を基本に，土地・建物の売却処分をはじめ，

神戸市民の将来負担・リスクが最小化すると

考えられる選択肢の検討を行った。

⑶　最終まとめ

　同委員会として，①舞子ビラ事業の信託ス

キームを早急に解消すること，②今後のあり

方としての選択肢として，将来負担・リスク

の最小化を図るためには，一定期間のホテル

事業存続等の条件を付与し売却処分する選択

肢を優先して，賃貸借方式も選択肢に含め，

幅広く事業提案を募ることを神戸市に対する

意見としてまとめられた。

選択肢の比較

選択肢 内　容

売
　
却

①無条件売却方式 条件を付与せず事業者に土地建物を売却する方式

②条件付売却方式
一定期間のホテル事業存続や雇用維持等の条件を付与し，事業者に売

却する方式

所
　
　
有

③直営方式 市が土地建物を所有し，宿泊施設管理運営を担う方式

④指定管理方式 公の施設として認定し，指定管理者を運営事業者とする方式

⑤賃貸借方式 市が土地建物を所有し，普通財産として運営事業者に賃貸する方式

⑥従来型 PFI方式 建設と管理運営を長期間，事業者に委ねる方式

⑦コンセション方式

　（改正 PFI法）
市が土地建物を所有し，施設運営権を事業者に設定する方式
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最終まとめ〈抜粋〉

１　信託スキームの早急な解消

　舞子ビラ事業を取り巻く状況を勘案すると，神

戸市民の将来負担・リスクを最小限にするため

には信託スキームの早急な解消が必要不可欠と

考える。また，現行制度のもとにおける信託債

務等の処理については，神戸市が締結している

損失補償契約に基づいた損失補償の履行及び費

用補償請求に基づく費用補償の履行に法的な問

題はなく，債務の処理に必要な財源について，三

セク債による調達ができないことから，一時的

に多額の支払いが生じるが，将来に負担を残さ

ず，問題を先送りにしないために必要な措置と

して，市に対して所要の財源措置を求める。今

後，神戸市においては，市民の将来負担 ･リス

クの最小化及び，市民サービスの提供の観点か

ら，円滑な事業移行を行う必要がある。信託銀

行団や融資銀行に対しても，神戸市が行う取り

組みを理解し，市民サービスに支障をきたさぬ

よう適切な対応を求める。なお，信託銀行団や

融資銀行が理解を示さず，遅々として協議が進

まない状況が見られる場合は，必要に応じて法

的手続きを利用するなどして解決を図る必要が

ある。

　信託制度について，政策的検討，制度設計の

面から公有地信託制度がその意味で民が官にい

かなる機能を提供し，補完する仕組みなのか改

めて再検討する必要がある。公有地信託制度に

おける信託銀行等の役割が単なる財産管理であ

るとすればそれを前提とする政策判断が必要で

あり，事業展開への経営ノウハウ提供等の機能

とそれに伴う責任の所在を明らかにしていくこ

とが必要となる。また，信託銀行の一部が信託

事業における受託者としての地位と信託事業に

関する融資銀行としての地位を兼ねていること

などの根本的課題が存在していることも指摘せ

ざるを得ない。

２　今後のあり方としての選択肢

　舞子ビラ事業について，将来負担・リスクの

最小化を図るためには，一定期間のホテル事業

存続等の条件を付与し売却処分する選択肢を優

先して，賃貸借方式も選択肢に含め，幅広く事

業提案を募る。その実現に向けては，既存の手

法にとらわれず，幅広く提案を受け，適切な手

法を選択できるような仕組みを検討した上で，最

終的にはマリンホテルズ社からの貸付金回収も

含めて，神戸市にとって最も有利な選択を行う

べきである。さらに，適宜，適切な情報開示に

より，関心を持つ民間事業者を増やすことも必

要であるとともに，透明性のある手続きを通じ

て，事業の責任分担を明確化することも留意す

る必要がある。

　マリンホテルズ社に関しては，取り巻く社会

情勢の変化も踏まえると，今日，第三セクター

としての意義はなくなっていると言わざるを得

ない。一方で今回の事業性検証でもホテル運営

能力としては平均以上のレベルとの評価を受け

ており，これまでの経緯・評価に加え，事業の

市場価値・市民サービスの継続などを考えると，

引き続き，新しい事業形態に移行するまでの間

は，少なくとも現在のマリンホテルズ社が運営

を継続することに必然性はある。

８　公募にむけて

⑴　資産やホテル事業の承継に関する事前調

査

　新たな事業スキームの実施に向けて，ホテ

ル事業継続を前提として売却方式に加え賃貸

借方式も選択肢に含め幅広く提案を公募する

ために事前調査を行った。

　この事前調査は，今回の取組みに関してア

ドバイザー契約を結んでいるホテル専門コン

サルタント会社を中心として，資産やホテル

事業の承継に関する事業者の関心の度合い，

及び公募条件に対する提案・意見等について

ヒアリング等を行った。

　調査結果は下記のとおりである。

○調査事業者数　53社

　うち，ヒアリング事業者数　22社

①　自社が事業主体となって経営する姿勢

の事業者　９社

②　資金面または運営面等でパートナーを

必要とする事業者　５社

③　積極的な姿勢はあるものの，今回の公

募主旨に合わない事業者　２社

④　現時点で消極的姿勢である事業者　６

社

①全体の傾向

・舞子ビラの知名度・認知度が低く，都市

部から離れた「リゾート」に近い立地で
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ポテンシャルが読みにくいこと，運営リ

スクの高いフルサービスの大型ホテルで

あること，を理由に辞退する事業者が目

立った。一方で，舞子ビラのホテルとし

ての価値・キャッシュフロー実績を評価

し，適正な価格であれば事業取得に興味

があるとする事業者は，数は多くないも

のの存在し，公募による事業者選定が成

立し得る見通しも得られた。

・検討辞退者も含めて，当該土地のマンショ

ン・住宅への転用に興味を示す事業者は

なく，将来的に土地の一部をマンション

等に転用するとしても，ホテル事業を継

続することがベストユースであろうとみ

なされている。

・現従業員の雇用に関しては，いずれの事

業者も基本的には引継ぎを前提としてい

るが，退職金などの労働債務を一旦すべ

て精算することを条件としている。

②　事業を行う上での意向，諸条件など

・土地・建物の取得を検討したいとする事

業者は，追加投資を行い，事業価値を高

めていくことを目的としているため，取

得後の追加投資に余力を残すため，取得

額についてはできるだけ抑えたいという

見解を持っている。

・土地・建物賃貸に関しては，初期投資を

抑えられるので基本的には検討可能とす

るところが多い。しかし，変動賃料の設

定を求める事業者が多い。また，再投資

や長期修繕の負担区分が神戸市との間で

将来的に協議を要する要因と成り得ると

いう意見が大半を占めている。

・土地は定期借地，建物のみ取得するとい

うことに関しては，明確に検討不可とす

る意見は少ない。事業に興味があるとす

る事業者は，初期投資を抑えられるとい

う点で好意的である一方，投資家目線で

考える事業者には，土地建物取得の場合

に比べやや興味がトーンダウンする傾向

がみられた。また，比較的短期での土地

買取のオプション発効時期を望む声が多

い。

⑵　公募条件の決定

　公募条件については，①舞子ビラあり方検

討委員会の最終まとめにおいて，今後の選択

肢として「一定期間のホテル事業存続等の条

件を付与し売却処分する選択肢を優先して，

賃貸借方式も選択肢に含め，幅広く事業提案

を募る」という意見がまとめられたこと及び

②平成24年度予算市会において，「この地が有

栖川宮家別邸跡という皇室ゆかりの市民の貴

重な財産であり，また『市民いこいの家舞子

ビラ』として長年親しまれ，地元からもホテ

ルとしての利用が望まれていることを踏まえ

ること」という附帯決議に関する委員長報告

がなされたことを踏まえどのような処分手法

が最適であるかを幅広に検討してきた。

　その結果，将来の市民負担へつながる建物

改修などの再投資リスクを避けるため，建物

については売却し，由緒正しく風光明媚な当

該地は，市民の貴重な財産として，引き続き

市が所有したうえで，ホテル事業の運営を条

件とした定期借地とすることが総合的に最も

良いのではないかと考えた。

　また，公募にあたり，神戸市財政の健全化

を図ることはもちろんのこと，神戸市民およ

び地域住民に親しまれてきた舞子ビラ事業が

長期的かつ発展的に継続しうるような，堅実

かつ実現性の高い事業提案を求めることとし

た。
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○公募概要

⑴　公募方式　公募型プロポーザル方式（企画

提案競技）

⑵　公募条件

　ホテル事業は継続し，土地部分については神

戸市からの事業用定期借地とし，建物は売却す

るとともに，ホテル事業は事業譲渡する。

①　建物譲渡条件

　最低売却価格金12億円（消費税別）

②　土地賃貸条件

　貸付方法，期間　土地事業用定期賃貸借契約

平成25年４月１日から30年間

　賃料　月額金1,149万２千円（消費税非課税）

　（保証金　賃料の６ヵ月分）

③　ホテル事業承継条件

　神戸マリンホテルズ株式会社との事業譲渡契

約の締結を前提

・事業譲渡価格　金1,000万円（消費税別）

・ホテル営業を休止することなく，ホテル事

業を継続する。

・従業員（役員以外の希望者全員）について

は，雇用条件等の処遇を同程度の条件で雇

用すること。

・神戸マリンホテルズ株式会社が契約当事者

となっている対外契約について，同社の契

約上の地位を基本的にすべて承継する。

・現在，神戸マリンホテルズ株式会社が受け

ている宿泊・レストラン・宴会・婚礼など

の各種予約を同条件以上で引継ぎ，既存顧

客に不利益を与えない。

⑶　選定方法

　選考委員会を設置し，事業提案内容を審査し

た上で，上位提案者中の建物購入申出価格上位

者を選定するコンペ方式で事業者の選定を行う。

⑷　スケジュール

　①募集要項配布，応募予定者登録申込書受付

　　　　　　　　　９月７日（金）～24日（月）

　②施設見学会　　　　　　　　10月１日（月）

　③事業提案書受付

　　　　　　　　　11月19日（月）～22日（木）

　④事業予定者決定　　　　　　　　12月下旬

⑸　事業予定者決定後について

　公募により決定した事業予定者と神戸マリン

ホテルズ株式会社との間で，円滑に事業の引継

ぎを行い，平成25年度当初からの切れ目のない

事業開始を図る。

９　信託解消にむけて

⑴　市民負担の軽減にむけた金融機関交渉

　代理人弁護士とも協議しながら信託銀行団

及び融資銀行との交渉を行い，平成24年９月

頃の公募手続きを円滑にすすめ，平成25年度

から次の事業者に事業を承継することを意図

して，今日に至るまでの神戸市，信託銀行団，

融資銀行との交渉における，公募を円滑に行

うための信託解消に向けた手続きや，それに

伴う清算コスト等，現段階での協議内容を確

認するために，関係者間での覚書締結を行っ

た。その後，信託解消に向けた手続きやそれ

に伴う清算コスト等について，覚書の締結を

行い，清算金などを圧縮するとともに，損失

補償契約に基づく，補償請求日の見直しによ

り，支払い利息を圧縮した。その結果，当初，

約10億円必要と言われていた清算コストを約

1／20に軽減できた。

　これは，舞子ビラあり方検討委員会の最終

報告や議会での議論を踏まえ，神戸市として

も金融機関への責任追及の必要性を十分に認

識したうえで，信託解消とそれに伴う清算コ

スト等の圧縮について，不退転の決意を持っ

て協議に臨んだことにより，金融機関として

も，舞子ビラ事業の円滑な事業承継に一定の

理解・協力の姿勢を示していただき，費用負

担の軽減に関してのコンプライアンスもある

中で，ぎりぎりの譲歩を得られたものと考え

ている。

⑵　補正予算（損失補償及び費用補償）

　金融機関との協議で大きな課題となってい

た，信託解消に伴うコスト（清算金や遅延利

息など）について，ほぼ協議が整ったことに

より，その諸経費および舞子ビラ建替え整備

費の残債務の処理（損失補償および費用補償）

に必要となる経費を24年９月議会で補正予算
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として計上した。

　＜補正内容＞

総額　102億900万円

・損失補償（相手方：融資銀行３行）

　　92億5,400万円

・費用補償（相手方：信託銀行団）

　　９億5,500万円

10　事業者決定へ

⑴　選考委員会の設置

　事業者の選考については，学識経験者など

外部委員７名からなる「舞子ビラ事業・不動

産活用事業者選考委員会」を設置し，平成24

年９月３日に，審査基準及び募集要項を決定

し，平成24年12月７日に，提案企業の財務状

況や，ホテル事業について専門家からの報告

を受け，平成24年12月13日に，提案者からの

プレゼンテーションを受けるとともに，提出

された事業計画書をもとに審査を行った。

　選考委員会では，「企業体力・安定性」「事

業推進体制」「事業提案の具体性・魅力度」「事

業計画の信頼性」等の項目について審査した。

○　選考委員会

第１回　９月３日（金）

　　審査基準及び募集要項の決定

第２回　12月７日（金）

　提案内容にかかる専門家からの報告

・会計士から財務状況（第三者の会計士から

の企業報告を元に）

・ホテル事業の専門家から事業スキーム，提

案内容の実現性について

第３回　12月13日（木）

　提案者からのプレゼンテーション

　事業予定者（及び次順位予定者）の選定

⑵　事業者決定

　今回の審査基準において，審査項目のみな

らず，審査ポイント，評価の視点まで公募要

項において公表した。ホテルの休業や，経営

困難に陥るなど，市民，地域住民に負担とな

るような結果を引き起こさないようにするた

めにも，選考委員会において検討し，採用し

た審査基準である。また，事前に意向等の調

査を行ったこと等もあり，６事業者が応募す

ることとなった。

　選考委員会における６事業者の審査の結果，

４事業者が70点以上となった。そのうち２事

業者が審査通過者となり，開札にいたった。

　その上で，神戸市が審査通過者の建物購入

価格申出書を開封し，その結果，明治海運㈱

が事業承継予定者として選ばれた。

○明治海運㈱の提案内容

①シティーホテルからアーバンリゾート

ホテルへの転換

②広域集客による宿泊事業の強化

③宴会・料飲施設の集中化による利便性

向上と運営効率上昇

④地元の食材，特産品の積極的な活用な

ど，地産地消の推進

⑤明海グループホテルおよび関連会社に

よるバックアップ体制の充実

⑥温泉スパリゾート，客室増室などを含

む将来的な緑風館建替え構想

○選定理由

　明治海運㈱の提案について，アーバンリゾー

トホテルに転化させるというコンセプトが明

快で，神戸市民および地域住民に親しまれて

きた舞子ビラ事業が長期安定的かつ発展的に

継続しうるような，堅実かつ実現性の高い事

業計画であったため。

＜提案内容に対する評価＞

・海運業を事業の主軸としつつも，ビル所有

賃貸業，ホテル業へと着実に多角化を図っ

てそれぞれ主軸に次ぐ事業へと育てており，

リスクヘッジの効いた事業ポートフォリオ

を形成していることから，グループとして

安定した経営が期待できる。



52
・

53
・

・ホテル業については，沖縄のラグナガーデ

ンホテル，北海道の稚内全日空ホテル，ニ

セコノーザンリゾート・アンヌプリの３ホ

テルを所有・経営しており，それぞれ良好

な業績を達成している。特に後者の２ホテ

ルについては赤字に苦しんでいたホテルを

引き継ぎ，僅か２～３年で黒字再建してお

り，ホテル経営能力は高いと判断される。

また，インターナショナルスタンダードの

ホテル運営ノウハウを吸収・利用し得る環

境にある。

・舞子ビラ事業については，従来，シティー

ホテル的な運営スタイルであったところか

ら，本来ホテルビジネスにおいて収益性が

高いと言われている宿泊部門を強化し，現

在集客力の高い料飲・宴会部門にリゾート

性を付加することで，アーバンリゾートホ

テルに転化させるというコンセプトが明快

で，納得感がある。

・今後少子化により競合環境の更なる激化が

見込まれる婚礼事業への経営資源投入より

も，収益性の高い宿泊部門を強化すること

を主眼とした提案をしており，ホテル経営

の専門的な見地からみても現状に即した堅

実かつ合理的な計画であると判断される。

　以上のことから，６事業者の提案の中で，

審査項目すべての項目において，内容点が高

く，全体として，「総合的にバランスのとれ

た」提案であったと評価された。

11　マリンホテルズ社の清算

　マリンホテルズ社は，明治海運㈱が100％出

資で設立したサフィールリゾート㈱に事業譲

渡したことにより，設立目的が消滅し，一定

の役割を終えた。従って平成25年３月18日の

株主総会で平成25年６月14日付の解散と清算

手続きを特別清算により行うことを決議した。

　その後，決議に基づき，平成25年６月14日

に会社を解散し，会社解散の公告と合わせ神

戸地方裁判所に特別清算手続開始の申し立て

を行った。

　今後，解散公告期間の２ヶ月の間に，裁判

所からの特別清算開始の命令を受け，清算手

続きを速やかに進め，平成25年９月には特別

清算を終えることとなる。

12　おわりに

　舞子ビラについては，有栖川宮家別邸跡地

という皇室ゆかりの市民の貴重な財産であり，

また，長年「いこいの家」として，市民に親

しまれてきた施設であった。今回の抜本的な

見直しに際しても，市議会をはじめ地元から

もホテルとしての利用が望まれていたことを

踏まえ，手続きを進めた。

　公募の結果，明治44年に創業し，100年を超

えて，今も創業の地「神戸」で事業を行って

いる明治海運㈱に事業が承継されたが，今後

も末永く地元に愛されるホテルであり続ける

ことを願っている。
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１．海上アクセス社の経緯・概要と

経営検討委員会の意見

　海上アクセス株式会社（アクセス社）は，

昭和63年12月９日，神戸と関西国際空港（関

空）を海上ルートで高速かつ快適に結ぶこと

を目的として，民間の旅客船会社が中心となっ

て設立した株式会社であった。しかし，経済

環境が悪化する中，法務省の出国審査と航空

会社のチェックイン機能を持つ神戸シティ・

エア・ターミナル（K－CAT）の円滑かつ健

全な運営を確保するため，神戸市に資本参加

を求める要望が民間企業や運輸省から出され，

海上アクセス航路の公共交通機関としての意

義が大きいと判断した神戸市は，平成６年６

月，関空の開港にあわせて資本参加し，27.6％

を占める筆頭株主となり，同社は第三セクター

会社に移行した。平成22年度末現在，神戸市

及び市の外郭団体を合わせた持株比率は74％

で，資本金は35億円（神戸市出資比率27.65％）

であるが，債務超過が約131億5,000万円（借

入金：神戸市約102億円，㈶神戸市開発管理事

業団約34億円），累積損失は約166億5,000万円

となっていた。

　アクセス社は，設立当初，迅速性・安全性・

確実性の観点から超高速水中翼船であるジェッ

トフォイル（２隻で約54億円）を使用して航

路事業を行ったが，バブル崩壊後の縮小経済

とマッチせず，開業４か月後の阪神・淡路大

震災の影響もあり，毎年多額の運営赤字を計

上した。当時は，年間約60万人に利用されて

おり，関空への重要なアクセスとして，筆頭

株主である神戸市から平成８～13年までの６

年間で約99億円の多額の運営資金を借り入れ

て運航を継続し，公共交通機関として一定の

役割を果たしていた。

　しかし，平成13年４月の法務省の出国審査

の廃止，さらに平成13年９月の米国同時多発

テロによる旅客数の大幅な減少，その影響に

よる航空会社のチェックイン機能の廃止等を

受けて，平成14年２月，航路事業を休止する

に至った。休止にあたっては，金融機関から

の残債務の借り換えのため，㈶神戸市開発管

理事業団（事業団）から34億円の融資（５億

円は返済）を受けている。

　しかし，利用者からの航路再開に向けた潜

在需要には根強いものがあった。また平成16

年７月の関西３空港懇談会においても，３空

港の相互補完性向上の観点から，神戸－関空

間の海上アクセスの開設が必要との認識で一

海上アクセス株式会社の
経営改革の取り組み

みなと総局経営企画部事業調整担当課長　近  都  正  之



54
・

55
・

致するなど，関空及びその関連諸団体の動き

も活発になった。

　これを受けて，アクセス社で航路再開に向

けての検討を行った結果，従来の３分の１レ

ベルまでの運航経費の圧縮，休止時において

再開のめどとしていた平成18年２月16日の神

戸空港開港による関空と神戸空港の連携の必

要性の強化，さらには，関空第２期滑走路の

平成19年８月２日の供用開始決定による旅客

増加の見通し，などの条件が整ったことから

再開を決定し，平成18年７月13日，航路事業

が再開された。

　再開にあたっては，航路休止時の平成13年

度の乗船実績と国による関空の需要予測から，

再開当初48万人の旅客を見込み，神戸市及び

事業団の借入金について，開業後41年目に返

済する見通しを示した。再開後は周知不足等

により乗船客は目標を大きく下回ったが，そ

の後のサービス向上，利用促進の取り組みに

より，利用客は年々増加し，平成22年度は，

39万人余りにも達した。この数字は，関空行

きリムジンバス神戸線の同年度の乗客数（約

60万人）の６割強であって，関空への公共ア

クセス機能として海上アクセスが確固たる基

盤を築きつつあることを示すものであるとい

える。

　平成23年１月の経営検討委員会の最終提言

では，外郭団体としてアクセス社が航路事業

を行うことについて社会的意義を認める一方，

市として航路事業を存続していくうえで，事

業の実施主体の経営の安定化は必須であるた

め，多額の債務超過の解消を図らなければ，

団体としての存続は困難であるとされ，また，

関連団体との統廃合を検討するよう指摘され

た。

２．海上アクセス社の航路事業の方

向性に関するあり方検討委員会の

意見

　経営検討委員会の最終提言を受け，みなと

総局外郭団体あり方検討委員会（あり方検討

委員会）では，同社の事業の継続のためには，

過去の債務を整理する必要があり，しかしそ

れには，当事業が神戸市と神戸市民にとって

高い公益性を持っているのか，またそのよう

に認定された事業を，外郭団体の公共事業と

して継続することが妥当であるのかについて

の検討がなされ，平成23年12月27日に最終意

見書として提出された。

　あり方検討委員会による検討結果は，以下

⑴から⑷のとおりである。

⑴　アクセス社の航路事業の公益性，採算性

と公共的事業展開の必要性（あり方検討委

員会意見書より）

　アクセス社の事業の公益性を3点からとらえ

ることができる。

　第一に，平常時に両空港を連携する多様な

アクセスを確保する観点からの公益性である。

アクセス社のサービスは，神戸と関空を結ぶ

競争モードであるバスサービスに対する代替

サービスの位置付けを越えて，神戸空港と関

空を最短で結ぶ絶対優位性のある交通機関と

しての認識が，利用者に次第に浸透しつつあ

り，これは重要なことである。その結果，神

戸と関空を結ぶ海上アクセスとリムジンバス

の市場シェアは，最近では４対６にまで接近

しており，この流れを断ち切ることは市民の

公益を損なうことになる。

　第二に，平常時の訪日旅客を神戸観光産業

に誘致する観点からの公益性である。関空に

到着し，京都・大阪から東京に向かう訪日旅
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行を造成する旅行会社にとって，神戸に向か

う順路を確保した商品造成は，バスルートで

は採算面等で困難とされているため，アクセ

ス社の海上ルートによる積極的な誘致促進策

がなければ，実質的に代替ルートのないミッ

シングロード状態が生まれる。この結果，訪

日旅客の大半は神戸に寄らずに，大阪・京都

に流れることになり，神戸への受け入れは，

一部の高級ツアーを除いて不可能になる。神

戸市の国際都市としての魅力をいくら増加し

ても，そこに誘引する装置がなければ，神戸

市並びに市民の公益を損なうことになる。そ

の意味で，海上アクセス航路は訪日旅客獲得

のための不可欠なインフラであり，公益性の

ある事業である。

　なお，訪日観光客の神戸への戦略的誘致効

果の単純な算定について，関空の外国人旅客

の20％の70万人（平成22年度総数346.7万人）

が神戸を訪問し１万円を消費する仮定すれば，

新規投資70億円が生まれる。これが神戸市経

済の所得となって，仮に市民が消費性向0.694

（総務省統計局「家計調査年報」掲載の神戸市

における平成21年の平均消費性向の値）に従っ

て漸次消費していくとして，その影響を投資

乗数によって測れば，70億／（1－0.694）＝

228.8億円の波及効果を生むことになる。ここ

で購入される財やサービスの30%が神戸市で

生産・自給されていると見れば，波及効果は

68億円程度となり，これは平成21年度の神戸

市の実質 GDP の0.1％の押し上げに当たる。

この約0.1％の波及効果は決して小さな値では

ない。

　またこのような波及効果は，関空からベイ・

シャトルを利用して医療産業都市を訪れる海

外のビジネスマンによってももたらされる。

阪神・淡路大震災復興のシンボルとして，当

時はまだ影も形もなかった医療産業を，神戸

市が新産業に育成，発展させた。この医療産

業都市の魅力的な将来像を認識した彼らを通

じて海外から誘引された投資も新たな波及効

果を生むことが期待できる。

　第三に，災害時等における代替機能として

危機管理対応サービスを提供する観点からの

公益性である。危機管理対応のために陸上の

代替ルートを海上に確保しておく必要性は，

市民の安心と安全に通じるものであり，阪神・

淡路大震災や東日本大震災の折の旅客や物資

の輸送の経験から認められている。

　その意味で海上アクセス航路事業は，神戸

市の新たな都市イメージである国際港湾物流

都市，観光・アメニティ都市，さらに医療産

業都市の３つの都市イメージ（前掲宮下國生

（2013）「外郭団体経営改革の方向性と具体的

事例の考察」14ページ図表１参照）のベース

にあって，安全・安心都市の発展を危機管理

面より支えており，同事業は神戸市と市民の

公益を守るために不可欠なものである。

　以上，３点の優れた公益性を有するアクセ

ス社の事業の採算性はどうかという点では，

公益性に優れても採算性に劣るならば，第３

セクターの事業として継続するには無理があ

るからである。その場合には，補助金の交付

のほか，上下分離方式や地方公共団体の直営

化も検討すべきであろう。

　アクセス社の経営状態は，平成18年７月の

航路事業再開以降，市からの補助金の計画的

な削減（平成23年度は平成22年度の52％減の

約4,600万円）にもかかわらず，経常損益の改

善が続いており，平成21年度と22年度には２

年連続で経常損益での黒字を達成している。

その背景には，平成18年７月の運航再開に当

たり，船種と船型を変更して建造費や燃料費，

メンテナンス経費を大幅に削減したことに加

えて，民間のノウハウを活用し合理的・効率

的な運航管理を行うため，事業提案型の公募

により運航を民間事業者に委託したという事
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情がある。その結果，運航経費を従前（21億

円）の３分の１以下の水準（７億円）に圧縮

し，さらに，会社組織も最低限の規模に抑え

るなど，合理化・効率化を図っている。そし

て，再開後においても，安全運航に配慮し，

一定のサービス水準は維持しつつ，効率的・

経済的なオペレーションのあり方を徹底的に

追求した結果，さらに２億円近い運航経費の

削減効果を生み出している。神戸市も，船舶

のリースにかかる利子負担軽減のために船舶

購入資金の貸付を行っている。

　その結果，競争的交通機関とみられるリム

ジンバスの運賃との比較においても，ほぼ同

等な運賃になるように値上げを図っても，乗

客数には大きな影響は与えないであろうとみ

られている。これは同社のサービス生産の効

率性が向上した結果であり評価できる。また

運賃値上げ分は市の補助金の減少につながる

ので，補助金なしの黒字化経営の道が見えつ

つある。したがって，アクセス社の事業自体

の採算性については，一定のプラスの評価が

可能であり，多様な新規戦略を継続的に立案

している同社の課題克服能力は確実で，期待

できるものがある。

　しかし，現時点において，アクセス社の事

業を現行のサービス水準のまま，第三セクター

に代わって，自らのリスクにおいて引き受け

る民間事業者が存在するかどうかという点に

ついて，航路事業では赤字となっている現状

では，事業参入に手を挙げる民間事業者は当

面は存在しないであろうと言わざるを得ない。

しかし，事業自体の公益性が高く，補助金な

しでの単年度黒字の達成に向けて経営改善が

進んでいる事業を，現段階で放棄してしまう

ことができないとすれば，公的機関が代わっ

てこの事業を公共的に維持しなければならな

いであろう。

⑵　アクセス社の航路事業経営見通し，事業

継続可能性と債務整理の必要性（あり方検

討委員会意見書より）

　アクセス社の事業自体が今後どのように拡

大発展しうるのかは神戸空港（関西の３空港

の相互連携を含む）の将来像との関係，神戸

経済，関西経済，ひいては日本経済の発展を

どのようにこの事業に取り組むかにかかって

おり，その段階においては，民間事業者の参

入が期待できるであろう。

　補助金なしでの会社全体での黒字化は達成

されつつあるので，当面は，航路事業の減価

償却前での黒字化，そして，最終的には，航

路事業で黒字化，と段階的に進めていく必要

がある。平成18年７月の航路事業再開以来，

海上アクセス社の収支は着実に改善し，立ち

上がり支援としての市の補助金は，平成23年

度には4,600万円にまで減少している。今後，

アクセス社が，企業としての収支均衡を図る

には，平成23年度予想の乗客数（37万人）が

さらに３万人増加（１万人で約1,500万円の収

入増）して40万人となることが必要である。

　将来，乗船客の増加が，毎年どの程度見込

まれるかであるが，それはベイ・シャトルの

認知度向上と関空の旅客動向に依存しており，

具体的には予測しえない。しかし関空と伊丹

空港との経営統合による取り組みや，関空の

格安航空会社（LCC＝ロー・コスト・キャリ

ア）の誘致の取り組みが進められており，今

後の関空の旅客増による効果も含めれば可能

であると思われる。

　次にアクセス社の収入からターミナル事業

や駐車場などのその他事業収入を除いて，最

終目標である航路事業のみでの収支均衡を達

成するには，平成23年度予算において，なお

単年度で，減価償却後では１億6,000万円程度

の収入が不足している。将来，乗船客数の増

加により，上記補助金が不要となれば，航路
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事業の収支不足分は約１億1,000万円に減じ

る。

　この不足分の内の約5,000万円は，関空到着

後のシャトルバスの運行経費にポーター経費

を加えたものであり，これが，航路事業の採

算性の観点からも，大きなハードルとなって

いることが分かる。もっともシャトルバスの

運行は航路事業の維持には不可欠のものであ

るから，これを廃止することはできない。将

来，ベイ・シャトルの直付けが可能なように

関空第２期ターミナルビルの施設整備が図ら

れることを期待したいが，しかし同ターミナ

ルビルの整備計画に進展がないため，収支均

衡までには，その分期間を要することとなろ

う。

　しかしアクセス社は，航路再開にあたって

スキームを抜本的に見直し，航路事業とター

ミナル事業（駐車場含む）を一体的に経営す

るという新たな事業スキームを築いたのであ

るから，その他事業として分類しているター

ミナル事業（約3,000万円の黒字）については，

現在は航路事業と一体的に捉えてよいと考え

られる。そうすれば，航路事業収支は大きく

改善することとなる。

　以上の検討によって，現在の海上アクセス

航路事業の優れた公益性，効率性並びに独自

性は，アクセス社の当面の事業継続にゴーサ

インを出していると判断できる。しかし，本

事業の公的機関による維持・推進にあたって

は，債務処理の仕組みはもちろん，安定的黒

字確保のための方策についても同時並行して

検討しておかないと，非常に多額の借入金の

返還に当たる同社は，極めて長期にわたって

債務超過状態のままとなり，企業として航路

事業を安定的に続けることは困難になる。

　とりわけほとんどが航路再開前のものであ

る多額の債務については，適切な債務整理を

行った上で，健全な財務体質のもとで航路事

業を長期に継続し，市民の利便性の確保と神

戸市経済の活性化に貢献していくことが肝要

である。この債務が航路再開前に処理されな

かったことに関して，当時，船種・船型の変

更によって運航経費が大幅に圧縮できる一方，

関空では第２期滑走路の開港により需要が大

きく伸びるという見通しを支持する意見があっ

たからかもしれない。しかし今振り返ってみ

ると，航路再開にあたって，債務整理を怠り，

多額の債務を残したまま事業再開したこと自

体が問題であり，過去の負の遺産である巨額

負債は現時点で整理すべきである。

⑶　債務整理手法としての民事再生手続と

DESの選択（あり方検討委員会意見書より）

　具体的な債務整理のあり方を検証すると，

まず債務整理を法的整理で行うか私的整理で

行うかのメリット・デメリット比較を行う中

で，再建型の債務整理にあたって最も重視し

なければならないのが債務免除（消滅）益に

対する課税問題である。なぜなら，アクセス

社が債権の放棄を受けた場合，あるいは債務

の資本化（DES＝デット（債務）・エクイティ

（資本）・スワップ（交換））が実施された場

合，大口債権者２名（神戸市及び事業団）の

みで136億円に近い債務免除（消滅）益が生じ

る場合があるが，新たな現金収入があるわけ

でないにもかかわらず，この多額の債務免除

（消滅）益は税務上の所得として課税の対象と

なるからである。

　したがって，このような課税を避けるには，

青色欠損金（平成22年度末で約６億5,000万

円）の損金算入のみでは対応できず，法人税

法の特例である「期限切れ欠損金（平成22年

度末で約158億4,000万円）の損金算入」の適

用が絶対条件となる。

　民事再生手続に依れば，債務整理の手法に

ついて，債権放棄と DES のいずれの手法を
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とっても法人税法の特例である「期限切れ欠

損金の損金算入」が適用でき，課税問題はク

リアできるとともに，債務整理に求められる

公平性・透明性も達成できる。また，債務整

理に当たっては株主責任を明確にするため

100％減資が行われるのが一般的であるが，民

事再生手続の中で100％減資を行うことも可能

となる。

　債務整理に先立ち100％減資を行う必要性

は，アクセス社が当初民間企業の出資により

設立され，後に市が資本参画し第三セクター

化したために，現在も多数の民間株主が存在

していること，同社が大幅な債務超過会社で

あり，株式価値がないこと，及び本来，株主

に優先して弁済を受けることができる立場の

債権者に債務整理で支援を求めながら債権者

に劣後する既存株主の利益を温存することは

不公平であることにある。したがって，株主

責任を明確にするため100％減資すべきであ

る。アクセス社は債務超過であるため，予め

裁判所の許可を得て（民事再生法第166条第１

項）減資等を織り込んだ再生計画案を提出し

（民事再生法第154条第３項），民事再生手続の

中で減資等を行うべきと考える。

　これまで，民事再生手続は，市の外郭団体

での適用事例は少なかったと思われるが，本

来，これは事業の再生を図ることを目的とす

るもので，手続面や税務面でも活用メリット

がある。

　民事再生手続に依れば，債務整理の手法に

ついて，債権放棄と DES のいずれの手法を

とっても課税問題はクリアできるが，アクセ

ス社のケースでは DES を採用する方がはる

かに優れている。DESは，債権者である神戸

市及び事業団にとって，債権の全部または一

部を全面的に放棄しないで，株式に交換して

おくことによって，将来，再建計画が成功し，

株式の価値が向上したときに利益を得ること

が可能となるからである。つまり，債権放棄

すれば１円の回収もできないが，DESにより

株式を取得しておけば，将来，株主配当や株

式売却によるキャピタルゲインを得ることが

可能となる。一方，債務者であるアクセス社

にとっても，DESは，債務を資本に振り替え

ることにより過剰債務を減少し，債務超過を

解消できるメリットがある手法である。

　さらに，神戸市は債務整理後も引き続き，

株主としてアクセス社の経営に参画する必要

があるところから，100％減資後に新たな出資

資金を要しない DES が，本案件の債務整理

に有効な手法であると評価できるからである。

　その際，アクセス社は DES の会計処理を

時価評価で行うことが望ましい。従来，債権

者側の会計処理については，企業会計上は時

価評価額説で統一されており，公営企業会計

上も時価での処理が望ましいとされているか

ら，それと表裏の関係にある債務者であるア

クセス社側の会計処理も時価評価額説による

のが望ましいと判断できるからである。

　また，DESは，株式を取得しておくことに

よって，将来，配当収入を得ることが期待で

きるが，そのためには配当可能利益が算出さ

れる必要がある。そこで，欠損金が一部残る

場合は，資本金の減資を行って欠損金を解消

するか，または，将来利益で解消するための

企業努力が必要となる。こうした点からも，

時価評価により債務免除（消滅）益を発生さ

せ，累積欠損金を解消することが妥当である。

　以上を総括すれば，債務整理の具体的な手

法としては，民事再生手続の中で，株主責任

を明確にするために100％減資した後，その後

神戸市及び事業団の債権のDES，及び必要に

応じて DES 後に資本金の減資を行うことに

より，債務超過と累積損失を解消することが

最適であると結論できる。これにより，市の

出資金と貸付金は，港湾事業会計において特
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別損失として処理されることとなるが，この

手法においては，新たな資金を必要とするも

のではない。

⑷　将来に向けたアクセス社の経営基盤の安

定化について（あり方検討委員会意見書よ

り）

　アクセス社は，会社全体での補助金なしで

の黒字化の見通しがたちつつある一方，航路

事業については，採算性に好転の見通しがあ

るものの，採算の確保にはなお一定期間を要

すると思われる。平成23年度時点においては

神戸市からの補助金が支出されており，事業

用地について神戸市による公益性等を理由と

する無償提供も行われている。

　さらにアクセス社は過去の債務の整理に

よって事業を継続し，将来に向けて飛躍する

べきである。しかしアクセス社の経営基盤の

強化・安定化のためには，債務整理だけでは

十分ではないと思われる。

　一般的には，経営再建にあたっては，債権

放棄等の債務整理に加え，経営基盤を強化す

るため，金銭や現物での出資や資産の譲渡に

よる上下分離等を併せて行うことがあるが，

市として，そうした支援を行わないのであれ

ば，他団体との経営統合による経営基盤の安

定化も望まれる（前掲宮下國生（2013）「外郭

団体経営改革の方向性と具体的事例の考察」

17ページ図表３参照）。

　今後も，航路事業の継続にあたっては，そ

の公益性，公共性，独自性に鑑み，アクセス

社との役割分担のもと，神戸市として港湾事

業会計において必要な支援をしていくことに

ついても，改めて市民に明らかにしておくべ

きである。

３．アクセス社の民事再生による債

務整理ほか，各団体の再編等状況

　アクセス社の事業継続及び債務整理をはじ

めとする，みなと総局外郭団体の再編につい

ては，上述の「みなと総局外郭団体の改革に

関する意見書」における考え方をベースとし，

神戸市の平成24年度当初予算への計上を経て，

下記のとおり進捗した。

⑴　アクセス社の民事再生による債務整理

①　神戸市の方針

　神戸市は，あり方検討委員会の意見を踏ま

え，海上アクセス航路事業の安定的な継続の

ため，同航路「神戸－関空ベイ・シャトル」

を運航するアクセス社について，次の世代に

負担を残さず問題を先送りしないという基本

方針に基づき，税務上の観点に加え，公平性・

透明性が求められることからも，再建型の法

的整理である民事再生手続により，改革を速

やかに進めていくこととした。

　具体的には，アクセス社が進める民事再生

手続に基づき，100％減資と債務の資本化

（DES）を内容とする民事再生計画に神戸市

が同意することで，アクセス社の債務超過と

累積損失の解消を図り，早急にアクセス社の

財務体質を抜本的に改善する。

②　平成24年度神戸市当初予算（港湾事業会

計・新都市事業会計）

ア．100％減資による出資金の特別損失９億

6,765万円

　　※別途権利の放棄に係る関連議案あり

イ．DES による債権の時価（１億3,330万

円）と帳簿価額（134億1,600万円）との

差額の特別損失132億8,270万円

ウ．DES により取得する株式１億3,330万

円
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③　民事再生手続の経過

　・平成24年２月16日

　　アクセス社が神戸地方裁判所に再生手

続の開始を申立て

　・平成24年３月12日

　　神戸地方裁判所が再生手続を開始決定

　・平成24年10月17日

　　アクセス社が神戸地方裁判所に再生計

画案を提出

　・平成24年11月15日

　　神戸地方裁判所が選任した監督委員（弁

護士）が意見書を提出

　・平成24年11月16日

　　神戸地方裁判所が債権者集会の決議に

付する旨の決定及び債権者集会を招集

　・平成24年12月17日

　　神戸地方裁判所が債権者集会を開催し，

神戸市の同意により再生計画案が可決

　・平成24年12月17日

　　神戸地方裁判所が再生計画を認可決定

　・平成25年１月11日

　　再生計画の認可決定が確定

　・平成25年１月31日

　　アクセス社が認可再生計画を遂行

　・平成25年２月１日

　　アクセス社が神戸地方裁判所に認可再

生計画の完了を報告（再生手続の終結を

申立て）

　・平成25年２月４日

　　神戸地方裁判所が再生手続を終結決定

④　再生計画の概要

　ア．債務整理の目的

　　航路事業を安定的に継続していく必要

があるため，海上アクセス株式会社（ア

クセス社）の債務を適切に整理し，早急

に債務超過（平成23年度末131億5,000万

円）及び累積欠損金（同166億5,000万円）

を解消することにより，財務体質を抜本

的に改善する。

表１　事業計画案の収支見通し
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　イ．再生債権

・再生債権者　神戸市１名

・再生債権額　134億1,086万円（確定額）

　ウ．債務整理の手法

・100％減資

　　アクセス社は，その発行済み株式7万株

すべてを無償で取得し，当該株式のすべ

てを消却するとともに，資本金35億円（内

神戸市９億6,765万円）の全額を減少させ

る，いわゆる100％減資を行う。

　　35億円は累積欠損金のてん補に充当さ

れ，その分累積欠損金は圧縮される。

・市債権の現物出資による資本化（DES）

　　アクセス社は，神戸市から再生債権全

額（134億1,086万円）の現物出資を受け，

同時に神戸市に対して１億7,000万円（現

物出資を受けた再生債権の時価評価額）

の株式を発行する，いわゆる DES を行

い，神戸市がアクセス社の100％株主とな

る。

　　現物出資を受けた債権の帳簿価額と時

価評価額との差額を債務免除（消滅）益

として計上し，その分累積欠損金は圧縮

される。

　　なお，民事再生手続を採ったことから，

債務免除（消滅）益に対し，特例として

期限切れ欠損金を算入することができ，

課税上の問題は生じない。

エ．事業計画案の収支見通し（61ページ（表

１）のとおり）

・平成24年度以降，神戸市の補助金なしで，

毎年度，営業利益及び経常利益のいずれ

も黒字を達成できることとなる。

・航路事業収支については，10期目（平成

33年度）には，ほぼ均衡することとなる。

（前提条件）

・収益・費用とも，平成23年度決算を踏ま

えた平成24年度見込をベースとし，再生

手続の計画として堅実な数値にすべきと

いう監督委員の意見を踏まえ，代理人及

び公認会計士が実現可能な収益とそのた

めに必要となる費用について，合理的に

見積もった。

・乗船料収入の算定にあたっては，料金改

定をせず，乗船人数について平成24年度

目標の380,000人をベースとし，平成25年

度以降毎年度3,000人増やす計画を基に見

積もった。（10期目（平成33年度）には，

平成24年度から約７％増の407,000人を達

成。）

・サービス維持のために必要となる設備投

資や大規模修繕・改修費を計画的に見込

んだ。

・増便や運航時間の延長等さらなるサービ

ス向上策については，実施時期や効果額

が未確定であるため，収支のいずれにも

盛り込んでいない。

・アクセス社が現在実施している事業のみ

の計画とし，株式会社OMこうべとの経

営統合に伴う収支改善効果等は，盛り込

んでいない。

⑤　アクセス社の債務整理（債務超過と累積

損失の解消）のフロー（63ページ（表２）

のとおり）
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⑵　神戸航空交通ターミナル株式会社（CAT

社）の解散及び清算

①　平成24年度神戸市当初予算（港湾事業会

計）

ア．会社清算による出資金の特別損失９億

1,650万円

イ．貸付金債権（７億2,300万円）の放棄に

よる特別損失６億7,000万円

　　※別途権利の放棄に係る関連議案あり

②　特別清算手続の経過

・平成24年４月２日

　　CAT社が神戸地方裁判所に特別清算手

続の開始を申立て

・平成24年６月４日

　　神戸地方裁判所が特別清算手続を開始

決定

・平成24年9月26日

　　神戸地方裁判所が CAT社と神戸市と

の間で締結された和解契約を許可

・平成24年11月12日

　　CAT社が和解契約に基づく弁済を完了

（神戸市が貸付金債権の一部を放棄）

表２　海上アクセス社の債務整理のフロー（債務超過と累積損失の解消）

海上アクセス株式会社の債務整理（債務超過と累積損失の解消）のフロー

（単位：億円）

ステップ１　：　100％減資 （資本金35億円）

       債務超過
            131.6

借入金等
137.4

負債

資産

6.6

累積損失
131.6

資産

6.6

その他負債0.8 その他負債0.8

【100％減資後】　 【平成25年1月31日時点の貸借対照表】

累積損失
１66.6

→

借入金等
137.4

負債

ステップ２　：  ＤＥＳ （対象債務 134.1億円）

　　　DES対象債務の時価評価額1.7

　　　　 債務免除益132.4

          (DES対象134.1-資本1.7)

→

その他負債0.8

【100％減資後】 【ＤＥＳ実施後】

株主資本1.7

その他負債0.8

累損
圧縮
△35

資本金35

（利益剰余金0.8）

借入金(分割返済分)3.3 資本金0.85
資本準備金0.85

　　　　   債務超過 累積損失
131.6

累損
解消

△131.6

借入金

神戸市102
事業団34

負債

資産

6.6

借入金(分割返済分)3.3

資産

6.6

資本金35

借入金等

134.1

負債

現物出資

を受けるＤ

ＥＳ対象債

務
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※ CAT社から神戸市への不動産及び現

金残額の弁済4,710万円

※神戸市から CAT社への貸付金債権の

一部を放棄６億7,590万円

・平成24年11月15日

　　CAT社が神戸地方裁判所に特別清算手

続の終結決定を申立て

・平成24年11月15日

　　神戸地方裁判所に特別清算手続の終結

決定

・平成24年12月13日

　　特別清算手続終結決定の確定

・平成24年12月14日

　　特別清算終結の登記及び登記簿閉鎖

⑶　財団法人神戸市開発管理事業団（事業団）

と株式会社神戸ニュータウン開発センター

（NT社）の経営統合

①　平成24年度神戸市当初予算（新都市事業

会計）

ア．経営統合に伴うNT社への出資金160億

円

※ NT社が事業団に支払う事業譲渡価額

（事業団の純資産見込額160億円）相当

額

イ．事業団の清算に伴う残余財産の受納160

億円（収入）

②　経営統合の経過

・平成24年9月30日

　事業団が解散

・平成24年10月1日

　事業譲渡契約を締結（事業譲渡価額130

億7,700万円）し，経営統合により，社

名を株式会社 OMこうべに変更

４．海上アクセス航路事業の今後の

展開

　アクセス社においては，民事再生手続によ

る債務処理（債務超過と累積損失の解消）を

終え，健全な財務体質となったところである。

　平成24年度の乗船人数は372,049人と，領土

問題の影響による訪日客等の減があったもの

の，平成23年度を上回る実績であった。また，

アクセス社の平成24年度決算については，営

業利益，経常利益ともに，初の「市補助金な

し」での黒字，通算では４年連続の黒字を達

成した。

　しかしながら，本業である航路事業単体と

しては，年々改善が図られてはいるものの，

依然として赤字基調が続いている。航路の安

定的な継続のためには，リムジンバスなど関

空へのアクセス手段の競合が激化する中，ま

た，過去にも経験した，航空需要の大きな変

動や燃料費の高騰など，いわゆるイベントリ

スクにも耐え得る財務体質の構築が不可欠で

あり，認可決定された事業計画（平成24年度

～平成33年度）をベースとし，一層の収支改

善を進めていく必要である。

　収支改善に関しては，費用面では，引き続

き経費節減の工夫は当然であるが，固定経費

が大部分を占めるため，その削減には限界が

あり，収支改善には，さらなる収益増大，す

なわち乗船客数増が不可欠である。

　乗船客増の取組みとしては，一層の「利便

性の向上」と「PR強化」が挙げられる。

　「利便性の向上」については，要望が多かっ

た早朝・深夜時間帯の増便，あわせて往復利

用割引を平成25年４月から実施中である。加

えて，現行２隻での運航体制では自ずと限界

があるものの，できる限りニーズに即応した

ダイヤ編成，予備船（１隻）を活用した遊覧

を組み込んだチャータープランの造成などソ
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フト面での取組みのほか，船舶の改修，ター

ミナル駐車場の立体化，神戸空港ターミナル

からの歩行導線の改善といった利便性向上の

ための設備投資についても，今後必要となっ

てくる。

　「PR 強化」については，神戸から関空へ

の唯一の海上ルートである，ベイ・シャトル

の利便性・優位性について広く周知していく

必要があり，具体的には，船の魅力・快適性，

神戸－関空間をわずか30分，渋滞なしでの運

航，旅行期間中神戸側駐車場が無料で利用で

きる点，高い就航率（約99％）及び欠航時の

バス代替送迎，船内バリアフリートイレなど

について発信していくことである。現在，ベ

イ・シャトル利用者は，神戸市内，兵庫県内

はもとより，泉州・泉南地域，中国・四国地

方，さらにはアジアからの訪日客など広範囲

に及んでいることから，より効果的，広域的

な PRの展開が求められる。

　安定的な事業継続のためには，こういった

アクセス社による「利便性の向上」，「PR強

化」といった経営努力が第一である。一方，

神戸市としても，運営にかかる補助金を平成

23年度限りで廃止したものの，あり方検討委

員会意見書でも触れられているとおり，航路

事業に対して，両空港のアクセス確保，観光

振興，災害時の陸上交通の代替ルート確保と

いった公益性を有していることから，公共交

通機関として，その安定的な継続のため，公

共部門としての一定の支援については続けて

いく必要がある。

　海上アクセス航路事業に対する神戸市によ

る支援の必要性については，海上アクセス航

路事業が広く市民の間に定着していること，

関空からの唯一の海上ルートとして，世界か

らの航空旅客を誘致し，例えばポートアイラ

ンドを中心に展開する医療産業都市，神戸ク

ラスターの国際的知名度向上に貢献している

点，都心ウォーターフロント活性化，さらに

は，港町神戸の海運・港湾文化の継承といっ

た点などからである。

　あり方検討委員会の提言にも示されている

とおり，さらなる経営基盤の強化を図り，航

路事業の安定的な継続のため，平成25年度に

おいて，OMこうべ社との経営統合が予定さ

れている。この経営統合により，事務効率化

やスケールメリットを生かしたコスト削減は

もとより，共同販促による顧客の拡大など，

航路事業の一層の機能強化も期待されるとこ

ろである。
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関連図書紹介

第三セクターの経営改善と事業整理	 宮脇　淳編著　

外郭団体・公営企業の改革	 宮脇　淳・蛯子　准吏編著　

　地方自治体の財政運営を巡って，自治体財政健全化法が2009年４月以降本格施行され，自治

体財政の透明性が大きく高まったと評価されている。その一方で，地方交付税の財源不足を補

う臨時財政対策債の占める割合の高まりなどによって，地方財政制度全体の大きな見直しが必

要になっていると指摘されている。

　第三セクターは，民間活力活用の手法の一つとして，官と民間の長所を発揮するために発想

された枠組みであるが，バブル経済破綻以降の経済環境の激変の中で，第三セクターの多くは

経営基盤が大きく揺らぎ，実質的な倒産に追い込まれる事例も発生している。その中で，指定

管理者制度の発足や財政健全化法の施行などに伴い，第三セクターの経営と事業の徹底した見

直しが課題となっている。しかも，第三セクターの経営と事業の見直しに当たっては，これま

でとられてきた地方自治体による出資・出損金の追加や損失補償などで延命を図るということ

ではなく，事業廃止を含めた徹底した議論が求められている。

　このような第三セクターの経営と事業の抜本的な見直しが必要とされる中で，本書は，第三セクターの経営状況を抜本

的に見直すのか，事業の整理に踏み切るのかを判断する材料を提示するものである。なお，本書では，基本的には，民法

法人，会社法法人からなる，狭義の第三セクターを対象としており，必要に応じ，経営課題等が共通する他の法人形態に

ついても第三セクター等と称して，検討が行われている。具体的には，改革プランの策定方法，点検と監視の充実，第三

セクターの見直しで課題となる法的整理，特定調停の事例，損失補償の裁判例などが取りあげられている。同時に，第三

セクターの経営状況の分析，そして自治体健全化制度との関係，第三セクターと地方自治体の病巣について掘り下げられ

ている。

　このように，本書は，第三セクターの経営と事業の抜本的見直しに対して，実践と理論の両面に資する内容であるた

め，自治体財政の健全化に向けた実務に役に立つ一冊である。

　社会経済情勢の構造的変化は予測を超えたスピードで地域社会に影響を与え，その影響は自

治体だけでなく自治体と密接不可分の関係を持つ外郭団体や地方公営企業にも及んでいる。こ

うした経営環境においては，外郭団体等は組織や事業を固定的に捉える反復経営から経営環境

の変化に応じて常に構造改革していく姿勢が求められている。また実際に改革していくために

は，改革に取り組む関係者には，現状認識・課題・目標等を共有し，実現可能な施策を実施し

着実に成果を上げていくことが求められる。

　本書は，そうしたニーズに応えるため，外郭団体等の改革に取り組みにあたっての認識すべ

き基本的事項，基本的な考え方，推進方策を整理している。具体的には，第１章では，外郭団

体等が置かれている現状を外的要因・内的要因の両面から整理するとともに，第２章では，改

革の推進にあたっての枠組みと具体的な推進方法について先進事例を踏まえて整理している。

また第３章では，病院，公営地下鉄，水道事業を取り上げ，改革のポイントを整理するととも

に，第４章では，中長期的な視点から今後の公的な企業活動のあり方について整理している。

　厳しい経営環境にある外郭団体等を改革するためには，他者が規定した法令，制度等の知識（INの知識）に習熟する

だけでなく，自ら新たな制度等を創造し実践する知識（OFの知識）も必要であり，本書で紹介されている基本的理論や

豊富な先進事例は大いに役立つものと考えられる。

学陽書房

本体3,400円+税

ぎょうせい

本体2,381円＋税
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第三セクター改革と自治体財政再建	 入谷　貴夫著　

地方公営企業・第三セクター等のための抜本改革実務ハンドブック	 地方公営企業制度研究会著　

　第三セクターは，様々な事業分野で設立され，住民生活や地域経済と密接に関連してきた。

しかし，その運営には，法人自治が前提となっているため自治体の関与は限られている。

　このため，堅実な運営を行う第三セクターがある一方で，赤字や債務超過などの経営問題，

一時借入金による不適正な財務処理や損失補償などの財政問題，破たん処理に関わる法的問題

などに直面する第三セクターも多い。今日，第三セクターはシステムとしての諸問題が噴出し

危機的な状況にあると筆者は指摘する。

　もはや，市場評価や市場の規律づけを機能させる方法，すなわち“市場の力”に頼るだけで

は解決しないと述べ，財政健全化法の制定や地域力再生機構の創設など，第三セクター改革を

せまる制度が動き出す中，第三セクターの民主的改革について考察をしている。

　考察するにあたり，まず，第三セクターが担っている事業の性格を基礎とした本質的な定義

として，２つの基準を設定した。第一は，事業内容が基礎的サービスか選択的サービスかとい

うことであり，第二は補完型か開発型かである。筆者によれば，例えば，福祉・医療，教育な

どは基礎的サービスであり，補完型である。これと対極にあるリゾート開発やビル開発は，選択的サービスであり開発型

にあたる。

　本書は，全５章を通じて，第三セクターの基礎的な仕組み・経営状況の見方，最近の第三セクター改革論議の論点や，

第三セクターの経営悪化の原因と自治体財政への影響，破たん処理の現状，民主的改革を進めるための制度設計，住民に

よる第三セクターチェックの方法などについて論じている。

　課題解決のために，「市場」や「行政」の統制ではない，「自治の力」による改革案を提示し，社会的統制を担う主体と

して，自治体が団体自治を確立し，住民自治が根付くことが不可欠であると述べた。そのためにはまず，権限と責任を持

つ自治体が，しっかりとした第三セクターに関する条例をもち，その実現のため，住民の自治的な活動と世論により，住

民を代表する議会の監視・提言活動が効果を発揮することが期待されていると述べている。

　本書の言葉を借りれば，第三セクターや自治体財政に関する研究成果をベースとしながら，新しい動向を踏まえて執筆

したものであり，第三セクターに関して，有用な情報を提供する一冊であると考えられる。

　本書は，公営企業，第三セクター等の抜本改革にあたって参照すべき事項について，コンパ

クトかつ体系的に整理して作成したものである。

　公営企業は住民生活に身近な社会資本を整備し，必要なサービスを提供する役割を果たして

おり，将来にわたりその本来の目的である公共の福祉を増進していくためには，その経営環境

の変化に適切に対応し，公営企業のあり方をたえず見直していくことが不可欠である。

　また，地方分権改革の推進に伴い，地方公共団体の財政規律化の強化が求められるなかに

あって，地方公共団体が損失補償等を行っている第三セクター等の経営状況が著しく悪化して

いる場合は，将来的に地方公共団体の財政に深刻な影響を及ぼすことが予想されることから，

第三セクター等の改革を推進し，財政規律の強化を図ることが求められている。

　特に，平成21年４月から地方財政健全化法が全面施行されたこと，さらには地方財政法が改

正され，時限措置として第三セクター等改革推進債が創設されたことを踏まえ，平成21年度か

ら平成25年度までの間に，公営企業，第三セクター等の抜本改革に集中的に取り組み，一層の経営健全化，将来的な財政

負担の明確化及びその計画的な削減を図ることが，全国の地方公共団体における喫緊の課題となっている。

　本書の第１章では，公営企業・第三セクターの概要として，これらの経営状況とこれまでの経営改革の制度改正の経緯

について記述している。続く第２章では，抜本改革が必要とされる理由と背景について，地方財政健全化法が全面施行さ

れたことをふまえ，公営企業・第三セクターが地方公共団体の財政に影響を及ぼすしくみ等について記述している。次に

第３章では公営企業についての抜本改革と経営健全化の具体策について，第４章では土地開発公社や林業公社など，第三

セクター等の抜本改革の具体的な事例について記述している。

　本書は，公営企業，第三セクター等の経営改革に関する実務を担当する職員だけでなく，これらの経営改革の入門書と

して，広く一般の自治体職員にも読んでいただきたい一冊である。

自治体研究社

本体2,200円+税

ぎょうせい

本体2,571円＋税
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都市における新産業創出のモデル
元　神戸市経済局参与　大 塚 辰 美

   Ⅰ．神戸ファッション都市への挑戦

　神戸市の人間環境都市宣言は1972年である。

重厚長大産業に支えられてきた港都は，工場

三法で工場・大学の新設等が制限され，公害

のない新しい産業の創出に迫られていた。

　同年，神戸の婦人子供の服飾洋品製造卸11

社と神戸ブラウスグループ14社が大同団結し，

KFA（神戸ファッション・アソシエ－ション）

を結成した。35社の半分以上が年令30代前半

で年商350億円の中小企業の集まりであった。

　一方，当時の神戸には開港以来西洋文化を

取り入れ，ハイカラ神戸の生活文化がライフ

スタイルとして街とヒト・モノに色濃く生き

残っていた。婦人服飾のほか洋菓子・洋家具・

靴などの生活文化産業がファッション産業と

して育っていく基盤があった。

　73年神戸はファション都市宣言を行い，

KFA は８大行動目標を発表した。①グロー

バルファションフェアーの開催，② KFA 世

界デザインコンテストの毎年開催，③神戸

ファッション大学の設置，④ファッション月

刊誌「ファッション神戸」世界に発刊，⑤

ファッションセンス・品質保証の KFA ラベ

ルの実現，⑥ファッション博物館・資料館の

建設，⑦ファッション街区・ファッション

ショー会館実現，⑧国際ファッション都市団

体との交流提携，である。

   官民一体の推進が始まった

　商工会議所は第１回神戸ファション懇談会

を開催，市は人材養成のためファッション市

民大学の開校と世界最先端ファッション発信

地ミラノに情報収集のため駐在員事務所を開

設した。市・会議所・神戸新聞社は神戸ファッ

ション・フェアーをスタートさせ，クリエー

ターたちも KFA も結成した。74年 KFA は

ポートアイランド・ファッション街区建設の

ため，（協）神戸ファッションシティを設立，

市・会議所・新聞社は「コウベ・ファッショ

ン・デザイン・コンテスト」スタートさせ，

会議所は「欧州ファッション都市調査団」を

派遣した。

　82年にはKFA会員34社の年商は2,047億円，

従業員5,070人に達した。89年ポートアイラ

ンド・ファッション38社の街開きがあり，待

望の神戸芸術工科大学が開校した。91年には

六甲アイランドに神戸ファッションマートが

オープンした。91年の神戸のファッション産

業市場規模は７業種（アパレル，洋菓子，婦

人・紳士靴，清酒，真珠，洋家具，クリスマ

ス用品）で１兆4,134億円（アパレル177社年

商約6,276億円）に達した。

　92年には業界振興の核となる神戸ファッ

ション協会が設立され，神戸ファッション美

術館もオープン，KFA の８大行動目標はほ

ぼ達成された形となる。

　神戸のファッション産業は，都市のライフ

スタイルを産業化し，個性化・多様化する高

度経済社会の中で成長を続けた。民間の活力

を生かしながら，行政，産業界，マスメディ

アが連携し，都市のサバイバルを賭け，産業

創出に向かったモデルとして記憶されるべき

であろう。

　今年は「ファッション都市宣言」から40周

年に当る。

参考文献

・ファッション都市神戸への夢－川上勉提言集，2004年

・神戸ファッション市場規模調査㈶神戸ファッション協

会，1992年

歴史コラム
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   Ⅱ．コンベンション都市への挑戦

　ポートピア‘81は世界36カ国が参加，入場

者1,611万人で，今日まで地方博の歴代記録

を保っている。博覧会は日本初の海上文化都

市を内外に披露するものであった。日本初の

新交通システム「ポートライナー」の運行，

さらに博覧会の遺産を持続するため都市戦略

として中規模ながら日本初のコンベンション

３点セット（会議場・展示場・ホテル）を整

備していた。ホテルは民間の地元資本，会議

場・展示場は市の建設運営で，官民一体の推

進体制がとられた。

　翌年には博覧会の収益金を基に「ポートピ

ア81記念財団」が設立され，コンベンション

推進を資金面から支援していくことになる。

推進主体としては，80年にコンベンション・

国際交流・貿易促進のため㈶神戸国際交流協

会が設立されていて，コンベンション施設の

管理運営・誘致・支援助成・自主事業の開催

等を担当した。

   記念財団は育ての親

　コンベンション都市とは「人・モノ・知識・

情報などの交流のための集まりであり，ある

国，地域へそれらを呼び込むシステム」とさ

れる。85年に106か国参加で史上最大の「ユ

ニバシアード神戸大会」，89年には37か国地

域の参加で史上最大の「フェスピック神戸大

会」が開催された。いずれの大会も「ポート

ピア81記念財団」の果実が活用された。90年

には会議開催も可能な展示場２号館が完成し，

会議の大規模化に対応した。

　国際会議統計で神戸は都市別，会議場別で

上位を占めてきた。成功の理由は，①他都市

に先んじて，３点セットを整備し，Step 

byStep で新しい都市機能を整備してきたこ

と，②神戸国際交流協会に業務を一元化し，

実績と経験を集積してきたこと，③記念財団

は果実を活用し，設立から20年間で果実82億

円を543件の国際会議・イベント等に助成し

てきた。協会では，自主事業で準備資金の助

成を受け，見本市専門業者と共催で独立採算

で国際見本市・会議を開催してきた，一例が

86年から隔年開催で06年に20周年を迎えたア

ジアで唯一の海洋の国際見本市・会議「テク

ノ・オーシャン」である。

　神戸で初めて開催された国際会議も多く，

94年開催の「国際糖尿病学会」は３年ごと開

催の会議を９年前の85年バルセロナ会議で神

戸開催が決定したもので，神戸開催時の参加

者5,263人，うち102か国から外国人参加者

3,255人，うち女性24％で，31％に男性同伴

者があった。同年の「国際青年会議所世界会

議」も110カ国から１万5,000人が参加した。

神戸開催の国際会議の特色は，医学関係の国

際学会主催が多く，経済関係の国際会議は多

くは経団連など経済三団体にお願いしてきた。

   神戸を知ってもらう最大の機会である

　参加者は世界の第一線で働く専門家・オピ

ニオンリーダーである。コンベンションは「情

報の市」であり，その効果はボーダレスであ

る。ホストは都市であり，「都市」を「商品」

として独自の方法で売るビジネスである。商

品は国際価格での国際競争である。経済的波

及効果以上に，社会開発効果，都市の情報発

信機能・国際化の促進に役立つ。知的労働集

約サービス産業でもある。Weekday ビジネ

スで宿泊施設の稼働率向上にも寄与する。

　誘致プロモーション・受入れには「神戸を

愛する経験豊かな国際的に通用する人材」の

継続的育成が欠かせない。Know Who ビジ

ネスであり，ヒューマン・ネットワークの世

界でもある。

　都市の成熟化が進むと，その都市が持つ固

有の価値をその存続の基盤として成長を続け

ていこうとする。２つの都市像は都市のサバ

イバル戦略であった。

参考文献

・「神戸・コンベンション都市への政策ビジョン」（財）

神戸都市問題研究所，1983年

・季刊「都市政策」第68号「国際コンベンション都市の

展開」　1992年



70
・

71
・

■ ネット選挙（公職選挙法の一部改正） 　 　

■ マイナンバー法 　 　

　平成25年４月19日の参院本会議で，インターネット選

挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律（議

員立法）が全会一致で可決，成立した。

　現行の公職選挙法は，選挙の公正，候補者間の平等を

確保するため，選挙運動期間中に配布できる文書類を一

定のビラやはがきなどに限定しており，ホームページな

どインターネット上で選挙運動にかかわる記載は禁じて

いた。今回，インターネット等の普及に鑑み，選挙運動

期間における候補者に関する情報の充実，有権者の政治

参加の促進等を図るため，同年７月の参院選から選挙中

でも政党や候補者が，ホームページやブログの更新，ツ

イッターやフェイスブックなどの「ソーシャルメディア」

等を利用した選挙運動が可能になった。動画共有サービ

スにも候補者の動画を投稿できる。参院選以降は，地方

選挙でも同じように解禁される。

　また，有料のネット広告は原則禁止されているが，政

党のホームページに限り，他のホームページから誘導す

るバナー広告も掲載が可能となった。

　一方，電子メールによる選挙運動については，誹謗中

傷や他人をかたるなりすまし対策のため，政党と候補者

に限定されており，一般の有権者は引き続き禁止されて

いる。虚偽の氏名を使って候補者になりすましてホーム

ページを開設した場合は，禁錮２年以下か罰金30万円以

下，政党や候補者以外の有権者がメールを送信した場合

は，禁錮２年以下か罰金50万円以下の罰則を規定し，い

ずれの場合も，投票する権利や立候補する権利といった

公民権も停止される。また，誹謗中傷の被害を受けた候

補者が，対象のホームページを運営するプロバイダーに

通報して，書き込んだ本人から２日間異議がない場合，

書き込みを削除できるようになった。

　ネット選挙運動が解禁されることにより，インターネッ

トに慣れている若い有権者，これまで選挙や政治と縁が

なかった人たちの関心や投票率が上がると期待されてい

る。一方，間違った情報やデマでも一度発信されると拡

散して消し去ることが難しいというネットの欠点もある。

一般の有権者が，誤った情報に基づいて政党・候補者を

選択する危険性や，政党や候補者にしか認められていな

い電子メールを送信する選挙違反が頻発する可能性もあ

り，早い段階から，警察や選挙管理委員会による注意点

の周知が求められる。

　国民一人ひとりに番号を割り振って所得や納税実績，

社会保障に関する個人情報を１つの番号で管理する共通

番号「マイナンバー」制度の関連法（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律）

が，平成25年５月に成立した。平成28年１月からマイナ

ンバーの利用が始まる予定である。平成27年秋ごろに市

区町村が国民全員にマイナンバーが記載された「通知カー

ド」を郵送し，希望者には氏名，住所，顔写真などを記

載したＩＣチップ入りの「個人番号カード」を配布する。

　マイナンバー制度は，行政機関が別々に持っている所

得や年金，医療費などの情報を，国のネットワークシス

テムを通じて，各機関が使えるようにする仕組みである。

このネットワークでは，まずマイナンバーをコンピュー

タで暗号化して「見えない番号」をつける。見えない番

号にしておけば，ネットワークに侵入されても個人が特

定されない。国や自治体は，ネットワーク上でマイナン

バーと見えない番号を一致させて個人情報を使う。本人

に番号を通知する顔写真つきのカードは，運転免許証の

ように本人確認の道具として使える。

　行政機関は現在，年金，医療，介護，税務などの国民

の個人情報をばらばらに管理しているが，マイナンバー

制度の導入でこれらの情報を結びつけることができる。

この結果，行政コストが削減できるほか，個人の所得状

況や社会保障の受給実態を正確に把握しやすくなり，公

平で効率的な社会保障給付につながる。国民にとっても，

年金などの社会保障給付の手続きや税金の確定申告で，

住民票や納税証明書といった添付書類が不要になり，手

続きが大幅に簡素化される見通しである。

　また，消費税増税時の低所得者対策の一つとして検討

されている給付付き税額控除の実施にも，マイナンバー

制度が不可欠である。給付付き税額控除は所得に応じて

負担を軽減でき，軽減税率よりも低所得者対策として有

効と言われている。

　一方で，税金逃れ対策としては，マイナンバーを導入

しても税務署がつかむ所得の正確性はほとんど変わらな

いと言われている。マイナンバーでまとめて管理する情

報は，従来から行政機関に提出しているものに限られて

いるためである。

　また，個人情報の漏えいや番号の不正取得による悪用

への懸念も消えない。国は情報の取り扱いを監視する第

三者委員会を設置する。漏えいに関わった職員には懲役

や罰金の刑罰が科される。

　今回のマイナンバー法では，マイナンバーの利用は社

会保障や税などの行政分野の利用に限定された。医療な

どの民間の分野については，施行後３年をめどに利用範

囲の拡大を検討することとなった。

潮　　流
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■ １票の格差選挙無効判決 　 　

■ 神奈川県独自課税条例違法判決 　 　

　最高裁が違憲状態とした平成21年の衆議院選挙の定数

是正が行われず１票の格差（最大2.43倍）が残されたま

ま実施された昨年12月に実施された衆議院選挙は違憲だ

として，有権者等が選挙無効を求めた一連の訴訟におい

て，初めて「選挙無効」の判決が出されるなど厳しい判

決が相次いだ。

　今回の選挙に対しては全国で16件の選挙無効請求訴訟

が各地の高裁・高裁支部に提起されたが，14件が「違憲」

２件が「違憲状態」とする判決が出され，うち「違憲」

とした２件（広島高裁及び広島高裁岡山支部判決）にお

いて選挙無効請求訴訟では初の選挙無効判決が出された。

　まず，広島高裁の判決では，平成23年に出された最高

裁大法廷判決が投票価値が不平等で違憲状態と判断し，

都道府県に最初に１議席ずつ割り振る１人別枠方式が人

口比例配分をゆがめているとして同方式の廃止を求めた

が，今回の選挙で定数配分は変更されず格差は2.43倍に

まで拡大したが，最高裁判決から１年半後となる昨年９

月までに区割りを是正すべきだったと指摘し，合理的期

間内に是正されなかったとして違憲と判断した。そのう

えで選挙の有効性について，前回選挙から格差が拡大し

ただけでなく格差が２倍以上の選挙区も45から72に急増

した経緯を重視し，憲法上許されるべきでない事態に至っ

ているとして，対象となった広島１区，２区の選挙のや

り直しを命じた。無効の効力については，区割りの是正

が無効となった選挙区の選出議員不在で進む事態が起こ

ることなどから直ちに無効とすることは相当ではないこ

とや選挙無効の状態を長期間放置すれば政治的混乱を招

くといった点なども考慮し，いわゆる「将来効」の考え

方に基づき，区割り見直し作業を衆院選挙区画定審議会

が始めた昨年11月 26日から１年後に効力が発生すると

した。

　一方，広島高裁岡山支部の判決では，対象となる岡山

２区と有権者が最少の高知３区の格差は1.41倍だったが，

２倍未満でも憲法違反の区割りに基づいており，違憲だ

と判断した。さらに，選挙を無効とすべきかどうかを検

討し，選挙を無効とした場合には議員が不在になるなど

の影響はあるが１票の格差を容認することの弊害に比べ

て大きいとは言えず，公益に与える影響を考慮して原告

の請求を棄却できるとした事情判決の法理を適用するの

は相当ではないとした。さらに，無効判決の効力につい

て，投票価値の平等は最も重要な基準とされるべきだな

どとして，判決確定により猶予期間なく無効になると指

摘し，広島高裁判決よりさらに踏み込んだ内容となった。

　今後，一連の判決を受けて夏にも最高裁において厳し

い判決が出されることが予想されるとともに，国会にお

いては区割り見直しや１人別枠方式の廃止など抜本的な

制度改革が求められている。

　2013年３月21日に，最高裁第１小法廷は，神奈川県が

2001年に独自制定した「臨時特例企業税」条例が違法だ

として，同県内に工場を置くいすゞ自動車が納税した約

19億円と還付加算金などの返還を命じた。自治体が条例

で定めた独自課税について違法・無効と認めた最高裁判

決は今回が初めてであるとみられている。

　地方税法では，企業が利益が出ても過去の赤字分と相

殺することが可能で，法人事業税がゼロになる企業も多

かった。これに対して，神奈川県は税収安定化に向け，

企業税を，2000年の地方分権一括法の施行で自治体が法

律の定めのない独自の税（法定外税）を創設しやすくなっ

たことを受け，総務省の同意を得て導入した。企業税は，

県内に事業所があり資本金５億円以上で，当期利益を上

げながら，過去の赤字を欠損金として繰り越すことで法

人事業税を減免された企業を対象とした。その後，赤字

企業にも企業規模等に応じて税を徴収できる「外形標準

課税」が導入されたのに伴い，2009年３月に廃止されて

いる。この間，県は約1700法人から計約480億円を徴収

していた。いすゞ側は，2003年度と2004年度に納めた約

19億円の返還を訴えた。

　訴訟では，企業税を課した条例が，より上位のルール

である地方税法を逸脱しているかが争点であった。2008

年３月の一審・横浜地裁判決は「企業税の課税は欠損金

繰越控除を定めた地方税法の趣旨に反し違法」といすゞ

側の訴えを認め，県側に全額支払いを命じた。しかし，

2010年2月の二審・東京高裁判決は，「企業税は欠損金の

繰越控除をする前の所得に課税するもので，法人事業税

を補完する別の税目として併存し得る」と判断して，１

審判決を取消し，いすゞ側が上告していた。最高裁判決

は「地方税法の定める欠損金の繰越控除の適用を一部遮

断することをその趣旨，目的とする」として，東京高裁

判決を破棄し，同条例は地方税法に違反し無効とした。

　今回の訴訟は，地方自治に重きを置くか，課税は法律

に基づかなければならないという「租税法定主義」を重

視するかの争いであったが，最高裁は自治体に対し法律

との整合性の順守を厳しく要求した形になる。今回の判

決は，当事者の神奈川県はもちろん，地方税を管轄し法

定外税に同意した総務省にとっても重い判決であると言

える。その一方で，真の分権を実現するためには，自治

体が課税自主権を活用して独自の財源を確保することが

必要である。今後，国において，地方裁量を広げるため

の地方税財政制度の見直しが求められると考えられる。
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■ TPP 交渉参加 　 　

■ 小型家電リサイクル制度 　 　

　安倍首相は，2013年３月15日に記者会見して，現在，

米国やカナダなど11か国が参加する環太平洋連携協定

（TPP）の交渉に参加することを，正式に表明した。同

時に，甘利経済担当相を省庁間の総合調整役となる

TPP 担当官僚に起用することも発表した。

　TPP は，太平洋を囲む国々が工業製品や農案物など

の関税を撤廃し自由な貿易を実現とする，多面的性格を

もった協定である。すなわち，TPP を自由貿易の推進

を図るだけでなく，資本の自由化を進める協定ととらえ

ることができる。もともとは，シンガポールとブルネイ，

ニュージランド，チリの４か国だけの小さな連携で，

2006年にスタートした。2010年に米国が，2012年にメキ

シコやカナダが加わった。日本が加わると，交渉参加国

は12カ国になり，世界の国内総生産の約４割を占め，人

口約８億人の巨大な経済圏が生まれる。

　政府は，日本が TPP に参加した場合の経済効果の政

府統一試算を発表した。消費や工業製品輸出が増加し，

全体で実質国内総生産（GDP）を３兆２千億円押し上

げる効果を見込んだ。その一方で，農林水産業の生産額

が３兆円程度減ることなどで，GDP に与えるマイナス

の効果を2.9兆円と見積もった。このことは，価格競争

力の高い自動車・家電等の企業は発展するかもしれない

が，農林水産業は衰退することを示しているものと考え

られる。

　TPP で話し合われているのは関税も含め，全部で21

分野にわたる。TPP を主導する米国のオバマ大統領は，

年内の妥結を目指しているところである。各国の主張が

対立する分野は数多く，これまでに交渉で大筋まとまっ

たのは「中小企業の貿易円滑化」など数分野に留まって

いる。しかし，後から入った国が見直しを求めるのは難

しいため，交渉参加が遅いほど不利になる恐れがあると

言われており，安倍首相も，交渉参加を決めた理由につ

いて，「この機会を逃すと，日本が世界のルール作りか

ら取り残される」と説明している。

　政府は，具体的な交渉方針として，農業分野で多くの

品目の関税維持を目指す一方，サービス分野や貿易ルー

ルづくりで高いレベルの自由化を要求する構えである。

しかし，各分野で具体的に何が論点になるのか，交渉参

加できていない現在，詳細はよくわかっていないと言わ

れている。交渉の結果次第では国内農業などに重大な影

響を及ぶす可能性があり，農業団体は「衆院選の公約違

反」と反発している。

　安倍首相による交渉参加の表明後，日本が TPP に参

加するために不可欠となる，日本と米国の事前協議が４

月12日に決着した。そして，４月20日に，参加11カ国の

閣僚会議で日本の交渉参加が正式に承認された。今後，

日本は，マレーシアで７月下旬に予定されている TPP

交渉会合から加わる見通しである。当面７月の交渉会合

に円滑に合流できるよう準備を進める必要がある。

　これまでも家電リサイクル制度の対象であったテレビ，

エアコン，洗濯機，冷蔵庫の４品目をのぞく，100品目

以上の小型家電（例：炊飯器やゲーム機，デジタルビデ

オ，デジタルカメラ，リモコンなど）を対象とした「小

型家電リサイクル制度」が，本年４月から始まった。

　同制度はいわゆる「小型家電リサイクル法（使用済小

型電子機器等の再資源化の促進に関する法律）」に基づ

くものである。家庭から出る使用済の小型電子機器など

に使われている金や銀などの貴金属，レアメタルなどの

希少な金属が毎年28万トン，844億円分も含まれ「都市

鉱山」とも呼ばれ，これらを回収することで，再び資源

として利用できるようにすることを目的としている。

　制度の特徴として，これまでの家電リサイクル制度で

は消費者が全国一律で小売店等へ有償で引き渡す義務が

あったのに対し，小型家電リサイクル制度では，各自治

体が法律で定める小型家電の中から任意に対象家電を決

め，多くの場合消費者は無償で引き取ってもらえること

となっている。その後，自治体から国から認定を受けた

リサイクル事業者などに売却したり無償で引渡したりし

て，リサイクル事業者が細かく分解したあと，製錬事業

者が，貴金属やレアメタルなどの資源に変えて，新たな

製品の原材料として再利用しようという仕組みとなって

いる。

　このように制度は始まったが普及に向けて課題があり，

国のアンケート（昨年11月実施）に対し参加に前向きな

姿勢を示した自治体が３分の１にとどまっている。最大

の課題として費用負担の問題がある。回収ボックスなど

の費用は国が支援するが，運搬費や人件費は自治体の負

担となり，レアメタルなどの資源を売っても，赤字にな

るのではないかという懸念がある。

　こうした課題を解決するためには様々な取り組みが必

要である。たとえば，一度に多量の小型家電が廃棄され

る引っ越し時に業者と連携して効率よく収集する方法を

確立したり，メーカーが貴金属やレアメタルを取り出す

い商品設計をしリサイクル事業者は効率よく取り出せる

技術を開発するといったことなどが挙げられる。
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■ 南海トラフ巨大地震被害想定 　 　

■ 中国鳥インフルエンザ 　 　

　東日本大震災クラスの巨大地震が，近い将来に東海沖

から九州沖にかけての広い範囲において想定されている。

この南海トラフの巨大地震被害想定については，本誌「都

市政策149号」の本コーナーにおいて掲載したところで

ある。その後，さらに経済的な被害想定等について，新

たな報告がなされたのでご紹介させていただく。

　南海トラフの巨大地震については，内閣府に平成23年

８月に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」

において，最新の科学的知見に基づき，南海トラフの巨

大地震対策を検討する際に想定すべき最大クラスの地震・

津波の検討を進め，平成24年３月31日に第一次報告とし

て，震度分布・津波高（最小50ｍメッシュ）の推計結果

がとりまとめられた。その後，平成24年８月29日に，同

検討会において，第二次報告として最小10ｍメッシュに

よる津波高及び浸水域等の推計結果がとりまとめられた。

　さらに，平成25年３月18日に，被害想定の第二次報告

として「施設等の被害」及び「経済的な被害」が公表さ

れた。被害想定の方法として，海側を中心に地震の揺れ

が大きい「基本ケース」と陸側で大きい「陸側ケース」

の２通りとし，津波で東海地方が大きく被災するとして

算出した。インフラやライフラインなどの被害状況は，

地震の揺れ（基本ケースと陸側ケース）と津波が集中す

る地域（東海，近畿，四国，九州）を組み合わせた８ケー

スで算出した。特筆すべきは，その被害の巨大さである。

最大の被害想定では，死者は32万3000人，建物・インフ

ラなどの直接被害169.5兆円と生産・サービス低下の影

響44.7兆円をあわせた被害額は220.3兆円と算出した。

これは国家予算の２年分を上回り，東日本大震災の約13

倍，阪神・淡路大震災の約23倍に相当する。

　その後政府の地震調査委員会は，南海トラフ巨大地震

の発生確率について，東海，東南海，南海の３領域に分

けてそれぞれ計算してきた方法を見直し，全域で統一し

て予測する方針を決めた。新しい手法で計算したところ，

マグニチュード（Ｍ）９級も含めたＭ８級以上の巨大地

震が南海トラフ沿いで起きる確率は今後30年以内で60～

80％となる見込みとなった。

　さらに，平成25年５月28日には，中央防災会議の作業

部会がまとめた「南海トラフ巨大地震対策」の最終報告

に，「確度の高い地震予測は難しい」とする見解が盛り

込まれた。

　今後，各自治体においては，市民の安全を守るため，

これらの報告を踏まえた対策づくりが急務となっている

ところである。

　世界保健機関（WHO）が平成25年４月１日に公表し

た情報によれば，中国の国家衛生・計画出産委員会が３

月31日，鳥インフルエンザ A（H7N9）に感染した患者

が３人発生したと WHO に報告した。患者は３月29日

に中国の疾病予防管理センターで実施された検査で確定

され，上海市で２人，安徽省で１人発生し，患者は３人

とも重症の肺炎と呼吸困難を合併した呼吸器感染症を発

症した。その後，患者のうち２人は死亡し，１人は現在

重篤な状態となった。接触者の経過観察を含む調査が行

われたが，これまでのところ，患者の間に疫学的な関連

は確認されていない。

　鳥インフルエンザとは，A 型インフルエンザウイル

スによる鳥類の病気である。このうち H5および H7亜

型ウイルスによるものは鶏等の家きん類への被害が大き

いため，高病原性鳥インフルエンザとして家畜法定伝染

病に指定されている。特に H5N1亜型ウイルスは，遺伝

子が変異し，ヒトの新型インフルエンザの原因となるこ

とが懸念されており，世界的に警戒されてきた。

　鳥インフルエンザ A（H7N9）は，今までヒトに感染

することが知られていなかったウイルスの感染症である。

中国政府の調査ではヒトからヒトへの持続的な感染は確

認されていないが，ウイルスが人への適応性を高めてお

り，パンデミック（世界的な感染症の大流行）を起こす

可能性は否定できないとの報告がなされている。

　こうした状況を踏まえ，厚生労働省は，従来型の鳥イ

ンフルエンザＡ（H5N1）に加えて今回の鳥インフルエ

ンザ A（H7N9）を５月６日付で指定感染症に追加し，

検疫対応を強化することとした。あわせて，中国の発生

地域への渡航者にこの感染症について注意喚起を行うと

ともに，不用意な動物との接触を避けるよう呼びかけた。

また，中国の発生地域からの到着時に発熱などの症状が

ある場合は，検疫所へ相談するよう依頼した。さらに，

国内の医療機関に対して，38度以上の発熱と急性呼吸器

症状を呈し，症状や所見，渡航歴，動物との接触歴等か

ら鳥インフルエンザ A（H7N9）を疑う患者を診察した

場合は，保健所へ連絡するよう依頼した。

　６月９日，中国の国家衛星・計画出産委員会は，鳥イ

ンフルエンザ A（H7N9）感染について「拡大を封じ込

めた」と発表した。同委員会によると感染による死者は

５月31日時点ですでに39人であり，中国本土の感染者は

132人に達したとのことである。わが国においても，今

後の鳥インフルエンザの感染の状況に引き続き注意して

いく必要がある。
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■ 神戸大学との包括連携協定の締結 　 　

■ ハーバーランドリニューアル 　 　

　国立大学法人神戸大学（以下「神戸大学」という。）

と神戸市の間では，神戸市域に所在する最大の知の拠点

と市民生活を支える基礎的自治体として，毎年，約80例

の連携・交流事業に取り組んでいる。また，平成16年度

には国立大学と政令市の行政区では全国初となる連携協

定を灘区との間で締結しているほか，個々の事業目的に

沿った協定，覚書等を締結し，連携や交流を深めてきた。

地域課題が複雑・多様化する中，今後も，ともに神戸づ

くりを進める強固なパートナーシップの基礎とすべく，

平成25年５月24日に神戸市と神戸大学との間で包括的な

連携協定が締結された。

　包括連携協定締結により，これまでの双方の連携事業

の更なる充実，強化に加え，双方の有する様々な資源や

資産を網羅的に活用した新たな連携事業の検討，推進が

可能となり，連携の拡大を図ることができる。また，双

方の連携窓口の明確化を通じて，迅速・円滑な連携状況

及び課題の把握，整理のもと，的確な改善が可能となる。

さらに，個別の連携施策や事業に関しては覚書等で細目

を定めるのみで対応可能となるというメリットがある。

　これまで双方が取り組んできた連携・交流関係を基礎

として，協定締結を契機に，更なる連携関係の充実，強

化を図っていくシンボル的な事業として，以下の７つが

ある。①大学のある街連携事業では，神戸大学と灘区等

が協働で取り組んできた様々な地域のまちづくり事業等

を充実させ，大学のある街ならではのまちづくりを推進

する。②神戸クラスターに関する連携では，京コンピュー

ターや，神戸大学統合研究拠点，神戸バイオテクノロジー

研究・人材育成センター（ＢＴセンター），神戸大学イ

ンキュベーションセンター等を活用して，神戸医療産業

都市を推進する。③障害児支援に関する連携では，ライ

フステージを通じて，障害のある子どもやリスクの高い

子どもとその家族を支援する事業を推進する。④安全な

都市づくりに関する連携では，神戸における自然災害の

防止・減災もしくは軽減に関して，神戸大学大学院工学

研究科，神戸大学都市安全研究センター等との連携のも

と，より安全な都市づくりを，共同して研究する。⑤革

新的膜工学研究に関する連携では，下水処理，及び上水

に関する革新的な技術について連携を行う。その他，⑥

歴史文化に関する連携や，⑦神戸市海外事務所の活用が

ある。

　今後，神戸市と神戸大学との連携協力を円滑に促進す

るとともに，進捗の状況を把握，課題等を検証し，改善

につなげていくために，協定に基づき双方の連携担当者

による連絡調整の場を設け，定期的な情報共有，協議を

行っていく。

　神戸ハーバーランド地区は「港都神戸」グランドデザ

インにおいて，都心ウォーターフロントの中核的なゾー

ンのひとつとして位置づけられ，また，その活性化は神

戸2015ビジョンにおいても重点施策のひとつに位置づけ

られている。昨年で平成４年のまちびらきから20年とな

り，更なるにぎわい創出に向けた取り組みを強化してい

る。

　本年４月には，西日本初となる「神戸アンパンマンこ

どもミュージアム＆モール（以下，アンパンマンミュー

ジアム）」がオープンした。また，神戸阪急跡の商業施

設が「神戸ハーバーランドｕｍｉｅ（ウミエ）」として

リニューアルオープンし，モザイクガーデン大観覧車も

リフレッシュオープンした。ハーバーランドは，集客拠

点としてウォーターフロント地区の回遊性向上と，三宮

周辺地区への波及効果が期待されている。なかでも，ア

ンパンマンミュージアムは，延床面積が約5,600平方メー

トルで，１階がショッピングモール，２階がミュージア

ムとなっており，神戸アンパンマンミュージアム＆モー

ル有限責任事業組合が運営する。

　一方，これらの民間事業者の動きにあわせて，神戸市

はハーバーランド運営協議会と連携し，ハーバーランド

地区において様々な都市基盤の整備等を推進した。

　主要動線である神戸ハーバーランド線は，これまでの

「ガス燈通り」の名称とともに，アンパンマンミュージ

アムへの動線が分かりやすいよう，また，子供たちに親

しんでもらえるよう「アンパンマンストリート」と愛称

を付けた。

　歩道沿いには，アンパンマンキャラクターの石像を設

置し，ウォーターフロントの回遊性向上による魅力アッ

プを図っている。

　また，ハーバーランドへの最寄り駅（高速神戸駅・

ＪＲ神戸駅・地下鉄ハーバーランド駅）からデュオこう

べを経てアンパンマンミュージアムまで，通りをバナー

で装飾し，ミュージアムと連携した広報を行っている。

そのほか，最寄り駅からデュオこうべを経てアンパンマ

ンミュージアムまで，アンパンマンキャラクターをあし

らったタイル等の誘導サインを整備した。さらに，モザ

イクガーデン北側については，国道２号線及びメリケン

パーク側からの動線として横断歩道を整備し，ハーバー

ランド内の回遊性向上をはかっている。

　今後，これらの整備によって，ハーバーランドの魅力

がより向上し，まち全体のさらなる活性化につながるこ

とを期待したい。
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■ 神戸市における災害時の要援護者への支援に関する条例 　 　

■ 神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例の改正（老朽危険家屋対策の取組み） 　 　

　阪神・淡路大震災や東日本大震災において，多くの犠

牲者のうち，高齢者の割合が高く，避難所生活において

も，高齢者や障害者が大変な思いをされたことから，災

害時において，これら要援護者を支援することが求めら

れているが，個人情報の取扱いの課題への対応も含めて，

全国的にも取り組みが進んでいない。こうしたことから，

行政の対応だけでなく，地域での共助の取り組みもより

推進するよう，平成24年11月に市議会での議員提案とし

て，「神戸市における災害時の要援護者への支援に関す

る条例」が上程され，25年２月に可決，４月１日施行と

なった。

　条例では，全ての神戸市民が，それぞれの役割を自覚

し，力を合わせて災害時要援護者を支援することとし，

今後，更なる高齢化に伴い誰もが要援護者になり得るこ

とを踏まえて，日頃の見守りや支え合いを基にした地域

での取り組みを進めていくこととしている。具体的には，

防災福祉コミュニティ，ふれあいのまちづくり協議会，

自治会，地区民生委員・児童委員協議会等の地域団体を

「要援護者支援団体」と位置づけ，平常時は要援護者の

情報把握，防災訓練等を実施し，災害時は要援護者の安

否確認，避難誘導，避難所での生活支援等を行うとして

いる。

　一方，市の役割として，要援護者支援団体が活動する

際に必要な要援護者の個人情報を本人の同意を得て収集

し，要援護者支援団体に提供するほか，専門家の派遣な

どを通じて，要援護者支援団体の取り組みを支援する。

また，本条例の特徴として，市から要援護者に情報提供

の同意確認を行った際に，不同意の意思が明示されない

場合は同意と推定される規定が設けられている。

　地域での要援護者支援活動は，地域において，活動の

必要性を十分に理解いただいた上で主体的に取り組んで

いただく活動である。このため，地域での機運をいかに

高めることが重要であり，また，地域での状況は様々で

あるので，それぞれの地域の実情に即した取り組みを尊

重していく必要がある。

　神戸市では，条例に基づき，具体的な運用となるガイ

ドラインや市民向けの啓発冊子を策定しているところで

あり，地域での取り組みに対する支援を推進していくこ

ととしている。

　近年，高齢化や核家族化の進展に伴い，全国的に適正

な維持管理がなされていない空き家が増加し，社会問題

となっている。空き家は老朽化により建築物自体が危険

であることに加え，防火・防犯面や環境面など，複数の

課題がある場合が多い。このため，全国の自治体におい

て，いわゆる「空き家条例」を制定し，空き家全般に関

する総合的な対策として実施するケースが急増している。

　神戸市においても他都市と同様の課題を抱えているが，

一方でこれまで空き家に限定しない「老朽危険家屋」を

対象として，建築基準法に基づく命令や代執行などに取

り組んできた経緯がある。

　また，老朽危険家屋に関連する課題に対し，敷地に繁

茂した雑草については環境美化条例に基づく区役所によ

る措置，道路への危険性については道路管理者による安

全措置，防火面については火災予防条例に基づく消防局

による措置など，各所管部局の役割分担と連携により取

り組んでいる。

　これらを踏まえ，主に建築物自体が危険となっている

場合の対応について規定するため，総合的かつ計画的に

建築物の安全性の確保等を図ることを目的とした「神戸

市建築物の安全性の確保等に関する条例」を平成25年３

月29日に改正した（平成25年７月１日施行）。

　この条例改正では，建築基準法による措置を基本とし

つつ，法に基づく命令等に至らない案件への対応につい

て補完することを目指している。

　条例では，「老朽危険家屋等に対する措置」の節を新

たに設け，以下の事項を規定している。

　まず，建築物の維持保全義務が所有者等にあることを

明確化するとともに，危険な状態にある建築物の所有者

等に対して指導，助言及び勧告を行い，勧告に従わない

所有者等の氏名等を公表する。併せて，勧告等に従って

必要な措置をとる所有者等に対し，技術的援助又は経費

の一部助成を行う。

　また，建築物の所有者等を確知できない場合は，土地

所有者等に協力を要請し，さらに緊急の必要がある場合

には市による必要最小限の措置（応急的危険回避措置）

を行う。

　このほか，警察その他の関係機関への協力要請や自治

会その他の地域団体との連携等についても規定している。

　なお，条例の施行に併せて，以下の３つの支援制度を

設けている。

　「専門家派遣制度」は，自主的解決を図ろうとする所

有者等の課題に応じ，法律，建築，不動産の専門家によ

る相談を行うものである。

　「解体除却補助制度」は，勧告に応じて所有者が老朽

危険家屋を除却する場合，除却費用の一部を補助するも

のである。

　「土地建物寄付受け」は，勧告を受けた所有者自らに

よる対応が困難で，かつ跡地管理について地域団体等の

協力を得られる場合，市が土地建物の寄附を受け老朽危

険家屋を除却するものである。

　今後，神戸市では，法，条例及び支援制度を有効に活

用し，老朽危険家屋対策を推進していくこととしている。
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１．趣旨

　市民ニーズの複雑化・多様化，地方分権の進展や深刻な財政状況など自治体を取り巻く状況が変化する

中で，施策の企画・立案にあたっても従来の方法だけでなく，職員の経験に根ざした実践的かつ柔軟な発

想を活かしていく必要性が高まっている。

　そのため神戸市では，平成16年度に「チャレンジ研究員」制度を新たに創設し，研究員を広く職員から

公募して，現在の職務内容に限定されずに新たな市施策を実施していくうえで，具体化に向けた取り組み

等を調査・研究してもらい，その成果を今後の市施策へ反映することを目指している。

　神戸都市問題研究所では，神戸市より委託を受け，チャレンジ研究員の調査研究活動の支援を行った。

２．研究員・研究テーマ

氏　名 所　属 テーマ

稲 田 憲 樹
行財政局財政部
契約監理課監理係長

既存インフラを活用した再生可能エネルギーの導入促
進と耐震化の推進

保 科 暁 子
産業振興局
中央卸売市場本場業務係長 六甲アイランドのこれまでとこれから

　～まち全体で CCRC を目指す持続可能な六甲アイラ
ンドに向けて～岩 城 和 宏

東灘区まちづくり推進部
まちづくり課担当係長

山 田 昌 和
産業振興局中央卸売市場
東部市場設備担当係長

地域活動団体に於ける青少年の健全育成の課題と行政
の支援体制のあり方

野 田 泰 史
建設局公園砂防部
計画課指導担当係長 民間活力を活かした環境創造まちづくりについて

　～緑を活かした潤いと賑わいのある空間づくり～
源  明 夫

都市計画総局計画部計画課
まちなか計画係長

森 井 文 恵
北区保健福祉部
北神保健福祉課担当係長

地域診断を核とした地域力向上支援による健康なまち
づくりの展開

※所属は平成24年６月現在

平成24年度　神戸市チャレンジ研究員研究報告書
（概要）

平成25年３月

（公財）神戸都市問題研究所
［問い合わせ先：TEL　078-252-0984］

行政資料
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３．研究報告

既存インフラを活用した再生可能エネルギーの導入促進と耐震化の推進

行財政局財政部契約監理課　稲　田　憲　樹

【関係局室区】環境局，都市計画総局，みなと総局，建設局，水道局，交通局，企画調整局

【目　　　的】固定価格買取制度の導入に伴う，事業者向け売電事業を活用した財源確保と耐震化など行

政課題解決の促進

１．はじめに

　東日本大震災に伴う原発事故を契機として，一部の地域に危険負担を強いる電力供給のあり方が議論さ

れるようになった。

　日本の電力供給に占める再生可能エネルギーの位置づけは，これまでのコスト高に起因する補助的な位

置づけから，一定割合以上を占める安定的な電力供給源への変化が求められており，現在，国においても，

各種再生可能エネルギーの導入促進に向けた取り組みが進められている。

　そこで，神戸市においても長期利用を前提として整備された既存インフラを活用し，「再生可能エネル

ギー法」に基づく固定価格買取制度（FIT）に基づく事業用売電と国の既存補助メニュー等を活用した再

生可能エネルギーの導入促進を図ることで，新たな財源の確保のほか，従来からの課題である耐震化の促

進，さらに，今後負担増が見込まれる再生可能エネルギー買取価格の電気料金への上乗せ費用の負担軽減，

新たな公共の担い手として期待される市民や NPO 等の育成による地域課題の解決を図るソーシャルビジ

ネスやコミュニティビジネスの普及・拡大につなげていくことができないか検討するものである。

２．神戸市の現状と課題

⑴　現状

　①　再生可能エネルギーの導入状況

　再生可能エネルギーは，太陽光，風力，水力，太陽熱など自然界に存在し，永続的に活用できるエネル

ギーであるが，従来の火力発電や原子力発電に比べコスト面で劣ることから，公共施設への導入について

は，これまで，環境教育の一環としての部分的な施設の維持管理利用レベルでの導入にとどまっている。

神戸市内の住宅用太陽光発電については，国の2009年の住宅用余剰電力買取制度導入により，近隣指定都

市ではトップクラスの導入となっているものの，事業用発電（売電）事業については，環境局のゴミ焼却

に伴う発電事業のほか，一部の民間事業者による事業所等の屋根を活用した太陽光発電による売電事業以

外，あまり進んでいない状況である。

　②　耐震化の状況

　公共施設については，まず学校について，平成23年度末で統合校を除く耐震化が完了したものの，その

他の施設については，2015年までの目標（非住宅公共建築物：100％，市営住宅：92％）達成に向けた取り

組みを，民間施設については非住宅民間建築物で90％，住宅全般で95％を目標とした推進を図っているも

のの，所有者の高齢化等もあり，なかなか思うように進まない状況にある。

　③　ソーシャルビジネスやコミュニティビジネスの普及状況

　昨今，長引く景気の低迷や労働人口の減少が見込まれる中で，行政や企業，ボランティアの取り組みだ

けでは解決が難しくなってきている社会的課題に対し，その解決をビジネスの手法で持続的な事業活動と

して行うソーシャルビジネスやコミュニティビジネスが注目されているが，資金調達等の問題もあり，な

かなか社会的起業が進まない状況にある。
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⑵　課題

　①　再生可能エネルギー

　再生可能エネルギーによる発電は，自然界に存在し永続的に利用できるエネルギー源によるものである

が，火力発電や原子力発電に比べ高コストである。

　また，発電量は，発電方式により，地形や気象条件・気象状況に左右されることから，安定的な供給が

難しい。

　さらに，既存の送電網を利用した送電に際して，電力事業者による新たな投資や安定的な送電を維持す

るための技術的な調整が必要である。

　加えて，発電方式によっては立地規制がある。例えば，地熱発電の場合，自然公園法等の規制，風力発

電の場合，保安林規制や農地転用規制等があり，これらの各種規制をクリアする必要がある。

　②　耐震化

　公共施設については，長引く景気の低迷や少子高齢化に伴う構造的な税収の減の中で公共施設の維持管

理経費を除くと耐震化促進財源の確保が難しいほか，民間住宅についても，戸建は，補助制度により耐震

診断や耐震改修設計に係る負担がほぼ生じないものの，耐震化工事については負担が大きく，法人所有物

件は対象外であり，また，当該補助制度は耐震補強工事（リフォーム）を前提としており建替えには対応

していない。

　③　ソーシャルビジネスやコミュニティビジネス

　高齢者対策，子育て支援や障害者支援，環境保護など様々な社会的課題に対し，サービス提供のニーズ

はあるものの，社会的認知度不足等により企業や行政のパートナーとして十分に認識されておらず，資金

調達が困難な状況にある。

　また，社会性と事業性を両立させるための経営ノウハウが不足しており，担い手（経営者・従業員）や

支援人材が必要な状況にあるほか，関係者が集う場が少なく，ニーズと意欲ある担い手のマッチングがな

されにくい状況にもある。

３．研究対象と内容

⑴　対象

　再生可能エネルギーのうち，水力発電については，水利権や高低差などの地形条件，風力発電や地熱発

電については，各種規制のほかに発電システム供給者が限定されており，設備の設置・施工に関しても専

門的な知識を要すること，初期投資の低減が見込みにくいことなどから，本研究に当たっては，住宅分野

を中心にある程度普及が進み，パネル価格の下落に伴う部材価格の低減により初期投資の低減が見込まれ，

設備の設置・施工に関しても特段，専門的な知識を必要としないほか，メンテナンスの手間も少ない太陽

光発電による再生可能エネルギーの導入について研究を進めていく。

（参考）平成23年度末の神戸市関連施設における太陽光発電設備の導入状況

　　小学校や公園など270箇所，約1,940kw（定格出力ベース）うち，出力規模が50kw 以上（事業用売

電規模）は処理場及び浄水場の３箇所のみ

⑵　内容

　神戸市が所有する土地若しくは公共施設の屋根を利用し，

　①自らが事業主体として事業を実施する場合と

　②民間事業者に公共施設等を賃貸する場合に分けてシミュレーションを行う。

　また，耐震化の促進に向けて従来の10kw 未満の住宅用太陽光発電に対する10年間の余剰電力買取制

度ではなく，屋根貸し方式により10kw 以上の事業用売電事業とし，全量20年間の買取方式とした場合，

どの程度収益があり，その収益を住宅等耐震化工事に対する追加補助に代えることができるかシミュレー

ションを行う。
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４．太陽光発電による事業用売電の検討をするにあたって

⑴　事業リスクの最小化

　①　設備設置場所の提供

　ⅰ）屋根貸し（20年超の賃貸契約又は目的外使用契約）

　　a 公共施設の場合，規則等の改正が必要な場合がある

　　b 賃貸契約の場合，施設の売却等の際に減価要素となる（譲渡先での貸付契約の継続が必要）

　　c 貸付期間中の防水等工事の施工の必要性の有無の確認が必要

　　d 設備設置に伴う耐震化工事の必要性の有無

　　e 日常の設備メンテナンスに係る施設管理者との調整が必要

　　f 設備設置工事施工に伴う雨漏り等の責任分担

　　g 責任の所在が明確でない不具合が発生した場合の対応

　　h 事業者の破綻時の対応（賃貸期間終了後の現状復旧が原則）

　ⅱ）土地貸し

　土地については売却を基本としていることから，未利用地のうち売却が見込めないものや現状の利用

方法が将来も続く見込みの土地しか対象にならない（造成工事が必要な場合は，事業者が行う）。

　②　自主事業

・補助金が入っている施設の場合，通常，売電収益は国庫返還の対象になるため，これを回避するため

に，売電収益を当該施設の維持管理経費に充当する必要がある。そのためには，所管省庁と調整のう

え，当該施設の維持管理経費に充当する場合には補助要綱上，補助金の返還は不要な旨の文書を取っ

ておく必要がある。

・投資に係る資金調達

　　a プロジェクトファイナンスの採用の可否

　　b 市民債の発行の可否

　　c 市民ファンドの組成の検討

・設備リース契約の検討

・事業の採算性が十分に見込めるか（発電量の確保，設備の故障・更新コスト，発電量に応じた技術者

の配置等のメンテナンスコスト）。

　ⅰ）屋根利用　：　  ①ⅰ）b ～ e 及び h

　ⅱ）土地利用　：　  ① ⅱ）と同じ

⑵　事業効果

　土地や施設の維持管理経費の削減が見込める。また，賃貸契約又は目的外使用契約により民間事業者が

事業主体となる場合，買取単価の見直し等によるリスクの移転ができる。

⑶　政策的な波及効果

・空き家対策（固定資産税の負担が増加する更地化後も売電事業収益により負担軽減が図れる。）

・市営地下鉄沿線のオールド・タウン化の防止（一般社団法人 移住・住みかえ支援機構の「マイホーム

借り上げ制度」を活用することで，高齢者には広すぎて管理に困る住宅を子育て世代に安価に提供し，

一定の安定した収入を得ることができることから，戸建て分譲住宅地でも住民の新陳代謝が見込める。）

・設備の設置・施工に伴う，市内事業者向けの仕事づくり

・地域団体や NPO 等への公共施設屋根の無償貸付による売電事業実施に伴う安定した事業運営資金の

確保

・市民債や市民ファンドによる資金調達を行い，その配当を地域商品券や特産品，神戸グッズ，神戸で

の体験型アトラクション券，閑散期のプレミア付き市内ホテル宿泊券等の提供といった形で行うこと

により，宿泊観光の促進や商店街の活性化等の地域振興策として活用
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５．先行都市の取り組み状況

⑴　民間事業者を事業主体とする取り組み事例

（神奈川県）：かながわソーラープロジェクト研究会

　［独自の取組み］

・民間事業者土地のマッチング事業

　メガソーラー事業用地の公募と情報提供による売電事業実施希望事業者の誘致

⑵　市民参加型の再生可能エネルギー発電事業の取り組み事例

（長野県飯田市）：おひさまファンド

・匿名組合を活用した大規模市民出資による設備導入資金支援

　　有限会社が第２種金融商品取引業者の登録を行い，市民出資型ファンドを組成し，市内の住宅，施設

等の太陽光発電設備の導入資金の支援を行う（初期費用０円，月額定額の支払いで太陽光発電を設置）。

（兵庫県）：あわじ環境市民ファンド

　　当初，SPC（特別目的会社）を事業主体とした市民出資による発電事業や民間事業者が行う大規模

太陽光発電事業への投資事業を予定していたが，SPC の組成・運営に係る経費や利回り等の解決すべ

き課題が多く，同方式の採

用を断念し，最終的に，県

民債の発行による資金調達

及び事業運営団体への資金

貸付方式による住民参加型

の太陽光発電を実施するこ

ととした。

＜住民参加型太陽光発電のイメージ＞

 5

 

 

(兵庫県)：あわじ環境市民ファンド 

 当初、SPC(特別目的会社)を事業主体とした市民出資による発電事業や民

間事業者が行う大規模太陽光発電事業への投資事業を予定していたが、SPC

の組成・運営に係る経費や利回り等の解決すべき課題多く、同方式の採用を

断念し、最終的には、県民債の発行による資金調達及び事業運営団体への資

金の貸付方式による住民参加型の太陽光発電を実施することとした。 
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６．シミュレーション・モデル (20年間の収支）

⑴　メガソーラー

１MW(= 1,000ｋｗ ) 当り1.5万㎡の土地が必要，

発電能力２MW 未満（=1,999kw）， 建設コスト1kw 当り32.5万円，固定買取価格：＠42円／kw・ｈ ，借

入利率：２％

敷地面積：３万㎡での保有遊休地を活用した自主事業のケース

（支出）　12億  ４千万円　　，　（収入）　16億  ８千万円

（差引）　４億４千万円の収益（土地賃貸事業であれば９千万円の収益）

　　固定買取価格：＠３８円／ｋｗ・ｈ 　→　収支：　+　２．８億円

　　　　　　　　　＠３６円／ｋｗ・ｈ 　→　収支：　+　２．０億円

⑵　戸建事業用売電

建設コスト1kw 当り40万円，固定買取価格：＠42円／kw・h，借入利率：２％，20年間の全量買取り，

発電能力49.5kw（10kw 以上50kw 未満 =3.3kw ×15軒 )

（支出）　3,136万円　，（収入）　4,158万円

（差引）1,022万円　の収益（１軒当たり68万円の収益）

　⇒　初期投資額 30万円 /kw 台前半が目標（35万円 /kw ⇒1軒当たり90万円の収益）

　固定買取価格：＠３８円／kw・ｈ → 収支：+  626万円（1軒当たり42万円の収益）

７．神戸市における具体的な取り組みの状況

⑴　メガソーラー

　①　未利用地の公募による貸付け：１８，０４０㎡

　　［環境局］：六甲西大規模太陽光発電事業 

　　２０年間の合計賃料　：　158,751,840円………（a）

　（参考）シミュレーション

　　  賃料収入　：  54,120,000円

　　  自主事業　： 192,900,000円（借入利率３％）………（b）

　　　　＜リスクヘッジ対象額：約34,000,000円（＝（b）－（a））＞

　②　公有財産の屋根の公募による貸付：約２４，０００㎡（荷重性能：20kg/ ㎡のため実質，８，４００㎡）

　　［みなと総局］：神戸市公有財産の屋根を活用した太陽光発電事業

　　２０年間の合計賃料　：　60,640,000円………（c）

　（参考）シミュレーション

　　  賃料収入　：  28,425,000円

　　  自主事業　： 192,900,000円（借入利率３％）………（d）

　　　　＜リスクヘッジ対象額：→約82,000,000円（＝（d）－（c）－５千万円）＞

　　　　屋根の塗装塗替費用等に係る経費５千万円を差し引いた額を考慮

　③　用地の提供とリース方式による太陽光発電

　　［建設局］：太陽光発電とバイオガス発電のこうべＷエコ発電

　　２０年間の見込収入額：70,000,000円　（太陽光発電分のみ）

　　【こうべＷエコ発電】

　　市は民間事業者に発電設備の設置場所を貸与し，こうべバイオガスの供給を行い，民間事業者は太

陽光発電設備・消化ガス発電設備の設置・運営を行う。発電した電気は，電力会社へ固定価格買取制

度を利用して売却する。発生した熱は，神戸市が受け取り，処理場内で消化タンクの加温に利用する。
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⑵　小規模事業用発電（10kw 以上50kw 未満）：戸建て住宅等

　　　　　「実績なし」

８．神戸市における今後の事業展開（方向性）

⑴　事業の種類

　①　メガソーラー

　公共施設の計画補修（耐震化や防水工事等）に合わせて，太陽光発電設備の設置の可否を検討するとと

もに，新たな設置候補地を選定し，自主事業又は公募貸付による事業展開が可能かを検討する。

　②　小規模事業用発電（10kw 以上50kw 未満）

　公共施設で先行的に太陽光発電設備の設置を行い，次の段階で戸建事業用売電による実質的な耐震化補

助につなげていく。

　なお，公共施設の場合，同種の施設が複数存在することから，これらをパッケージ化しスケールメリッ

トの働く形で公募を行うことで，小規模事業用発電メリットを生かしつつ初期投資額も更に低く抑えるこ

とができる。

⑵　財源対策

　基本的に①公営企業は，付帯事業として債券発行による自主事業又は貸付事業，②一般会計は，市債発

行もしくはリース方式による自主事業又は貸付事業，③その他，SPC の組成及び出資，信託を活用した資

金調達，匿名組合（ファンド）の組成及び出資，地域活性化整備資金貸付金を活用した民間事業者への資

金提供がある。

→　公共施設での発電事業については，現時点では，買取価格の低下等のリスクをヘッジできる貸付の

方が，起債やリースによる自主事業よりも安全・確実である（起債やリースの場合，起債制限比率と

の関係での調整や債務負担行為が必要）。

　　事業を本格化するにあたっては，今後，国に対し，公共施設の有効活用の観点から実施する太陽光

発電等の売電事業に係るリースのために必要な債務負担行為については，健全化指標の算定に際して

の除外項目とするなどの規制緩和措置要望を行う必要がある。

　　なお，本市の出資が不要な形での民間施設への太陽光発電設備を普及していく方法としては，法人

格を有する民間事業者への地域活性化整備資金貸付金の活用が最も有望である。

　＜地域活性化整備資金貸付金（ふるさと融資）＞

※2013年度から新たに再生可能エネルギーによる電気供給者が発電設備を整備する事業に関して，自治

体が地域振興上，特に必要と判断した場合，「１人以上」の雇用創出が見込まれることを要件に融資対

象となった。また，融資比率についても従来の20％から35％に引き上げられた。融資限度額は42億円，

融資期間は５年以上15年以内（据置期間５年以内）。

 8

（２）財源対策 

  基本的に①公営企業は、付帯事業として債券発行による自主事業又は貸付

事業、②一般会計は、市債発行もしくはリース方式による又は貸付事業、③

その他、SPC の組成及び出資、信託を活用した資金調達、匿名組合(ファン

ド)の組成及び出資、地域活性化整備資金貸付金を活用した民間事業者への

資金提供がある。 

→ 公共施設での発電事業については、現時点では、買取価格の低下等のリス

クをヘッジできる貸付の方が、起債やリースによる自主事業よりも安全・確

実である（起債やリースの場合、起債制限比率との関係での調整や債務負担

行為が必要）。 

事業を本格化するにあたっては、今後、国に対し、公共施設の有効活用の観

点から実施する太陽光発電等の売電事業に係るリースのために必要な債務負

担行為については、健全化指標の算定に際しての除外項目とするなどの規制緩

和措置要望を行う必要がある。 

なお、本市の出資が不要な形での民間施設への太陽光発電設備を

普及していく方法としては、法人格を有する民間事業者への地域

活性化整備資金貸付金を活用が最も有望である。 

 

 

 ＜地域活性化整備資金貸付金（ふるさと融資）＞     

  

 

 ３５％以内 ６５％以内 
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六甲アイランドのこれまでとこれから

　～まち全体で CCRC を目指す持続可能な六甲アイランドに向けて～

産業振興局中央卸売市場本場　　　　　保　科　暁　子

東灘区まちづくり推進部まちづくり課　岩　城　和　宏

【関係局室区】みなと総局，東灘区

【目　　　的】持続可能な六甲アイランドに向けて

１．六甲アイランドの現状と課題

　本研究で検討対象とするエリアは，六甲アイランド内の都市機能ゾーンとする。都市機能ゾーンは，人

口約18,000人，140ha に，業務商業ゾーン，住宅ゾーンがあり，商業・業務・住宅・学校・公園などの施

設がある。

　ここでは，六甲アイランドにおける長期的な高齢化やオールド・ニュータウン化について考える。東灘

区は高齢化率が低く，とりわけ六甲アイランドは，さらに低い状況にある。街も最初の入居者を迎えてか

ら25年と，まだまだ若いが，確実に高齢化，オールド・ニュータウン化は進行している【図１】。全国の

多くのニュータウンで問題となっているオールド・ニュータウン化に効果的に対応していくためには，早

い時期からの取り組みが必要だと考える。

２．提言の考え方

　我々は，ネガティブに受け止められがちな高齢化を逆に活かして行くことによるオールド・ニュータウ

ン化への対応について提案する。そのヒントは，アメリカで実施されている CCRC であるが，六甲アイ

ランドの実情をふまえ，「まち全体で CCRC」を目指すことを提言する。

⑴　CCRC の概要

　CCRCとは，Continuing Care Retirement Communityのことである。つまり，同一敷地内で移動（引

越し）の心配なしに暮らし続けられる高齢者コミュニティのことである。アメリカでは，介護の重度化に

従って，介護施設を転居しなければならない。この経済的負担を解決しようというのが CCRC である。

CCRC には，健常者用，軽介護，重介護等に対応した居室とサービスがひとつの敷地にまとまってあり，

居住者は健康時から介護時までを同一敷地で継続的にケアを受けられ，経済的・精神的な負担感が軽減さ

れるとしている。

㈱地域問題研究所　作成　　　　　

図１　六甲アイランド（向洋町中）人口の年齢構成

【図１】 

六甲アイランド（向洋町中）　人口の年齢構成
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　アメリカでは，CCRC が２千か所，約60万人が居住している。当初，温暖な場所でゴルフ場を中心とし

た街づくり（例えば，アリゾナ州サンシティ）を行っていたが，近年注目されているのは，大学連携型

CCRC である（【表１】参照）。

　アメリカの大学連携型 CCRC では，介護にならないための運営が重要とされている。すなわち，介護福

祉の施設ではなく，健康なうちからコミュニティに入り，健康支援，サークル活動，そして，何らかの役

割をコミュニティの中で果たす仕組みが用意されている。「つながり」や「何かに夢中」になっている実感

が健康を維持するとしている。

　大学と連携することにより，大学の授業を受けたり，施設を活用できるというだけでなく，教える側と

なったり，学生へのキャリア・アドバイザーとなったり，奨学金支援を行なったりして，世代間交流を果

たしたり，コミュニティに貢献したりして，誰かの役に立っている実感を得ている。知的刺激だけでなく，

集う楽しみ，つながる喜びが，生きがいと健康をもたらしている。

⑵　日本での CCRC の課題と提言

　CCRC はアメリカでは人気であるが，日本での普及は進んでいない。この理由について，松田（2012）

は，①退職後の生活は今の自宅が最適，自宅は友人や近所付き合いに便利，自宅に住む方が経済的，在宅

の方が必要なケアが受けられる，といった自宅志向・在宅ケア志向があること，② CCRC は病気や寝たき

りの老人ばかり，といった既存の福祉施設と同じ印象を持ってしまう「先入観の壁」があること，として

いる。

　確かに，日本では，高度成長期に成長エンジンとして持家政策が進められたことや高齢者福祉施策とし

ても在宅ケアを充実させてきた背景があり，自宅志向・在宅ケア志向というものは，日本に根付いている

のではないだろうか。

　一方，CCRC は病気や寝たきりの老人ばかり，という見方については，松田が指摘するように「先入観」

があるのではないか，と考えられる。そもそも高齢者であっても，元気なうちはもちろん，介護が必要と

なっても，できる範囲で，何か役立つ存在でありたい，「おかげさまで」，「ありがとう」と言われたいとい

うのは自然な欲求である。実際 CCRC では，将来の医療や介護の不安を払しょくした上で，ここで楽しみ

たい，役立ちたいという健康・幸せ志向に応じたライフスタイルが目指されている。CCRC のサービスの

概念は，いわゆる福祉施設での上げ膳据え膳でなく，住民の自立・自治である。（松田（2012））。いわゆる

福祉施設とは異なる CCRC の考え方を我々の提言では，参考にしていく。

　そもそも，日本では，国民皆保険制度や介護保険制度の導入，地域医療や地域福祉の理解が進んでおり，

表１　アメリカの主な大学連携型リタイアメント・コミュニティ

大学名 名称 所在地

1 ラッセルカレッジ ラッセル・ビレッジ マサチューセッツ州

2 アンダーソン大学 ユニバーシティ・ビレッジ イリノイ州

3 アリゾナ大学 アカデミー・ビレッジ アリゾナ州

4 アーカンソーセントラル大学 カレッジスクエア アーカンソー州

5 イサカカレッジ イサカコミュニティ ニューヨーク州

6 ミシガン大学 ユニバーシティコモン ミシガン州

7 ノートルダム大学 ホーリークロスビレッジ インディアナ州

8 ペンシルバニア州立大学 ビレッジ・アット・ペンステイト ペンシルバニア州

9 フロリダ大学 オークハンモック フロリダ州

10 デューク大学 フォレスト・アット・デューク ノースカロライナ州

11 バージニア大学 コロナーデ バージニア州

12 ジョージア大学 ジョージアクラブ ジョージア州

13 カリフォルニア大学デービス校
ユニバーシティ・リアタイアメント
コミュニティ

カリフォルニア州

14 スタンフォード大学 クラシック・レジデンス カリフォルニア州

15 ダートマス大学 ケンダル・アット・ハノーバー ニューハンプシャー州

株式会社三菱総合研究所　プラチナ社会研究センター　松田智生主席研究員　作成
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アメリカとは大きく社会状況や文化が異なっている。日本では，地域に医療サービスや介護福祉サービス

が充実しており，病気になれば近所のお医者さん，介護が必要になれば，ケアマネさんに相談できるよう

になっている。しかし，病気や介護といった状況に応じたサービスは用意されているが，“健康を維持して

いこう”，ということに対するサービスは，手薄かもしれない。確かに，人間ドックなどの予防医療といっ

た考え方も進んできているが，“生きがい”や“よろこび”，“社会参加”などといった総合的な予防の取り

組みは，少ないと考えられる。この点は，CCRC から学べることではないだろうか。

　また，日本の地域医療や地域福祉は，地域で“看取る”ということを完全にできているのだろうか。や

はり，重度な介護が必要となれば，地域を去らざるを得ない，というのは現実だと思われる。このような

在宅福祉の限界を認めつつ，重度な介護が必要になっても地域で暮らせる，最後まで，一員として認めら

れる，という幸せのある地域づくりのためにも，CCRC は参考になると考えられる。

　CCRC は，高齢者が生きがいを感じ，喜びを感じながら幸せに暮らすコミュニティである。高齢者が，

長い退職後の時間を健康で，安心して暮らしたい，地域への貢献などを通じて社会の中で認められたいと

いう気持ちを全うできることを目指している。そして，この生き方は，決して高齢者だけのものではない。

子どもから若年者，ファミリー層まで，すべての人にとって，幸せな生き方なのではないだろうか。我々

の目指す「まち全体で CCRC」というコンセプトは，まさに“生き方ユニバーサル・デザイン”だと考え

ている。

３．提言の内容

⑴　提言１：アクティブ・スマート・シニアによる活性化

　実際，六甲アイランドは，高齢者や障害者にやさしい街のユニバーサル・デザインも進んでおり，リバー

モールなど魅力的な都市空間もある。また，既存の豊かで盛んな地域活動を発展させ，そこへの参加など

を通じて，楽しく，軽やかに地域課題にチャレンジし，貢献，実践を通じた生きがい追及していくことが

できるのではないだろうか。

　これから，高齢者は明るく元気に，ハイソで，モダンで，オシャレに暮らすアクティブ・スマート・シ

ニアとして，六甲アイランドの主役となるだろう。お気に入りの街で，地域に貢献することを通じ，まち

を丸ごと使い切り，六甲アイランドの活性化と住民の幸せを同時に実現させていくことができると考えて

いる。例えば，【資料１】のような実践活動を発展させるのはどうだろうか。

⑵　提言２：多様な暮らし方が可能な住宅・サービスの確保

　元気なアクティブ・スマート・シニアも，いつかは，医療・福祉サービスを受けなければならなくなる

かもしれない。出来れば島で暮らし，島で最後を迎えたいというシニアのために，医療・福祉サービスの

さらなる充実を図って，安心の確保が求められる。

【資料１】アクティブ・スマート・シニアによる活性化の例

～既存の活動の発展を含めて～

・美化，緑化園芸，教育，防災防犯，福祉などの活動

・趣味と実益を兼ね，地域への貢献となるチャレンジ・ショップ

・コミュニティ・ビジネスやソーシャル・ビジネスの展開，NPO と地域団体のコラボレーション，協

働と参画のプラットホームの設置

・スポーツや健康のまちづくり

・レストランでの減塩やローカロリーなど健康に配慮した，とっておき健康メニューの展開と飲食店

マップづくり

・手作り交流イベントの開催

・美術館を核とした文化 ･芸術のまちづくり

・六甲アイランド住民などの知恵を財産とする「六甲アイランド学会」の設立
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　今後，医療施設と福祉施設がさらに連携し，CCRC のコンセプトを活かして，地域の元気と健康，予防，

そして医療・福祉センターとしての役割を果たすことが期待される。

　また，多様な世代が住むためには，若年層からファミリー層向けだけでなく，高齢者層や軽介護，重介

護用の住宅を今以上に用意することも必要である。

⑶　提言３：サスティナブルなまちへ向けての「知恵の連鎖」

　尾島（2003）は，今後のニュータウンにおける「まちの継続力」には，「コミュニティの中に知恵を活か

し，知恵を伝え，知恵を活かす場が用意されている」こと，つまり，「知恵の連鎖」が必要としている。

　アメリカの CCRC でも，大学との提携を重視することで成功を収めている。大学にとっても少子化が進

む中で，新たな学び手を得ることは，メリットがあるのではないだろうか。日本ではまだ少ないようだが，

老年学を専攻する課程を設置するなど，大学は，積極的に地域の高齢者との連携を深めてはどうだろうか。

　以上のような取り組みが六甲アイランドで行なわれれば，アメリカの CCRC のように，高い人気を集め

るのではないだろうか。そうすれば，資産価値の下落を抑え，元気で，幸せに暮らせる住宅地としてのブ

ランド・イメージを高めることが出来，新たな住民を迎えやすくなり，六甲アイランドの持続可能性を高

める効果も期待できる。

４．提言を実現させる方策ために（小さな CCRC の先行的整備）

　以上の提言を実現させていくためには，まずは，小さな CCRC を六甲アイランド内に誘致し，実現させ

てしまうのはどうだろうか。モデル事業を見て，そこを基点に，島内全体に CCRC の内容（ソフト面）を

拡大するという手順も考えられる。

　【資料２】に，アメリカ，ニューヨーク州イサカ市にあるコミュニティの例を示すが，この方策の実現

可能性は検討に値すると考える。

【資料２】アメリカ・ニューヨーク州イサカ市・ロングビュー・コミュニティの例

・アメリカでの CCRC の立地は，都市，郊外，地方と多様であり，その規模も１ha から10ha を超え

る規模まで存在する。

・例えば，ニューヨーク州北部にあるロングビュー・コミュニティには，中規模私立大学であるイサ

カ・カレッジと連携した CCRC がある。160の居室のうち，60室が生活支援スイート（Assisted 

Living suites）と呼ばれ，高いレベルの支援を受けられるようになっている。

・居室は３つのタイプで，最も小さい「スタジオ・タイプ」で42㎡。イニシャルの住居費は不要で，

月額費1,853ドルとなっている。これには，１日１食分の食費が含まれている。その他，プール，エ

クササイズ，リズム体操，詩や粘土，絵のクラスやゲーム，料理，編み物のクラスにも参加できる。

・さらに，イサカ・カレッジで，住人は大学生と一緒に授業を受けられる。カレッジの老年学研究所

と共同で，様々なプログラムを大学院のカリキュラムとして実施している。その他，カレッジの図

書館やフィットネス・センターなどカレッジの施設を利用できる。また，カレッジが主催する芸術

の祭典やスポーツの試合など様々なイベントへの参加ができる。

・ロングビュー・コミュニティは，NPO によって運営されている。設立は，イサカ・カレッジ，コー

ネル大学，イサカ市，そして，個人や地域のリーダーによるコラボレーションから始まった。

・ホームページ掲載の配置図【図２】から見れば，アパート部分の敷地は約４ha と考えられ，六甲ア

イランドでも十分実現可能だと思われる。

・なお，㈱三菱総合研究所では，各種企業や地方自治体とともに，日本での CCRC についての研究を

進めている。
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５．まとめ（効果と課題）

この提言では，以下の効果が考えられる。

①（住民）できるだけ長く，自分の能力を活かし，地域の人に認められ，仲間意識が育まれる幸せを得

る。また，福祉サービス等の充実により将来の安心が高まる。

②（まち）多くの人が活動し，街を使い切ることによる有効利用と活性化

③（行政）健康で長生きとなり，医療費，介護費が軽減

④（サスティナビリティ）ブランド・イメージを高め，新住民を取り込むことによるサスティナブルな

まちづくり

⑤（波及効果）日本での CCRC の実現，元気や幸せをテーマとしたコミュニティぐるみの取り組みが他

都市へ波及

　大学連携型 CCRC の整備については，日本にはない例であるので，当初の小さな事業であっても，六甲

アイランドにあったプログラムやビジネスモデルの開発，具体的な事業者があるのか，などの課題がある。

しかし，イサカ市での例もあるので，実現に向けて検討の可能性はあると思われる。いずれにしても地域

住民の発意や合意形成が最も重要だと考える。

　我々の提言は，CCRC のコンセプトを活かしたさまざまな取り組みにより，六甲アイランドに“幸せの

島”といったブランドを確立し，持続可能な街としていこうというものである。この提言も一例にすぎな

いが，六甲アイランドも，現在からオールドニュータウン化に備えれば，より持続可能で元気な街となっ

ていくことができると考える。
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地域活動団体に於ける青少年の健全育成の課題と行政の支援体制のあり方

産業振興局中央卸売市場東部市場管理係　山　田　昌　和

【関係局室区】こども家庭局 , 西区 , 長田区 , 東灘区 , 市民参画推進局 , 教育委員会事務局

【目　　　的】青少年を取巻くより良い環境づくりと健全育成の実現に向けの地域間と行政間並びに地域

と行政間の「顔の見える関係作り」について研究・提案を行う。

１．はじめに

　今から11年ほど前，縁あって地元神戸市立枝吉小学校並びに王塚台中学校の PTA 会長をさせて頂いた。

その後，地域の皆様より神戸市青少年育成協議会（以下「青少協」という）西区枝吉支部長の任を託され

て以来，地域の多くの青少年健全育成活動に従事してきた。その活動を通じて自分自身が，中高生の頃と

比べて何がどのように変化していったのか，おとな社会自体がどのように変わってしまったのか，また今

後の活動の取組みについてどのように行うことがより効果的になるのか，さらには自分自身が行政に携わ

る者の立場として見たとき，どのような青少年健全育成施策がより有効に働くのかを併せて考えてみたく

なった。それにはまず，自分の地域で活動している地域団体の皆さん考えを取材すること，さらに他都市

に於いてはどのような取組みがなされているかを取材調査することが必要と考えた。そしてこれらを総合

的に捕らえ，関連付けることにより今後の市の青少年施策に反映できるのではないかと考え，このテーマ

を設定した。

２．青少年を取巻く環境

　現在の青少年を取巻く環境を考える場合，まず県下における過去から現在の少年非行等について詳しく

見てみる必要がある。

　以下は戦後からの少年による刑法犯と検挙人員・人口の推移を表したグラフである。

　このグラフから判ることは，それぞれの年代により「波」があることである。これを分析して見ると以

下のような特徴が判る。

・昭和26年をピークとする第一の波

　貧困型非行の発生：戦後の混乱と社会復興を背景として，貧困や欠損家族で育つ少年にによる窃盗事件

を主流となった時期。18，19歳の年長少年による非行が主流で，戦争により両親健

在な家庭は半数以下，そのほとんどが低所得者層であった。

 1
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・昭和39年をピークとする第二の波

　反抗型非行の発生：高度経済成長社会に向かった時期であり，第１次ベビーブーム世代の16，17歳の中

間少年が，傷害，暴行，恐喝，強姦等の粗暴犯が主流となった時期。当時は学生紛

争やカミナリ族，みゆき族などが出現し，既成の価値観に反抗する若者文化が出現

した。

・昭和58年をピークとする第三の波

　学校非行型の発生：石油ショックによる経済低成長とその後のバブル期による急激な経済的変動となっ

た時期。遊び感覚での非行が14，15歳を中心に発生。また自転車窃盗，原付車窃盗，

中学生による校内暴力事件の全国的増加，暴走族の出現等親の過剰期待や落ちこぼ

れ不安の増加が社会現象となった時期である。

・平成３年から始まった第四の波

　現代型非行，いきなり型非行

　　　　　　　　　：少子高齢化の到来など価値観の転換期が到来した時代である。小学校の学級崩壊，

中学生による凶暴事件の発生，オヤジ狩りといった集団襲撃事件，普通の子どもが

突然キレる凶悪事件の発生が大きな社会問題となった。

　次に兵庫県下に於ける少年非行等の推移について調べて見る。

　刑法犯少年については減少傾向にあるが，不良行為少年については毎年増加傾向にある。これは平成12

年11月に改正少年法が国会で可決し，同13年から実施されたことにより，不良行為少年といった所謂逸脱

した少年についても検挙体制を強化した警察の取り締まりの反映によるものだと考えられる。

　（不良行為少年とは，飲酒，喫煙，薬物乱用，粗暴行為，家出，無断外泊，深夜徘徊，怠学，不健全性

的行為，不良交友，不健全娯楽　等を行う青少年のことをいう）

　しかし，今回のデータから見えて来る事は，確かに少年犯罪は年々減少方向に向かっていることである。

これは世界的に見てもわが国の持つ特異例とされている。先進諸国に於いては少年犯罪に絞ってみても，

横ばいあるいは増加の傾向を示しており，実際他国から視察に来られる警察関係者が多いという。

３．地域パトロールを通して見た青少年の現状

　西区青少年育成協議会枝吉支部（以降枝吉支部という）では，春，夏，冬期の学校休業期間の夜間を中

心に，育成委員の皆様方と小中学校の教職員の皆さんと共に校区内のパトロールを実施している。

　このパトロールでは，夜間出歩いている，あるいはたむろしている子どもたちに対して声掛け活動を実

施している。特徴としては，我々一般の育成委員に対しての子どもたちの反応は，今風の子ども用語で「う

 2
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ざい」存在のようであるが，小中学校の教職員に対し

ては一転して親しみをこめた表情に変わる。しかし，

同校以外の小中学生の場合，表情は硬く，先の「うざ

い」表情のままである。ここから見えてくることは「顔

の見える関係」がいかに重要なことであるかなのであ

る。先のパトロールの事例でもうお気付きだと思うが，

これらの子供達と教師達の間でこの「顔の見える関係」

が構築されていたため，彼らは警戒心を解き気さくに

声掛けに対し返事をする事ができたのである。しかし

例え教職員であっても「顔の見える関係」が無い他校

の子供達であれば，彼らから見るとタダの「うざい」

大人に見られてしまうのである。

４．背　景

　近年の青少年を囲む環境は非常に厳しい状況に置かれている。

　脱法ハーブに限って言えば，誰でも自由に，簡単に購入できる環境になっ

てしまっている。これらの案件は大人が青少年を「客」として扱い，収入

を得るという怪しからん行為であることに間違いはない。それは「大人の

規範意識の著しい低下」が引き起こしていると筆者は考える。ここまで大

人としての規範意識を低下させたのは何が原因なのだろう。

　特に「教職員関係者や学識者，警察関係者，公務員関係者」といった所

謂社会的地位の高い者によるこれらの逸脱行為が日常的にニュースや新聞

記事で報道され，この問題に拍車をかけていると思われる。

５．問題点

　今回の研究で取材した地元・地域団体及び神戸市関係部局は以下である。

取材地元・地域各団体 取材各関係部局

枝吉青少協 王塚台中学校

枝吉ふれまち協 こども家庭局こども青少年課

枝吉小学校学校施設開放委員会 教育委員会事務局指導部指導課

老人会（寿楽会） 西区まちづくり課

枝吉婦人会 枝吉児童館

西区青少年育成協議会 枝吉小学校

丸山地区住民自治協議会 長田区まちづくり課

朋陵会（神戸市立王塚台中学校 PTA

関係者 OB 会）

市民参画推進局参画推進部

東灘区まちづくり課

　地域の問題としてまず「規範意識の低下」に対してどう取組むかという問題がある。これについては先

にも述べた「顔の見える関係作り」が重要であると筆者は考える。

実際のパトロール風景

脱法ハーブ自動販売機
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　これにはやはり「挨拶運動」や「声掛け運動」がもっとも効果的であろう。

　次が「躾」である。まず大人である我々が守るべき社会ルールをきっちり守り，地域全体で取り組む「ボ

トムアップ型運動」の展開が必要だと考える。また隣接するそれぞれの自治体にある地域団体同士の連携

も今後は重要であると筆者は考える。

　行政の問題として，現在の神戸市では「躾」や「規範意識」向上のための「ツール」を持ち合わせてい

ない点が挙げられる。例え持っていたとしてもダイレクトに施策に反映できにくい点もある。加えて地域

団体同様近隣自治体の青少年施策を行っている部署同士との連携も今後必要になってくる点も挙げられる。

これについては後述する他都市の取材に於いて，ほぼ全ての担当者の方が同じ考えであった。何故なら青

少年は市町村境を越えて行き来するからだ。

６．他都市の取組

　今回の研究に於いては他都市の取組みについても取材を実施した。取材した自治体は，下記のとおりで

ある。

取材他都市

東京都 青少年・治安対策本部総合本部青少年課

大阪市 こども青少年局企画部青少年課

富山市 福祉保健部こども福祉課

明石市 教育委員会青少年教育課

明石市 教育委員会事務局青少年育成センター

横浜市 こども青少年局

江東区

文京区

　これら他都市も神戸市と同様の悩みを抱えていることが今回の取材を通じて判った。しかし今回取材し

た他都市の取組みに於いては，行政として敢えて「躾」や「規範意識の向上」について家庭まで一歩足を

踏み込んだ取組みを行っているところも見受けられた。効果については各自治体とも「地域のボトムアッ

プ事業」として実施しており，地域の活性化も含め，ゆっくりではあるがその効果が伺えるとのコメント

を各自治体担当者の方から頂いている。

７．県警の動き

　青少年の健全育成を警察組織としてどのような取り組みを行っているか，兵庫県警察本部少年育成課を

取材してみた。兵庫県警に於いてはこの部署が青少年の健全育成を担当しており，最近問題となっている

脱法ハーブの取り締まりや PC・携帯電話（スマートフォン）によるネット犯罪被害等の防止・情報提供

について県警内他部署と協力し，その撲滅に全力を挙げている。今回の取材で，特に県警が懸念している

事例として，スマートフォンにみられる出会い系サイトやコミュニティサイトに関連した事件と，所謂脱

法ハーブに関連した事件について重点を置いているという。例として下記に出会い系サイト・コミュニティ

サイトに起因する被害状況と事件の例を県警から出版されている冊子を紹介する。
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　この資料の事例からも判るように青少年を取巻く状況は情報社会の発達とともにその深刻さも増してき

ている。ではこのような現状において，青少年を守るために警察組織と行政との連携はどうなっているの

だろうか。

　県警は，神戸市教育委員会や兵庫県に警察職員を派遣して，小中高等学校の生徒児童の安全・安心の取

組について，現場の教職員と共に活動し，相互連携強化に努めている。地域団体等との連携については県

下12カ所に設けた「少年サポートセンター」を軸に地域団体との情報交換や講演会・勉強会等を通じ，組

織的に取り組んでいる。

　また，今回の取材で判ったことだが県警としても大人の規範意識の低下については，実際に取り締まる

側である現場の警察官としても大変苦労させられる事が多いという。敏感な青少年達はこの点についても

したたかであり，何かと自分たちを正当化する傾向にあり，素直に悪い事を認めないようである。これは

正しく現代の大人の真似をしているものであり，警察としても大いに反省し警察官一人一人の規範意識の

向上に努めていると伺った。

８．居場所と躾

　では躾の本丸である家庭に於いて，「親と子の居場所」はどこにあるか。

　思想家で武道家の内田 樹氏は，“家長制度の崩壊と孤立する父親”，“子供を愛しすぎる母親”によって

家庭での子供の居場所が無くなってしまうと分析している。近年父親の尊厳が無くなり，替わって子供の

事を熟知している？母親が子供に対して支配力を持った。

　父親の尊厳の崩壊は時代の変化と共に現れたものであるが，以前のように難しい顔をして，ふんぞり返っ

ているだけで威厳が保たれた時代は二度と戻らない。氏の調査によると先進国を含めて世界的にそのよう

な傾向になっているという。父親として今後は「イクメン」として母親業に参加することが大切だと唱え

る。これによって夫婦間での家庭環境を円満にし，子供に落ち着いた環境を与えることで，家庭に於ける

「親と子の居場所」が確保できると分析している。

　宗教文化研究所長で作家のひろさちや氏は，氏の著書の中で現代の日本人が「悪いことは悪い」とはっ

きり言える大人（特に父親）が居なくなっていることにふれている。コーランで禁止されていることはイ

スラム教徒にとってその理由は無いのである。コーランが禁じているからである。日本の大人も「悪いこ
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この資料の事例からも判るように青少年を取巻く状況は情報社会の発達とともにその
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県警は、神戸市教育委員会や兵庫県に警察職員を派遣して、小中高等学校の生徒児童の

安全・安心の取組について、現場の教職員と共に活動し、相互連携強化に努めている。地

域団体等との連携については県下１２カ所に設けた「少年サポートセンター」を軸に地域

団体との情報交換や講演会・勉強会等を通じ、組織的に取り組んでいる。 

また、今回の取材で判ったことだが県警としても大人の規範意識の低下については、実

際に取り締まる側である現場の警察官としても大変苦労させられる事が多いという。敏感

な青少年達はこの点についてもしたたかであり、何かと自分たちを正当化する傾向にあり、

素直に悪い事を認めないようである。これは正しく現代の大人の真似をしているものであ

り、警察としても大いに反省し警察官一人一人の規範意識の向上に努めていると伺った。 
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とは悪い」のであって「悪いことに理由など無い」と叱りとばせないのは何故なのか。やはり大人（特に

父親）の権威の失墜を挙げている。しかしそれだけでは済ませそうにもないのが今の社会であろう。それ

は「大人の規範意識の著しい低下」と「叱ることができない」が故，青少年に対し「躾」ができない大き

な原因となっていると筆者は考える。

９．提　　案

　今回これらの取材や研究を通して見えてきたのが，「躾」・「連携」・「人材交流」・「環境」の４つである。

これを踏まえて以下の提案をしてみたい。

　・“こうべひとづくりメッセージ”「３つの合い言葉」の全市的展開（躾）

　・神戸市小中学校園ＰＴＡに対する支援と，地域の実情とニーズにあったメニューの提供（連携）

　・近隣自治体及び団体相互の連携（連携）

　・神戸市青少年健全育成条例の策定（環境）

　・行政組織の多彩なる人材・人的交流（人材交流）

　・家庭における躾力の向上と親教育充実への支援（躾・連携・環境）

　以上の「提案」は神戸市が市民及び地域団体並びに他行政機関と一丸となって青少年の健全育成活動が

展開できるようにまとめた提案である。

10．効　　果

　上記提案について，期待される効果を次に述べてみる。

・「こども」だけでなく「おとな」に対しても「躾」について啓発活動を行い，市民全体の取組みとして

「規範意識の向上」が展開できる。

・ＰＴＡ組織を構成する若い世代を支援することにより家庭における躾力の向上と親教育充実への支援

を実現させ，こどもを通じての「顔が見える関係作り」を大きく広げる。また「神戸こころのあいさ

つ運動」と絡め，また ｢神戸っ子応援団 ｣の仕組みを活用し，学校と地域団体，行政をより強く結び

つけ青少年健全育成活動が行える。

・今まで各自治体及び地域団体でバラバラであった青少年施策や事業について広域連携を作ることによ

り，共通の課題認識と取組施策の共有を図る。

・全市を挙げて青少年健全育成に取組む環境について兵庫県の青少年健全育成条例を補完する形として

市独自の条例を策定し，これにより地域の青少年健全育成活動を協力に支援するとともに，各地域活

動団体のモチベーション向上に寄与する。

・行政組織内の活性化と情報の共有並びに組織間の連携の更なる強化が狙える。

11．課　　題

　これらの提案についての課題としては下記の６項目が考えられる。

・“こうべひとづくりメッセージ”「３つの合い言葉」運動に対する市民の理解と協力をどの程度得られ

るか。

・ＰＴＡ支援に対して窓口となるであろう各区役所の対応をどう行うか。

・近隣自治体との連携について神戸市としてどの部署が対応するのか。また対応のアプローチはどうす

るのか。

・条例制定について兵庫県との調整をどう執り行うのか。

・組織内改変及び人員について職制及び予算をどう段取りするか。

・行政として，どこまで家庭に踏み込めるか。

12．おわりに

　いつの時代でも洋の東西を問わず，青少年達の姿はその時代を映し出す「鏡」だと言われている。現在
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はケイタイやネットを初めとした人類がかつて経験したことが無い情報化時代である。良しにつけ，悪し

きにつけこれらの情報に青少年達は翻弄されてしまっている。このような環境の中でいかに「悪い情報や

環境から青少年を守るか」という課題は今後さらに難しさを極めていくだろう。また規範意識の低下が止

まらない我々「おとな」についても，今後本当になんとかしなければならないと筆者は考える。現在の青

少年達は20年後には間違いなくこの国を背負う中核人材となる。このままでは本当にこの国はいろんな意

味で危機に瀕するかもしれない。

　どうしてこうなったのか。専門家の意見は判らないが，筆者はその原因が戦後米国によってもたらされ

た「民主主義」ではないかと考える。米国は学校教育や教育現場をはじめ，多くのコミュニティーを米国

式に一気に改変した。結果日本で芽生えた民主主義は，徐々に個人重視主義に転化してしまったことであ

る。米国が終戦当時目指した日本国民への民主主義の考え方は，おそらく国民（住民）の合意形成に基づ

くボトムアップ式の国づくりであったのではないかと筆者は想像する。しかし，結果は権利だけを主張し，

義務をはたさず，責任は取らないといった社会風土が出来上がってしまった。これが現在の「おとな」の

規範意識の低下を招いたのではないだろうか。これは必ずしも米国の責任とは言えないが，日本が古来か

ら培ってきた良い面が過去に取り残され，戦後もたらされた悪い面の影響が徐々に出てきてしまったのが，

現在のこの社会ではないかと考える。

13．参考資料

・法務省犯罪白書（平成23年度版）

・兵庫県下の少年犯罪資料（平成23年版，兵庫県警データ）

・ひろさちや著「まんだら人生」

・「潮」平成25年２月号　内田 樹　寄稿

・宇都宮大学 教育学部　齋藤 俊輔著「少年非行の現代的性格とその原因について」

民間活力を活かした環境創造まちづくりについて

　～緑を活かした潤いと賑わいのある空間づくり～

建設局公園砂防部計画課　　野　田　泰　史

都市計画総局計画部計画課　源　　　明　夫

【関係局室区】環境局，建設局，都市計画総局

【目　　　的】民間活力による民有地での高質な緑化を誘導

１．はじめに

　神戸市の六甲山系南部の市街地は，人や建物等が集中し，CO2の排出量が多くなっているが，緑（樹木）

の量は少なくなっている。

　公園を含め，目に見える緑化は，地価に良い影響を与える，人を惹きつける，経済効果を発揮すること

が分かってきた。そういった中，これまで神戸市においても，公共事業等による緑化空間の確保に努めて

きているが，今後必要な緑の量や空間，費用等を考慮すれば，民間活力による民有地での緑化に期待する

ところが大きい。

　そこで，本論では，主に六甲山系南部の市街地において，民有地での高質な緑化の誘導施策について提

案する。
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２．市街地の緑の現状と制度の課題

⑴　市街地の緑の現状と課題

　○緑被率の状況　（緑被率：一定の面積に占める緑被地の割合のこと）

・神戸市の市街化区域全体の緑被率は32.9％であり，全体としては緑の多い都市といえるが，六甲山系

南部の既成市街地の緑被率（東灘区から長田区までの５区平均：15.3％）は，全国的に見て非常に少

ない値であり，緑の不足が顕著である。

　（東京特別区の中で最も緑被率の少ない東京都中央区が9.1％であり，神戸市中央区10.0％と同等の値）

・商業・業務地及び住宅地として特徴的な中央区及び東灘区の緑被率を詳細に分析すると，中央区では，

臨海部の港湾関連用地や工業用地では極端に緑被率が低く（2.5％），それらの用地を除いた既成市街

地でも，稠密な土地利用を反映し，緑被率は極めて低い値（11.5％）となっている。一方，東灘区で

は，六甲アイランドの港湾関連用地や東部工区（第二，第三，第四工区）の工業用地で極端に緑被率

が低く（5.6％），それらの用地を除いた既成市街地では，ＪＲ線の南北で緑被率が大きく異なってい

る。ＪＲ線以北の緑被率は大幅に高い値（34.9％）となっているが，ＪＲ線以南の緑被率は極めて低

い値（9.2％）となっており，既成市街地では南側（海側）に向かうに従い，緑被率は低くなる。

⑵　緑化等に関する神戸市の既存の規制・届出制度の現状と課題

○民有地での緑化に関する規制・届出制度については，開発指導要綱，建築物等における環境配慮の推

進に関する条例（以下，環境配慮条例），風致地区内の建築等の規制に関する条例（以下，風致条例）

で，一定規模の開発や建築行為に対して緑化を義務付けるなど，緑量確保の取組みを進めているが，

以下の課題がある。

・緑化する場所は自由であり，道路沿いの緑化が少ない。

・維持管理が適正に行われていないなど，担保性に問題がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）緑化等に関する神戸市の既存の規制・届出制度の現状と課題 

○民有地での緑化に関する規制・届出制度については、開発指導要綱、建築物等にお

ける環境配慮の推進に関する条例（以下、環境配慮条例）、風致地区内の建築等の規

制に関する条例（以下、風致条例）で、一定規模の開発や建築行為に対して緑化を

義務付けるなど、緑量確保の取組みを進めているが、以下の課題がある。 
・緑化する場所は自由であり、道路沿いの緑化が少ない。 
・維持管理が適正に行われていないなど、担保性に問題がある。 
・環境配慮条例では、届出対象となる面積要件が大きく、人が多く住んでいて、最

も緑化が必要な住居系土地利用のエリアで件数が少ない。 
（３）市街地開発事業の現状と課題 

○道路や公園・緑地等の都市基盤を面的に整備する事業手法として、土地区画整理事

業等の市街地開発事業があり、良好なまちづくりに寄与しているが、緑化に関する

規定（量や質など）がないという課題がある。 

（４）民有地の緑化助成に関する現状と課題 

○民有地の緑化助成については、これまで景観や防災面で一定の成果を上げているが、

助成メニューが現在の市民ニーズに合わなくなってきていることや、まちづくり協

議会等の広い範囲で助成メニューを使う場合、要件が厳しく使いにくいといった課

題がある。 

 

３．取り組みの方向性・内容（施策の提案）と参考事例 

市街地の緑化については、ルール化を主な内容とする市街地全体での取組みと、誘導

を主な内容とするスポットやエリア単位での取組みについて提案するが、それらの取組

みを平行して進めていくことで、効果的な緑化の実現が可能になる。 
（１）市街地全体での取組み（緑化制度の見直し） 

１）緑の質と量の向上により、神戸の都市ブランド・価値を向上させる。 

①『質の向上』･･･緑の「見える化」の推進 

（空から見る「緑被率」から、道から見る「緑視率」へ） 

ⅰ）接道部緑化基準の策定等、道路沿いへの緑の誘導 

・接道部の緑化は、周辺に住む人や通行人からも視認できることから、街路樹な

どの公共の緑と同等の役割を担うとともに、緑豊かで高質な緑化空間の形成に

寄与できるため、開発指導要綱や環境配慮条例、風致条例の見直しを行い、接

（市街化区域の区別緑被率） （緑被率の状況） 
面積（ha） 緑被面積（ha） 緑被率（％）

東灘区 2,304 385 16.7
灘区 1,199 246 20.5
中央区 2,034 203 10.0
兵庫区 930 109 11.8
北区 4,277 2,352 55.0
長田区 973 194 19.9
須磨区 2,154 856 39.7
垂水区 2,700 1,000 37.0
西区 3,868 1,375 35.6
全市 20,440 6,721 32.9
５区 7,441 1,137 15.3

（参考）神戸市中央区，東灘区（市街化区域）と東京特別区との緑被率比較

 
ⅰ）市街化区域の緑被率（H17 年） 

面積（ha） 緑被面積（ha） 緑被率（％）
東灘区 2,304 385 16.7
灘区 1,199 246 20.5
中央区 2,034 203 10.0
兵庫区 930 109 11.8
北区 4,277 2,352 55.0
長田区 973 194 19.9
須磨区 2,154 856 39.7
垂水区 2,700 1,000 37.0
西区 3,868 1,375 35.6

全市 20,440 6,721 32.9
５区 7,441 1,137 15.3
※）緑被率とは、一定の面積に占める緑被地の割合のこと。  

ⅱ）近隣市及び大都市の緑被率等の状況 

面積（ha） 緑被率等（％） 備考
芦屋市 969 21.6 【緑被率(H17)】
西宮市 5,239 15.0 【緑地率(H15)】
尼崎市 4,604 6.3 【緑被率(H9)】
大阪市 22,083 6.9 調整区域を含む市域全域(面積、緑被率とも)【樹木・樹林率(H18)】

東京23区 － 24.0 調整区域を含む区部全域【みどり率(H15)】
横浜市 33,100 18.6 【緑被率(H21)】
※）大阪市、東京23区以外はすべて市街化区域

   ⅲ）神戸市中央区、東灘区（市街化区域）の緑被率のエリア別詳細 

緑被率（％）
10.0 ※下記グラフに反映

既成市街地の港湾用地等以外 11.5 ※     〃
ＰＩ含む港湾関連用地、工業用地等 2.5
ＰＩの市街地部分 21.2

16.7 ※下記グラフに反映
ＪＲ線以北 34.9 ※     〃
ＪＲ線以南（ＲＩ、東部工区を除く） 9.2 ※     〃
ＲＩの市街地部分 27.3
ＲＩの港湾関連用地等と東部工区 5.6

中央区全体

東灘区全体

 

（参考）神戸市中央区、東灘区（市街化区域）と東京特別区との緑被率比較 
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・環境配慮条例では，届出対象となる面積要件が大きく，人が多く住んでいて，最も緑化が必要な住

居系土地利用のエリアで件数が少ない。

⑶　市街地開発事業の現状と課題

○道路や公園・緑地等の都市基盤を面的に整備する事業手法として，土地区画整理事業等の市街地開発

事業があり，良好なまちづくりに寄与しているが，緑化に関する規定（量や質など）がないという課

題がある。

⑷　民有地の緑化助成に関する現状と課題

○民有地の緑化助成については，これまで景観や防災面で一定の成果を上げているが，助成メニューが

現在の市民ニーズに合わなくなってきていることや，まちづくり協議会等の広い範囲で助成メニュー

を使う場合，要件が厳しく使いにくいといった課題がある。

３．取り組みの方向性・内容（施策の提案）と参考事例

　市街地の緑化については，ルール化を主な内容とする市街地全体での取組みと，誘導を主な内容とする

スポットやエリア単位での取組みについて提案するが，それらの取組みを平行して進めていくことで，効

果的な緑化の実現が可能になる。

⑴　市街地全体での取組み（緑化制度の見直し）

　１）緑の質と量の向上により，神戸の都市ブランド・価値を向上させる。

　①『質の向上』･･･ 緑の「見える化」の推進

　　　　　　　　　（空から見る「緑被率」から，道から見る「緑視率」へ）

　ⅰ）接道部緑化基準の策定等，道路沿いへの緑の誘導

・接道部の緑化は，周辺に住む人や通行人からも視認できることから，街路樹などの公共の緑と同等の

役割を担うとともに，緑豊かで高質な緑化空間の形成に寄与できるため，開発指導要綱や環境配慮条

例，風致条例の見直しを行い，接道部の緑化基準を策定し，緑を道路側に誘導していく。

　ⅱ）効果的な壁面緑化の誘導

・緑化可能地が限られる中心市街地などの商業・業務地区では，緑化が極めて困難である。道路沿いで

の壁面緑化は，沿道景観に潤いを与えることから，地上部での緑化が困難な道路沿い等では，設置当

初から緑被率が高く，維持管理の担保が取れるものについては，係数の上乗せや地上部での緑化と同

等に扱うなど，柔軟な取組みを行っていく。

　ⅲ）河川沿い等の環境形成帯での重点緑化

・六甲山系南部の市街地は，特に緑被率が低く，ヒートアイランド現象が課題になっているため，風の

道である河川及び河川沿い公園などと相乗効果を発揮できる地域については，重点的に緑化を誘導す

る。

流山市（接道部緑化の事例）

 

道部の緑化基準を策定し、緑を道路側に誘導していく。 
 
 
 
 
 
 
 

ⅱ）効果的な壁面緑化の誘導 

・緑化可能地が限られる中心市街地などの商業・業務地区では、緑化が極めて困

難である。道路沿いでの壁面緑化は、沿道景観に潤いを与えることから、地上

部での緑化が困難な道路沿い等では、設置当初から緑被率が高く、維持管理の

担保が取れるものについては、係数の上乗せや地上部での緑化と同等に扱うな

ど、柔軟な取組みを行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）河川沿い等の環境形成帯での重点緑化 

・六甲山系南部の市街地は、特に緑被率が低く、ヒートアイランド現象が課題に

なっているため、風の道である河川及び河川沿い公園などと相乗効果を発揮で

きる地域については、重点的に緑化を誘導する。 
②『量の向上』･･･みどり空間の更なる創出、担保性の向上 

ⅰ）環境配慮条例の届出対象面積の引き下げ 

・現行の環境配慮条例の届出対象面積（建築面積 1,000 ㎡以上）では、本来最も

緑化が必要な人の多く住んでいる住居系土地利用のエリアで、緑化計画の届出

対象にならない敷地や建築物が多く存在するため、環境配慮条例の届出対象面

積を引き下げ、緑化協議の対象案件を増やすことで、市街地での緑量を確保す

る。 

ⅱ）担保性の向上 

・持続的な緑化は、計画に即した確実な施工と、完成した後の適正な維持管理が

重要であるため、建築確認と連動し、かつ維持管理義務も生じる都市緑地法に

基づく緑化地域制度の導入を進め、緑化をより確実に行っていく。 

（２）スポット、エリア単位での取組み（まちづくりにあわせた緑化空間の創出） 

 １）人を惹きつける『緑』でオンリーワンの開発事業を誘導 

①高質な緑化空間（オープンスペース）創出の誘導 

・今後面的な開発が実施される地区において、本来、事業者が確保するべき附置

義務駐車場を既存駐車場に集約させ、その代替として、質の高いオープンスペ

流山市（接道部緑化の事例） 

福岡市（効果的な壁面緑化の事例） 
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　②『量の向上』･･･ みどり空間の更なる創出，担保性の向上

　ⅰ）環境配慮条例の届出対象面積の引き下げ

・現行の環境配慮条例の届出対象面積（建築面積1,000㎡以上）では，本来最も緑化が必要な人の多く住

んでいる住居系土地利用のエリアで，緑化計画の届出対象にならない敷地や建築物が多く存在するた

め，環境配慮条例の届出対象面積を引き下げ，緑化協議の対象案件を増やすことで，市街地での緑量

を確保する。

　ⅱ）担保性の向上

・持続的な緑化は，計画に即した確実な施工と，完成した後の適正な維持管理が重要であるため，建築

確認と連動し，かつ維持管理義務も生じる都市緑地法に基づく緑化地域制度の導入を進め，緑化をよ

り確実に行っていく。

⑵　スポット，エリア単位での取組み（まちづくりにあわせた緑化空間の創出）

　１）人を惹きつける『緑』でオンリーワンの開発事業を誘導

　①高質な緑化空間（オープンスペース）創出の誘導

・今後面的な開発が実施される地区において，本来，事業者が確保するべき附置義務駐車場を既存駐車

場に集約させ，その代替として，質の高いオープンスペースの確保と整備を義務付ける制度を導入す

る。

・複数の権利者が関係する開発については，緑化に関するルール化も行う。

　②見せる・使える緑化（屋上緑化・広場の緑化）の誘導

・都心部の民間商業テナント施設などの建て替えにおいて，優良な緑化事業（基準量以上，質が高い緑

化）を実施し，不特定多数の人がその潤い空間を活用できる（公共性が高い）場合，神戸市が認定を

行い，固定資産税の減免等を行う。また，特に優良な取組み（質の高い管理，市民との協働事業導入

など）を実施している事業者には，管理費の一部を助成するなどの支援を行う。

・事業者に対し，緑化の効果を示し，取組みへの働きかけを行う。

なんばパークス（見せる・使える屋上緑化の事例）

 

ースの確保と整備を義務付ける制度を導入する。 

・複数の権利者が関係する開発については、緑化に関するルール化も行う。 

②見せる・使える緑化（屋上緑化・広場の緑化）の誘導 

・都心部の民間商業テナント施設などの建て替えにおいて、優良な緑化事業（基

準量以上、質が高い緑化）を実施し、不特定多数の人がその潤い空間を活用で

きる（公共性が高い）場合、神戸市が認定を行い、固定資産税の減免等を行う。

また、特に優良な取組み（質の高い管理、市民との協働事業導入など）を実施

している事業者には、管理費の一部を助成するなどの支援を行う。 

・事業者に対し、緑化の効果を示し、取組みへの働きかけを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

２）緑の地域まちづくりを支援 

○官民協働による緑化の推進 

・新たにまちづくりが実施される地域においては、道路や広場等の配置や整備、

民有地の緑化等のルールなどを定めたデザインガイドラインを策定し、ガイド

ラインに基づき官民協働で高質な空間づくりを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

・すでに基盤が整備されている地域については、まちづくり協議会単位で地域内

の緑化計画を策定し、適正な計画については、神戸市が認定を行う。認定した

計画に基づき、官民協働で整備を進める。計画の策定や、認定した民有地部分

の整備等について、補助金等の助成により支援を行う。 

 
４．今後の課題 

（１）緑化制度の見直し 

・規制の強化だけでなく、一部で緩和も行っていき、バランスの取れた制度設計と

なるように見直しを図っていく必要がある。 
・人が好む都市内の緑は、適正に管理された美しい緑であり、重要となるのは植栽

後の維持管理であることから、管理に関する支援策も検討していく必要がある。 
（２）まちづくりにあわせた緑化空間の創出 

・緑化空間の整備後、緑化による効果を継続させるため、適正な管理を行い、常に

なんばパークス（見せる・使える屋上緑化の事例） 

福岡市アイランドシティ（デザインガイドラインによるまちづくりの事例）

福岡市（効果的な壁面緑化の事例）

 

道部の緑化基準を策定し、緑を道路側に誘導していく。 
 
 
 
 
 
 
 

ⅱ）効果的な壁面緑化の誘導 

・緑化可能地が限られる中心市街地などの商業・業務地区では、緑化が極めて困

難である。道路沿いでの壁面緑化は、沿道景観に潤いを与えることから、地上

部での緑化が困難な道路沿い等では、設置当初から緑被率が高く、維持管理の

担保が取れるものについては、係数の上乗せや地上部での緑化と同等に扱うな

ど、柔軟な取組みを行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）河川沿い等の環境形成帯での重点緑化 

・六甲山系南部の市街地は、特に緑被率が低く、ヒートアイランド現象が課題に

なっているため、風の道である河川及び河川沿い公園などと相乗効果を発揮で

きる地域については、重点的に緑化を誘導する。 
②『量の向上』･･･みどり空間の更なる創出、担保性の向上 

ⅰ）環境配慮条例の届出対象面積の引き下げ 

・現行の環境配慮条例の届出対象面積（建築面積 1,000 ㎡以上）では、本来最も

緑化が必要な人の多く住んでいる住居系土地利用のエリアで、緑化計画の届出

対象にならない敷地や建築物が多く存在するため、環境配慮条例の届出対象面

積を引き下げ、緑化協議の対象案件を増やすことで、市街地での緑量を確保す

る。 

ⅱ）担保性の向上 

・持続的な緑化は、計画に即した確実な施工と、完成した後の適正な維持管理が

重要であるため、建築確認と連動し、かつ維持管理義務も生じる都市緑地法に

基づく緑化地域制度の導入を進め、緑化をより確実に行っていく。 

（２）スポット、エリア単位での取組み（まちづくりにあわせた緑化空間の創出） 

 １）人を惹きつける『緑』でオンリーワンの開発事業を誘導 

①高質な緑化空間（オープンスペース）創出の誘導 

・今後面的な開発が実施される地区において、本来、事業者が確保するべき附置

義務駐車場を既存駐車場に集約させ、その代替として、質の高いオープンスペ

流山市（接道部緑化の事例） 

福岡市（効果的な壁面緑化の事例） 
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　２）緑の地域まちづくりを支援

　○官民協働による緑化の推進

・新たにまちづくりが実施される地域においては，道路や広場等の配置や整備，民有地の緑化等のルー

ルなどを定めたデザインガイドラインを策定し，ガイドラインに基づき官民協働で高質な空間づくり

を進める。

・すでに基盤が整備されている地域については，まちづくり協議会単位で地域内の緑化計画を策定し，

適正な計画については，神戸市が認定を行う。認定した計画に基づき，官民協働で整備を進める。計

画の策定や，認定した民有地部分の整備等について，補助金等の助成により支援を行う。

４．今後の課題

⑴　緑化制度の見直し

・規制の強化だけでなく，一部で緩和も行っていき，バランスの取れた制度設計となるように見直しを

図っていく必要がある。

・人が好む都市内の緑は，適正に管理された美しい緑であり，重要となるのは植栽後の維持管理である

ことから，管理に関する支援策も検討していく必要がある。

⑵　まちづくりにあわせた緑化空間の創出

・緑化空間の整備後，緑化による効果を継続させるため，適正な管理を行い，常に高質な状態で維持さ

せること（担保）が必要となる。

・事業の取組み内容は，事業者が決めることとなり，質の高い取組みを誘導するためにも，事業者の機

運（やる気）の醸成，インセンティブの付与が必要となる。

地域診断を核とした地域力向上支援による健康なまちづくりの展開

北区保健福祉部北神保健福祉課　森　井　文　恵

【関係局室区】保健福祉局　市民参画推進局　区役所

【目　　　的】地域特性に沿ったまちづくり支援

１．はじめに

　少子高齢化が急速に進む中，地域コミュニティにおいて，家族や社会とのつながりが希薄になりつつあ

ることが社会問題となっている。ところが，地域の現状に対する住民の認識は十分とは言えない。行政に

対する依存度も高く，互いに見守りあい，助け合う「共助」の意識を低下させ，地域力の低下を招いてい

る現状がある。「住み慣れた地域で，いつまでも健康に住み続けたい」という住民の願いを実現するため

も，住民が地域のおかれている現状を認識し，住民自らが地域について考え，住民，各機関，各組織との

福岡市アイランドシティ（デザインガイドラインによるまちづくりの事例）

 

ースの確保と整備を義務付ける制度を導入する。 

・複数の権利者が関係する開発については、緑化に関するルール化も行う。 

②見せる・使える緑化（屋上緑化・広場の緑化）の誘導 

・都心部の民間商業テナント施設などの建て替えにおいて、優良な緑化事業（基

準量以上、質が高い緑化）を実施し、不特定多数の人がその潤い空間を活用で

きる（公共性が高い）場合、神戸市が認定を行い、固定資産税の減免等を行う。

また、特に優良な取組み（質の高い管理、市民との協働事業導入など）を実施

している事業者には、管理費の一部を助成するなどの支援を行う。 

・事業者に対し、緑化の効果を示し、取組みへの働きかけを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

２）緑の地域まちづくりを支援 

○官民協働による緑化の推進 

・新たにまちづくりが実施される地域においては、道路や広場等の配置や整備、

民有地の緑化等のルールなどを定めたデザインガイドラインを策定し、ガイド

ラインに基づき官民協働で高質な空間づくりを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

・すでに基盤が整備されている地域については、まちづくり協議会単位で地域内

の緑化計画を策定し、適正な計画については、神戸市が認定を行う。認定した

計画に基づき、官民協働で整備を進める。計画の策定や、認定した民有地部分

の整備等について、補助金等の助成により支援を行う。 

 
４．今後の課題 

（１）緑化制度の見直し 

・規制の強化だけでなく、一部で緩和も行っていき、バランスの取れた制度設計と

なるように見直しを図っていく必要がある。 
・人が好む都市内の緑は、適正に管理された美しい緑であり、重要となるのは植栽

後の維持管理であることから、管理に関する支援策も検討していく必要がある。 
（２）まちづくりにあわせた緑化空間の創出 

・緑化空間の整備後、緑化による効果を継続させるため、適正な管理を行い、常に

なんばパークス（見せる・使える屋上緑化の事例） 

福岡市アイランドシティ（デザインガイドラインによるまちづくりの事例）
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協働による地域活動の展開が不可欠である。

　このことから，高齢者支援を切り口に，地域活動が停滞している地域住民が地域の将来を見据え，ソー

シャルキャピタルを活用した住民主体の課題解決に向けた取り組みができるしくみづくりと，それを支え

る行政内システムの構築について提案する。

２．現状と課題

⑴　地域の現状と課題

１）高齢化率の増加と単身高齢者の増加により，

地域活動の停滞を招く可能性がある。

２）「共助」の意識の低下により，住民の主体的な

取り組みが敬遠されがちである。

３）地域に対する関心が低下していることにより，

地域の現状に対する認識不足

４）地域役員の担い手不足と高齢化により，地域

活動の負担感が増大している。

⑵　行政の現状と課題

１）行政内の連携不足により，各部署が縦割りで

地域活動支援を行っている。

２）各部署の地域の捉え方に偏りがある。

３）地域担当者の顔が見えない。

３．施策の具体的内容

⑴　地域活動を支えるしくみづくり

　１）集合合議制による地域支援コーディネーター

　①　地域支援コーディネーターの配置

　新たにコーディネーターを配置するのではなく，既に

各区に配置されている地域活動を支援するコーディネー

ター的役割の人員を集合合議制による地域支援コーディ

ネーターとして位置づける。それぞれの業務に加えて，

地域支援コーディネーターとして地域の身近な支援者と

なり，関係所管課と横断的連携を図り，地域課題の抽出

や課題解決に向けた地域の取り組みを支援する。

　地域支援コーディネーターが地域住民と協働していく

ためには，生活圏域単位の担当が望ましいこと，地域の

ニーズに添った地域支援活動を展開する必要性があるこ

とから，ふれあいのまちづくり協議会単位（小学校区単

位）の地域を担当する。

　また，区社会福祉協議会に配置されている地域福祉ネットワーカーは，コミュニティーワークに関す

る専門的知識を有しており，地域支援コーディネーター活動のイニシアチブをとる人材として位置づけ

る。

　②　地域と地域支援コーディネーターの顔の見える関係づくり

　地域支援コーディネーターは，担当地域に出向き，地域データやニーズの収集に留まらず，地域住民

と顔の見える関係を築き，住民主体による地域活動を側面支援する。地域住民の協議空間へ参加し，そ

こで把握した知見を行政につなぐパイプ役の機能も果たす。また，地域に対し活動の成果を認め，評価

することや，地域住民の立場で目指す方向を模索すること等により，住民力のエンパワメントを図る。

表　神戸市　年齢（３区分）別人口の推移

資料：平成22年度　総務省「国勢調査」より

表　健康状態（年齢別）

次期高齢者保健福祉計画にかかる実態調査結果より
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　２）地域の成熟度に応じた地域課題検討のためのワークショップ

　①モデル地域（重点支援地域）の選定

　地域が主体的に地域活動を展開するために，地域の成熟度の見極めとしかけにより，住民が地域課題

を導き出す支援を行う。また，具体的な支援策の検討につなげるため，地域診断の結果から地域活動が

停滞していると考えられる地域をモデル地域（重点支援地域）として選定し，地域住民へのヒアリング

等の調査により地域活動が停滞している要因を分析する。

　②　防災をテーマとしたワークショップの開催

　モデル地域において，地域の現状と将来を見据えた活動の展開を検討するための材料として，防災を

テーマとしたワークショップを開催する。神戸市においては，「神戸市における災害時の要援護者への支

援に関する条例」が可決され，今後，災害時要援護者リストによる支援計画の実現に向けた対応が協議

される予定である。地域活動が停滞している地域は，地域のつながりが希薄なために，災害時要援護者

リストが有効に活用できない可能性があり，リスト作成と並行したワークショップの開催は，地域住民

の危機的意識により，地域のつながりを促すきっかけとなり得る。

　ワークショップの中で住民より求められた地域データを地域へフィードバックし，地域のニーズや課

題を抽出するための基礎資料として活用し，そこで得られた地域課題を基に，住民主体の支援計画を立

案する。ワークショップのファシリテーターは地域支援コーディネーターが務め，行政職員が後方支援

する。関係機関や関係団体も必要に応じて話し合いに参加する。

　３）地域の成熟度に応じた活動支援

　成熟度の高い地域に対しては，区レベルの支援に留まらず，必要に応じてコンサルタントや学識経験

者を派遣したり，活動助成金（地域提案型活動助成など）による継続活動支援を行う等，より高度な地

域活動支援を展開していく。

　４）地域活動に関する住民の意識向上支援

　地域活動に関する住民意識の向上を図るための学習会を開催する。学習会では，統計等の地域データ

を活用し，地域に対する関心を導きだすきっかけとする。

⑵　行政内連携システムの構築

　地域に関わる行政職員（まちづくり推進課，まちづ

くり支援課，健康福祉課，区社協等）と地域支援コー

ディネーターによる組織横断的な地域支援プロジェク

トチームを設置する。定期的に連絡会を開催し，情報

交換に留まらず，根拠に基づく地域課題の抽出を行い，

支援者間で共通理解を深める場とする。地域診断結果を基に，モデル地域（重点支援地域）の選定も行う。

モデル地域の活動評価を行い，継続的かつ発展的な地域支援を展開する。

　検討された内容は災害時支援計画と合わせて地域情報カルテにも追加し，地域に関わる関係部署で支援

方針を共有し，誰もが一貫した支援が提供できるようにする。

⑶　地域診断を生かした地域情報カルテの作成と活用

　地域情報カルテのフォーマットを作成する。フォーマットには，地域を多角的に捉えることができるよ

う，地域診断に必要な項目を網羅する。合わせて情報収集の指標となる手引きを作成し，地域の状況を漏

らすことなく収集できるようにする。収集された地域データを可能な範囲でふれあいのまちづくり協議会

単位で整理・分析し，地域課題から支援計画まで地域情報カルテにまとめ，地域に関わる誰もが同じ方針

で一貫した支援を提供するためのツールとして活用する。地域担当職員が異動した場合も，地域情報カル

テを活用することでスムーズな地域活動支援が展開できる。

　各所管課で保有する地域データの抽出が容易になるよう，現在のデータ管理の見直しや，データ抽出作

業に必要な人員確保が必要である。

3 

害時要援護者リストによる支援計画の実現に向けた対応が協議される予定である。

地域活動が停滞している地域は、地域のつながりが希薄なために、災害時要援護者

リストが有効に活用できない可能性があり、リスト作成と並行したワークショップ

の開催は、地域住民の危機的意識により、地域のつながりを促すきっかけとなり得

る。 
ワークショップの中で住民より求められた地域データを地域へフィードバックし、

地域のニーズや課題を抽出するための基礎資料として活用し、そこで得られた地域

課題を基に、住民主体の支援計画を立案する。ワークショップのファシリテーター

は地域支援コーディネーターが務め、行政職員が後方支援する。関係機関や関係団

体も必要に応じて話し合いに参加する。 
 

３） 地域の成熟度に応じた活動支援 

成熟度の高い地域に対しては、区レベルの支援に留まらず、必要に応じてコンサ

ルタントや学識経験者を派遣したり、活動助成金（地域提案型活動助成など）によ

る継続活動支援を行う等、より高度な地域活動支援を展開していく。 
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 地域活動に関する住民意識の向上を図るための学習会を開催する。学習会では、

統計等の地域データを活用し、地域に対する関心を導きだすきっかけとする。 
 

（２） 行政内連携システムの構築 
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推進課、まちづくり支援課、健康福祉

課、区社協等）と地域支援コーディネ

ーターによる組織横断的な地域支援プ

ロジェクトチームを設置する。定期的に連絡会を開催し、情報交換に留まらず、根拠に

基づく地域課題の抽出を行い、支援者間で共通理解を深める場とする。地域診断結果を

基に、モデル地域（重点支援地域）の選定も行う。モデル地域の活動評価を行い、継続

的かつ発展的な地域支援を展開する。 
  検討された内容は災害時支援計画と合わせて地域情報カルテにも追加し、地域に関わ

る関係部署で支援方針を共有し、誰もが一貫した支援が提供できるようにする。 
 
（３） 地域診断を生かした地域情報カルテの作成と活用 

  地域情報カルテのフォーマットを作成する。フォーマットには、地域を多角的に捉え

ることができるよう、地域診断に必要な項目を網羅する。合わせて情報収集の指標とな

る手引きを作成し、地域の状況を漏らすことなく収集できるようにする。収集された地

域データを可能な範囲でふれあいのまちづくり協議会単位で整理・分析し、地域課題か

ら支援計画まで地域情報カルテにまとめ、地域に関わる誰もが同じ方針で一貫した支援

を提供するためのツールとして活用する。地域担当職員が異動した場合も、地域情報カ

ルテを活用することでスムーズな地域活動支援が展開できる。 
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⑷　地域づくりを支援する人材の育成

　１）地域支援コーディネーターの資質向上

　関係所管課は地域支援コーディネーターをスーパーバイズする役割を担う。定期的に地域支援コーディ

ネーターの連絡会を開催し，情報交換や活動に対する相談・助言をおこなう場とする。まちづくり支援

に関する研修会等によるスキルアップも図る。

　２）地域づくりに関する意識向上のための研修会の開催

　担当職員の地域づくりに対する意識の向上を図るための研修会を開催する。研修会は，地域担当職員

や地域支援コーディネーター，あんしんすこやかセンター等，地域を支援する部署を対象とし，地域活

動のサポートに生かす。

　あんしんすこやかセンターに対しては，全体研修のみならず，地域診断に関する知識の習得度に合わ

せた個別支援を行う。あんしんすこやかセンター職員の従事年数に関係なく，統計データを収集・分析

できるよう，地域診断シートのフォーマットや手引きを作成しておく。

４．期待される効果と課題

　地域支援コーディネーターの配置により，地域と信頼関係を築きながら地域課題の解決に向けた取り組

みを行うことができる。また，地域の活動状況を把握できるだけでなく，地域と顔のみえる関係が築き，

地域住民のモチベーション向上支援が可能となる。しかし，現在各区に配置されている地域活動を支援す

るコーディネーター的役割の人員では人員不足である。地域づくりに関する知識やファシリテーション能

力も求められるため，人材育成も課題である。また，将来的には専門職配置が望ましいと思われるが，人

材と財源の確保が大きな課題となる。

図：行政内連携システムイメージ
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協働 

連携 
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　行政内関係部署で地域診断を行うことにより，根拠に基づく支援地域の選定とそれに対する適切な支援

につながる。地域診断から潜在化した課題にまで目を向けることができ，地域の将来像に予測をたてた支

援計画も可能になる。地域においては，地域住民に地域データをフィードバックすることで，住民が危機

的意識を持ち，地域に関心を持つきっかけになり得る。ひいては，住民が積極的に地域活動に参加し，地

域の絆が深まる健康なまちづくりへとつながることが期待される。このつながりは，平常時だけではなく，

災害時にも効果が発揮される。特に，発災直後は行政支援に限界があり，自助・共助が主体とならざるを

得ない。地域力向上により深まった絆は，防災対策としても重要であることを地域住民へ合わせて周知し

ていく必要がある。

　地域課題は多種多様であり，それらの課題解決に向けた支援を展開していくためには，様々な関係機関

や事業所と連携した地域支援が必要となる。今後，更なる住民・各機関・各組織の協働を進め，地域課題

の解決に向けた地域支援システムの構築について検討を重ねていきたい。



７月号《特集》世代間公平と自治体政策

６月号《特集》ＴＰＰと自治体／地域の“農”を救う

５月号《特集》自治体福祉を守る人

『自治体２. ０』

自治体イノベーション・ガイドブック

６月末発売　定価1,680円（税込み）

『市民自治のこれまで・

これから』今井照・編著

定価2,625円（税込み） 　
最新･103号

公益財団法人神戸都市問題研究所　賛助会員の募集

　公益財団法人都市問題研究所では、当研究所の設立趣旨や研究活動にご賛同いただける賛助会員

（個人・法人）を広く募集しております。

　賛助会員の皆様には、当研究所の機関誌贈呈やイベントのご案内、最新の研究活動に関する情報

などを逐次ご提供させていただいております。

◆賛助会員の特典

　・季刊「都市政策」（年４回発行）の贈呈　　　・施設見学会へのご招待

　・メールマガジンの配信（毎月１日）

◆年会費

　・個人会員：一口　 5,000 円（一口以上）　　法人会員：一口　50,000 円（一口以上）

◆お問い合わせ

　神戸都市問題研究所賛助会事務局（電話 078-252-0984、Fax078-252-0877）までお問い合わせくだ

さい。

　※入会は随時受け付けております。



次号153号予告（2013年10月１日発行予定）

― 特集　東日本大震災の復旧・復興期における被災自治体のマンパワー確保 ―

自治体間連携による長期派遣のあり方について 鍵屋　　一

総務省と全国市長会・全国町村会による人的支援スキームにおける

長期派遣について 小野寺　元

神戸市における長期職員派遣の取り組み 大崎　克英

神戸市から名取市に派遣されて 森下　武浩

長期職員派遣受け入れ先の対応 梅内　　淳

長期派遣に関する神戸市派遣職員へのヒアリング調査等の結果

 神戸都市問題研究所研究会

＜タイトルについては変更になる場合があります＞

◎阪神・淡路大震災の後，神戸市の財政は財政再建団体に転落する寸前まで悪化しました。

神戸市は震災直後から様々な行財政改革に取り組み，大きな成果を達成しました。この

行財政改革の一環として，外郭団体の抜本的な見直しがあります。

◎近年，全国的に厳しい経営環境にある外郭団体の見直しが必要とされております。本号

の特集では，外郭団体の経営をめぐる議論の方向性とその事例として神戸市の外郭団体

の見直しの取り組みを取り上げており，全国の自治体職員や関係者の方に，ぜひご一読

いただきたいと考えております。

◎次号は，「東日本大震災の復旧・復興期における被災自治体のマンパワー確保」（仮題）

を特集します。ご期待ください。

[問い合わせ先]

〒651-0083　神戸市中央区浜辺通5丁目1-14　神戸商工貿易センタービル18F　FAX 078-252-0877

　　　　　   神戸都市問題研究所内　季刊「都市政策」編集部宛

編 集 後 記

■ご寄附のお願い

公益財団法人神戸都市問題研究所では，公益目的事業として調査研究活動を行っており，

活動にご賛同いただける方（個人・法人）から広く寄附を募っております。

詳しくは弊研究所事務局（電話078-252-0984）までお問い合わせください。

　　季　刊　　都　市　政　策　　　　　　　　　　　　　　　　　 第152号 　

印　刷　　平成25年６月20日　　　発　行　平成25年７月１日

発行所　　公益財団法人神戸都市問題研究所　　発行人　新　野　幸次郎

 〠651-0083　神戸市中央区浜辺通５丁目１番14号（神戸商工貿易センタービル18Ｆ）

　　　　　　  電話 （078） 252-0984

発売元　　みるめ書房（田中印刷出版株式会社内）

 〠657-0845　神戸市灘区岩屋中町3-1-4

　　　　　　 電話 （078） 871-0551

　  印　刷　　田中印刷出版株式会社 　

＊　落丁・乱丁本はお取替えします。　



都市政策バックナンバー

第146号　特集　東日本大震災からの復興の推進に向けて　2012年 1 月 1 日発行

第147号　特集　神戸市まちづくり条例30年　2012年 4 月 1 日発行

第149号　特集　協働と参画による六甲山を生かした神戸づくり　2012年10月 1 日発行

第150号　特集　都市戦略としてのアジアにおける都市間交流の展開　2013年１月 1 日発行

第151号　特集　東日本大震災を教訓とした受援力強化に向けた新たな取り組み　2013年４月 1 日発行

第148号　特集　産業振興におけるスーパーコンピュータの活用　2012年 7 月 1 日発行

第145号　特集　東日本大震災への神戸市の緊急・復旧対応支援　2011年10月 1 日発行

第144号　特集　自治体における科学・技術の活用　2011年 7 月 1 日発行

第 号 特集 大学と地域・産業との連携によるまちづくり 年 月１日発行

第 号 特集 デザインを生かしたまちづくり 年１月１日発行

第 号 特集 ソーシャルキャピタルと地域づくり 年４月１日発行

第 号 特集 神戸医療産業都市構想 年７月１日発行

第 号 特集 神戸開港 年 年 月１日発行

第 号 特集 少子高齢社会における受益と負担の関係 年１月１日発行

第 号 特集 景観行政の変遷と意義 年４月１日発行

第 号 特集 ソーシャル・インクルージョン手法による地域の再生 年７月１日発行

第 号 特集 文化創生都市づくりとビエンナーレ 年 月１日発行

第 号 特集 これからの神戸づくりの論点 年１月１日発行

第 号 特集 大都市制度 年４月１日発行

第 号 特集 都市の就業戦略 年７月１日発行

第 号 特集 環境共生都市づくり 年 月１日発行

第 号 特集 阪神･淡路大震災の教訓は危機管理にどのように生かされているか 年１月１日発行

第 号 特集 分譲マンション再建・管理をめぐる諸問題 年４月１日発行

第140号　特集　神戸市（新長田地区）中心市街地の活性化について　2010年 7 月 1 日発行

第141号　特集　大都市に期待される役割について　2010年10月 1 日発行

第142号　特集　都市資源としての六甲山　2011年 1 月 1 日発行

第143号　特集　第５次神戸市基本計画　新たな神戸づくり　2011年 4 月 1 日発行



発売元 みるめ書房
神戸市灘区岩屋中町3-1-4

078-871-0551☎

公益財団法人 神戸都市問題研究所

定価650円（本体619円）

みるめ書房
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特集
行財政改革に向けた
神戸市の外郭団体の再編

巻 頭 言

論 文

断固たる行財政改革の断行

　～外郭団体の抜本的な見直し ……………………… 矢田　立郎

　自治体における外郭団体の経営改革について

　　　　　　 …………………………………………… 宮脇　　淳

　外郭団体経営改革の方向性と具体的事例の考察

　　　　　　 …………………………………………… 宮下　國生

　神戸市における外郭団体見直しの取り組み

　　　　　　 …………………………………………… 辻　　英之

　神戸市住宅供給公社の解散への取り組み

　　　　　　 …………………………………………… 増田　　匡

　舞子ビラ事業の抜本的な見直しの取り組み

　　　　　　 …………………………………………… 志水　達也

　海上アクセス株式会社の経営改革の取り組み

　　　　　　 …………………………………………… 近都　正之

行政資料

平成24年度　神戸市チャレンジ研究員研究報告書（概要）

　　　　　　 ……………………… （公財）神戸都市問題研究所
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